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研究要旨 
一部の発達障害の子どもや成人が示す触法行為、重度のひきこもり、自殺関連行動など対応困難な

問題の実態を把握し、予防や支援を行うために、児童福祉機関、地域、医療機関、矯正機関など多様

なフィールドで疫学調査を行った。さらにスクリーニングやリスクアセスメントツールの開発、支援

方法の開発、支援システムの検討を行った。発達障害の支援に関与する児童福祉、精神保健福祉、医

療機関、矯正施設の現場の臨床家が協力して研究調査チームを組み、日本の実態に即しつつ、施設間

の連携を考慮した支援ガイドライン作成や支援システムの開発を目指した。その際に先進的な取り組

みを行っている英国やオーストラリアなどの支援方法・システムの調査を行い、日本に導入すべき点

についても検討した。その結果、発達障害支援に関与する多くの機関で対応困難な問題を示す発達障

害の児や者が存在することが明らかになった。また早期に支援することで対応困難な問題を予防する

ためのスクリーニングツール、リスクアセスメントツール、診断ツールの開発を行った。諸外国の調

査結果などを参考に日本で導入可能な支援方法の開発やテキストの作成を行った。これらの成果を活

用して、発達障害の対応困難例への支援方法や支援者養成方法について提言を行った。 
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Ａ. 研究目的 

青年期・成人期発達障害の対応困難ケース、と

りわけ引きこもりや触法行為、緊急入院が必要な

ほどの問題行動、自殺関連行動のような深刻な問

題を有する発達障害事例への社会的関心が高ま

り、専門的な支援による予防可能性の検討が喫緊

の課題になっている。 

2012 年 7 月のアスペルガー症候群と診断され

た被告による殺人事件では、求刑を上回る 20 年

の懲役刑判決が下され、司法・医療・教育・福祉

関係者にとどまらず多くの人々の注目をあびた。

司法が反省は見込めず、受け皿も支援方法もなく

再犯のリスクが高いと判断したためである。本事

例は 20 年以上にわたる引きこもり状態にあった

こと、企死念慮、幻覚妄想様の訴えがあり、保健

所へも相談していたことが注目された。発達障害

のある児童・青年による事件は、豊川老女殺人事

件（2000 年）、長崎男児誘拐殺害事件(2003 年)
やタリウム母親毒殺未遂事件（2005 年）のよう

に未診断例による事件とともに、最近では地域の

グループホームで支援を受けていた青年による

多摩ホームレス殺人事件（2008 年）など福祉支

援を受けながらも犯罪に至る事例も注目されて

いる。 
発達障害の対応困難例で議論されることが多

いのはアスペルガー症候群、自閉症、注意欠如多



動性障害である。そこで、本研究班では自閉症ス

ペクトラム (Autism Spectrum Disorder,以下

ASD)および注意欠如多動性障害(ADHD)の青

年・成人を対象にして、精神保健福祉機関や医療

機関などで対応困難事例がどの程度存在するの

か、換言すれば特別に支援を必要としている事例

がどの程度存在するかを把握し、どのような支援

があれば対応困難事例を予防できるのか、再犯防

止のためにはどのようなシステムが必要なのか

を検討する。 
 重大事件は突然生じるわけではなく、不登校・

引きこもりや家庭内暴力、自殺企図などの精神症

状や問題行動の存在が先行し、なんらかの介入の

対象になっていることが多い。支援は医療機関、

矯正施設、精神保健福祉機関、児童福祉機関など

で行われているが、それぞれの組織が独立して支

援する傾向があり、施設間のネットワークや協力

体制の不備が重大な事象に繋がることがある。 
本研究の特色は、児童福祉、精神保健福祉、医

療機関、矯正施設の現場の臨床家が協力して研究

調査チームを組み、日本の実態に即しつつ、施設

間の連携を考慮した支援ガイドラインや支援シ

ステムの開発を目指すことと、事後的な介入に加

えて予防方法の開発に重点をおく点と諸外国の

触法発達障害者の支援方法について調査をし、日

本に導入すべき点を検討する。 
 
Ｂ．研究方法 

①児童福祉、精神保健、矯正、教育のそれぞれの

機関および地域における対応困難事例の疫学調

査を行う。さらに支援上の問題点を明らかにし、

改善点を検討する。 

②諸外国での対応困難ケースへのアセスメント

方法、支援方法、支援システム等の調査を行い、

それを参考に日本の実情に適したアセスメント

ツールや支援手法、研修手法を開発し、支援シス

テムの提案を行う。 

以下の３つの方法で研究を行う。a) 専門家の

ヒアリング・アンケート、医療・矯正・福祉機関

等におけるカルテ調査・アンケート調査、事例面

接等、b)発達障害に特化したリスクアセスメント

ツールの開発、c)海外で定評のあるリスクアセス

メントツール・支援プログラムの翻訳と日本の実

情に合わせた改変、d）諸外国の支援システムの

日本への適用可能性の検討。 

これまで児童福祉・精神保健機関、精神科クリ

ニック、児童思春期精神科病棟、徳島県など３地

域、少年院等で疫学調査を行い、定着支援センタ

ー・特別支援学校などでヒアリングを行った。さ

らに「問題行動の予防的介入アセスメントツー

ル；Assessment Tool for Preventive Intervention 

for Problem Behaviors 33items―ASD version：

＠PIP33」の試作・改訂を行い完成した。また海

外で定評のあるアセスメントツールである

ARMIDILO-S The Assessment of Risk and 

Manageability of Intellectually Disabled 

Individuals who Offend - Sexually についても

日本版を完成した。オーストラリア調査では、非

行•犯罪行為に至った発達障害者に対する(1)刑

事司法手続き、(2) 医療機関・矯正施設・福祉等

サービス機関において提供される施設内処遇や

支援の実際、(3) 矯正施設釈放後あるいは医療機

関退院後の社会内処遇、(4)支援を行う専門職の

養成に関して、日本とは異なる制度や支援体系を

持つオーストラリアビクトリア州の現状と課題

を明らかにし、日本のシステムへの提言を行うこ

とを目的とした。英国調査では触法自閉症スペク

トラムの人の権利擁護、意思決定支援の方法等に

ついて調査した。 

 支援手法については平成 26 年度から一部の地

域で開始した CRAFT（ Community Reinforcement 

and Family Training）、マニュアルの翻訳と英国

で実践方法について研修を完了した SOTEC-ID 

（Sex Offender Treatment Services Collaborative 

- Intellectual Disability）、翻訳を完成した

ARMIDILO-Sについて日本への導入を試みる。 

 

(倫理面への配慮) 

 研究の対象が個人の場合には以下の対応をと

ることを研究代表者、分担研究者、研究協力者に



徹底した。本研究で知りえた個人情報は乱数コー

ド等で匿名化し、個人情報との照合に用いる乱数

コード表等は研究代表者あるいは分担者が施錠

できる保管庫で厳重に管理し、共同研究者以外の

閲覧を禁止する。全ての記録用紙も施錠された保

管庫で管理する。研究終了後は、外部に情報が漏

洩しない方法で破棄する。研究結果は、個人が特

定されないよう配慮した形式で発表する。個人情

報に関わる研究については「個人情報の保護に関

する法律」、「人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針」を遵守し、福島大学倫理委員会あるい

は分担研究者の所属機関の倫理委員会の審査・承

認を得る。障害のある個人や家族を対象にした調

査では本研究の目的・趣旨・方法・個人情報の保

護・生じうる不快感などの心理的影響、研究協力

意志撤回の自由などを文書または口頭で説明し

同意を得た者（本人に同意能力がない場合は保護

者）のみを対象とする。質問紙調査やインタビュ

ー調査は対象者の自尊心を傷つけないよう細心

の配慮を行い、答えたくない質問については無理

して答える必要はないことや、調査に協力しない

場合も不利益はないことを説明する。対象者の協

力が得られない場合は直ちに検査を中止する。対

象者が心理的不安・不快感などを感じた可能性の

ある場合には発達障害診療の専門医、臨床経験の

豊富な臨床心理士や精神保健福祉士などが対応

可能な状態を確保する。 

 

Ｃ．研究結果及び考察             

 

疫学調査 

 
１．児童福祉施設調査 

児童福祉機関で対応している児童の 43％に発

達障害が認められ、攻撃的な問題行動が多く教育

的・医療的支援の利用率も高かった。発達障がい

に対する専門的なプログラムよりも生活を基盤

としたケアを工夫することで対応しているが、対

象とする児童は中学生までが主で成人への移行

に向けた支援に課題が大きい。退所児童のアフタ

ーケアだけでなく、青年期の支援をなお一層強化

する必要がある。攻撃性や反社会的行動の予防と

いう観点からは児童福祉機関におけるケアを十

分に行うことが予防に繋がると考えられた。 
 
２．地域精神保健分野における調査 
 3 つの自治体で、疫学的調査をした。対象は

ASD 特性や ADHD 特性が考えられる方で、触法

（性的逸脱行為を含む）、他害行為、家庭内暴力、

ひきこもり、不登校、自傷、物質依存などの社会

行動面での課題によって新規相談となった事例

とした。各地域の人口 10 万人あたり（18 歳から

39 歳を対象）の新規相談発生件数は 39.7、20.8、
103.0 件であり、そのうち、触法、他害、警察に

よる保護や逮捕、措置入院のための措置診察や実

際に措置入院となった事例は、それぞれ、20.0、
15.0、49.7 件であった。男性の比率は、それぞ

れ 0.86，0.74，0.75 で男性が７割以上を占めた。

自傷行為、自殺念慮、自殺企図などが確認された

事例は、18 歳～39 歳の人口 10 万人当たり、そ

れぞれ、4.6、8.7、23.0 件であった。新規相談事

例発生件数全体のうち、医療機関での精神科的診

断の有無を調べると、どの自治体でも概ね 6 割程

度が精神疾患の診断を有していた。また、医療機

関で精神疾患の診断を受けている事例のうち、概

ね 8 割程度が ASD や ADHD の診断であった。 
 相談経路については、障害者相談支援事業所、

発達障害者支援センター、保健所などがあったが、

地域によりバラツキが見られた。 

 
３．少年院における調査 
 少年院（「特殊教育課程」；現「支援教育課程」）

において実際にどの発達障害がどの程度収容さ

れているかの検証を精神科および児童精神科にお

ける臨床経験が 10 年以上ある発達障がい診断経験

が豊富な医師が操作的診断基準（DSM-5）を用い

て診断した。診断情報としては問診によるものの他、

当該少年の過去の資料（非行歴や生育歴、心理検査

結果、家族からの情報等）も参考資料とした。また

被虐待体験の有無、被いじめ体験の有無についても



調査した。結果は以下の通りである。 
１）DSM-5 による診断（重複診断有り） 
男子特殊教育課程少年院、86 ケース中、  
① ASD あり、ADHD あり： 7 ケース（8.1％）、 
② ASD あり、ADHD なし：19 ケース （22.1％） 
③ ASD なし、ADHD あり： 3 ケース（3.5％）、 
である合計 29 ケース（33.7％）が ASD か ADHD
のいずれかをもっていた。ASD あり群は（①＋

②）計 26 ケース（30.2％）、ADHD あり群は（①

＋③）計 10 ケース（11.6％）であった。  
①②③の計 29 ケース名中、少年鑑別所での診断

と診断結果が異なったものが 4 ケース（13.8％）

で、 ①②③の計 29 ケース名中、発達障がい＋

知的障がい:8 ケース、発達障がい＋境界知能域

（本研究では IQ70～85 程度とした）が 12 ケー

ス、発達障がい＋正常域知能が 9 ケースであった。

また 86 ケース中、発達障がいが診断されない知

的障害ケースが 41 ケース（47.7％）であった。 
 
２）発達障がいを診断されたケースにおける被虐

待、被いじめ経験の有無を調査したところ 29 ケ

ース中、①明らかな被虐待体験や被いじめ体験を

有する→15 ケース（51.7％）、②明らかではない

ものの、被虐待体験や被いじめ体験を有すると疑

われるケースが 8 ケース（27.6％）あった。 
 ASD と ADHD に着目すると男子特殊教育課

程少年院に ASD のみ、ASD+ADHD、ADHD の

みの 3 群の診断基準を満たす少年が計 33.7％存

在し、その中で被虐待体験や被いじめ体験を有し

たり有する可能性が有るものが 79％以上にのぼ

ることが明らかとなった。 
 
３）さらに他の処遇課程の少年院への聞き取り調

査とアンケート調査を行い、平成 22 年に調査を

行った同様の調査との比較を行い、少年院におけ

る発達障害少年の処遇の変化を検討した。平成

22 年の調査に引き続き一定数の発達障がい少年

が少年院に収容されていることは確認でき、発達

障がいを多く収容することを目指している少年

院（支援教育課程）以外の少年院にも一定数の発

達障がい少年が収容されていることに変化はな

かった。ASD 少年の比率も平成 22 年に比して大

きな変動はないと考えられた。発達障がいが診断

された時期については平成 22 年調査よりも前の

社会内や少年鑑別所段階で診断確定に至ってい

るケースが多く、少年司法ケースの中に発達障が

いケースが存在している可能性への認識が深ま

っていると考えられた。少年院への再収容率も平

成 22 年よりも改善が見られ、発達障がいを抱え

た被収容少年への矯正教育の取り組みが功を奏

してきている可能性を示唆していると考えられ

た。 
 
４．医療機関における調査 
 
１）児童精神科病棟における調査 
①主訴、行動・精神医学的問題について 
 都内の児童精神科病棟において調査期間 1 年

間に緊急入院となったケースのうち広汎性発達

障害と診断されたケースは 190 件（男子 159 件,
女子 31 件）を対象に調査した。 
高機能 PDD 群は 111 名（58％）、知的障害合

併 PDD 群は 79 名（41％）であった。 
入院に至った主訴としては、高機能 PDD 群と

知的障害合併 PDD 群ともに行動上の問題が（高

機能 PDD：66％、知的障害合併 PDD：68%）と

最も多く、次いで精神医学的問題が（高機能

PDD：29％、知的障害合併 PDD：12%であった。 
行動上の問題の内訳をみてみると、高機能

PDD 群と知的障害合併 PDD 群ともに攻撃性や

自己破壊的行動が最も多く（高機能 PDD：66％、

知的障害合併 PDD：68%）、ついで睡眠障害、遺

尿などのような生活上の問題が多かった。 
精神医学的問題についてみてみると、高機能

PDD 群では抑うつ症状が最も多く（9%）、次い

で自殺企図・自殺年慮（6%）、不登校・引きこも

り（5%）、強迫症状（5%）、などの順であった。 
不登校の有無については、高機能 PDD 群では

111 名中名（65％）が不登校を呈しており、知的

障害合併群では 79 名中名（58％）であった。不



登校になっている患者の割合をみてみると、高機

能PDD群では学童年齢の不登校の割合が多くみ

られた。 
 高機能 PDD 患者では知的障害合併 PDD 患者

と比較して学童期年齢から入院しているケース

がみられた。また、入院に至る理由としては、興

奮や暴力が 69.6%と最も多くみられた。 
高機能PDD患者では生来の発達障害特性に加え

て適切に支援がなされてないことが一因となっ

て入院治療が必要になった可能性があると考え

られた。 
 
②ひきこもりに関する調査 

児童精神科病棟に入院治療を要した男子 30
例、女子 20 例、計 50 例について、それぞれの

年齢、性別、引きこもり期間、ICD-10 に基づく

主たる診断名、入院期間、退院先、予後、家族背

景について後方視的に検討した。なお、ひきこも

りの概念としては『6 ヶ月以上社会参加していな

い』という定義が広く用いられるが、今回の検討

では 1 ヶ月以上のひきこもりを検討の対象とし

た。 
年齢分布は、6 歳から 17 歳で平均 13.5 歳であ

った。男子では平均 13.7 歳、女子では 13.2 歳で

あった。ひきこもりの背景に、学校への適応の難

しさが関連していることが窺われる。ICD-10 に

基づく主たる診断は、F2 が 24.0%(12 例)、F4
が 20.0%(10 例)、F8 が 48.0%(24 例)であった。

F8 については、特定不能の広汎性発達障害 10
例、アスペルガー障害 7 例、小児自閉症 7 例と

いう内訳であった。主診断と IQ の分布から、中

核的な自閉症だけでなく、自閉症特性の薄い高機

能ケースにおいても、ひきこもりが生じやすいこ

とが示唆された。 
男子のひきこもり期間が平均 13.1 ヶ月であっ

たのに対し、女子は 6.0 ヶ月と、受診・入院まで

のひきこもり期間は男子で長期化する傾向を認

めた。ひきこもりおよび不登校を除いた入院時の

主訴は、多いものから昼夜逆転、家庭内暴力の順

であった。入院前に診断に至っていたケースは、

PDDNOS では 10 例中 5 例(50.0%)、アスペルガ

ー障害では 7 例中 3 例 (42.9%)、自閉症では 7
例中 3 例(42.9%)であった。未診断・未支援ケー

スだけでなく、診断に至っていたものの、その後、

ひきこもりが生じているケースがあり、各々のケ

ースに応じた必要十分な支援を提供することの

難しさが読み取れる。 
転帰・予後；追跡し得た 45 例中の 33 例(73.3%)

が再登校など、社会参加に至っていた。入院時と

退院時の GAF を比較すると、入院時平均が 29.6
であったのに対し、退院時は平均 50.1(30-80)と
上昇しており、入院治療には一定の効果がみられ

た。しかし、45 例中 12 例(26.7%)では、退院後、

再びひきこもりが生じており、そのうち 5 例は再

入院に至っていた。 
家族背景について情報収集できた47例中の13

例(27.7%)が単身親、6 例(13.3%)が生活保護受給

家庭であった。また、精神科疾患の家族歴は 25
例(53.2%)で把握された。 
家族機能の脆弱性なケースが少なくないこと

を示している。 
 
③自殺関連行動調査 
 発達障害を有する児童思春期例の自殺関連行

動の検討を行った。児童・思春期精神科に自殺関

連行動を理由に緊急入院した 112 例（連続サン

プル）を対象に、診療録に基づき後方視的に調査

した。主診断または併存診断が広汎性発達障害で

あった群（PDD 群）とそれ以外の群（非 PDD
群）の２群を設定した。さらに、PDD 群のうち

フォローアップ期間中に再企図があった群

（PDD 再企図群）となかった群（非再企図群）

のサブグループに分類した。上記の群につき、こ

のうち、自殺関連行動の手段が比較的致死性の高

い過量服薬、服毒、飛び降り、縊首であったケー

スを「自殺行動」として、その他の比較的致死性

の低い自殺関連行動と峻別した。PDD 群は 47
例（42%）であった。PDD 群は非 PDD 群と比

較して、男性が比較的多く、IQ は比較的高かっ

た。また、過去の自殺関連行動歴が有意に少なく、



その後の再企図も比較的少なかった。PDD 再企

図群は、非再企図群と比して、女性のケース、過

去の自殺関連行動歴のあるケース、境界知能また

は知的障害を有するケース、両親同居でないケー

ス（片親家庭、再婚家庭など）が多かった。PDD
非再企図群は再企図群と比して入院中にPDDの

診断を受けたケースが多かった。自殺行動の

PDD 群は 19 例で、このうち再企図の有無が不明

な 2 例を除き、再企図あり 5 例、再企図なし 12
例について比較すると、再企図ありでは入院期間

が有意に短かった。入院期間が 1 週間未満の例を

短期入院例、1 週間以上の例を長期入院例と定義

して比較したところ、短期入院例は全 6 例におい

て家庭・学校の環境調整を行っておらず、うち 4
例（67%）が退院後に再企図に至っていた。一方、

長期入院 13 例のうち、退院後の再企図の有無が

不明な 2 例を除いた 11 例について、環境調整を

行った７例では全例再企図がなく、環境調整を行

わなかった４例中 1 例（25%）で再企図があった。

PDD 児の自殺関連行動は、非 PDD 児と比較す

ると、過去の自殺関連行動歴なく突然 1 回きり起

こす傾向が強いが、一方で再企図リスクの高い一

群もいることが示唆された。再企図のなかった例

で入院中にPDDの診断を受けたケースが多かっ

たことから、適切な診断・評価自体が再企図予防

のために重要であると考えられた。更に、PDD
児の自殺行動に対する治療的介入として、診断・

評価を踏まえて家庭・学校などの環境調整を丁寧

に行うことが再企図予防のために有効である可

能性を示唆された。 
 
④ 警察介入事例調査 

95 名の警察介入事例を解析した。初回警察介

入年齢の平均は発達障害を有するものがそうで

ないものより早く、中でも PDD/ASD が高校生

年齢であったのに対し、ADHD では中学生年齢

でピークが見られた。また、初回介入エピソード

の前に受診に至っていたものが 8 割以上を占め

た。介入された年齢は 17.7±7.3 歳で、性別で有

意差は見られなかった。不適切養育が明記されて

いた例は 34 例（35.6％）であり、不登校が少な

くとも 47 例（49.5％）、家庭内暴力が少なくとも

39 例(41％)に見られた。非行内容としては、窃

盗、暴行・傷害がそれぞれ 34 名、20 名と多く、

合わせて 58.7％を占めた。診断については ASD
が 24 名、次いで ADHD が 19 名、MR が 11 名、

ASD+MR と ADHD+MR、ASD+ADHD がそれ

ぞれ 7 名、6 名、4 名であった。 
 司法介入があった年齢について背景疾患別に

整理すると、ASD または ADHD があった例を

「発達障害あり」とすると、平均 15.4±5.3 歳で

あった。ADHD と ASD について見ると、「ASD
のみあり」では平均介入年齢は 17.2±6.7 歳であ

ったのに対し、「ADHD または ADHD を含む」

ものは 14.6±5.2 歳であった。ADHD と ASD に

ついて見ると、「ASD のみあり」では平均介入年

齢は 17.2±6.7 歳であったのに対し、「ADHD ま

たはADHDを含む」ものは14.6±5.2歳であった。

また、それぞれの犯罪行為の内容については。

「ASD のみあり」では窃盗が 11 名、暴行・傷害

が 9 名と多くを占めたが、「ADHD、または

ADHD を含むもの」では、窃盗が 14 名で 48.3％
を占め、暴行・傷害は 3 名にとどまった。 
 
⑤ 児童精神科通院中の患者例における窃盗の

要因の検討 ～発達障害に着目して～ 
 ２症例について詳細に検討を行った。誘因や今

後再犯をしないという理由には PDD や ADHD
の 特 性 で あ る こ だ わ り や weak central 
coherence、衝動性などが関与していた。 
 
⑥ 児童思春期臨床例の秘境と言語能力の関連 

～言語能力の偏りに注目して～ 
 非行を有する発達障害の子どもを対象に

WISC-III の言語能力に注目して解析を行った。

対象となった症例 34 名（男 32,女 2）で、IQ の

平均は 97.5 であった。VIQ－PIQ| ≧10の症例を

Discrepancy ありと仮定すると、VIQ(VCI)>PIQ
（PRI）であるものは 11 名（32.4％）、PIQ（PRI）
>VIQ(VCI)のものは 4 名（11.8％）であった。ま



た知識の平均得点は 10.4 であり、これを含めて

言語理解（指標）の下位項目評価点に統計的な有

意差は見られなかった。下位検査のプロフィール

パターンの共通した特徴を抽出するためにクラ

スター分析を行ったところ、知識と類似について

は統計的に差を認めないものの、それらに対して

単語と理解が高いもの、相応なもの、低いものの

3 群を含んだ 4 群が抽出された。語と理解の低い

群は、頻回の入院歴や警察介入例があるにも関わ

らず、非行を繰り返すものが多いのに対し、高い

群は家庭での問題は継続するものの、警察が介入

するような社会的な問題を繰り返して起こしに

くい傾向が見られた。 
 
２）全国児童青年精神科医療施設における調査 
 全国児童青年精神科医療施設協議会加盟施設

37 施設において医師を対象にアンケート調査を

行った。有効回答数は 99（回収率 54.3％）であ

った。外来患者のうち発達障害が占める割合が

20％以上と回答した医師が 75.8％に及んだ。内

訳では自閉症スペクトラム（以下 ASD）が最も

多く、次いで ADHD であり、3 番目は精神遅滞

であった。発達障害例に深刻な問題行動があり、

対応に苦慮した経験を持つ医師が 99％を占めた。

問題行動の 27.5％が幼稚園年齢以前に始まって

おり、高校年齢以降に始まったものは 1.1％にす

ぎなかった。問題行動には、暴言暴力や自傷行為、 
強迫症状といった二次障害が多く挙げられた。ま

た、発達障害児の問題行動で、触法・犯罪行為を

52.4％の児童精神科医が経験していた。 

 
３）成人精神科外来における調査 
 都内 1605 施設。回収は 378 施設で回収率は

23.5％であった。施設の内訳は平均月間患者数が

657 人であり、発達障害の患者割合では 5％未満

の施設は 62.7％であり 32.7％の施設で 5％以上

を占めていた。発達障害で内訳では、ASD が最

も多く、次に ASD および ADHD の併存例であ

り、3 番目が ADHD であった。また併存障害は

気分障害が最も多く、次に神経症性障害、ストレ

ス関連障害及び身体表現性障害であり、3 番目が

統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害であ

った。対応の困難は 80.6％の施設で何らかに認

められた。特に苦慮した症状は、こだわり、巻き

込み型の強迫、暴言暴力であった。また行動上の

問題で個々の行動を調査すると、暴力行為は、

74.9％の施設で、窃盗は 51.6％の施設で、放火

は 14.8％、殺人なども 4％の施設で発生していた。

さらにひきこもり 84.7％ネットゲーム依存

68.3％の施設で認められた。 
 
４）成人症例の精神病理学的検討 

DSM５において ASD と診断された成人期の

知的障害の無い患者で、自己愛パーソナリティ障

害、回避性パーソナリティ障害、境界パーソナリ

ティ障害の併存診断ある症例を抽出しその発達

特性とパーソナリティ特性を診療録より後方視

的に比較検討した。その結果 ASD において自我

の形成過程は成熟化が困難な部分があるが、その

課題は自己愛を切り口に見てみると、不安定な自

己像を過剰に防衛する自己愛パーソナリティ障

害（NPD）型と、回避して防衛する回避性パー

ソナリティ障害（APD）型、そして過剰な防衛

形成をしながら破綻すると解離や衝動行為によ

り防衛する境界性パーソナリティ障害（BPD）

型の３系に分けられる可能性が示唆された。発達

障害症例の精神病理学的検討によって、そのパー

ソナリティ障害化の過程において環境要因の少

なく無いことが明らかになった。 
 

５）医療観察法指定通院対象者における発達障害

者の分析 
医療観察法指定通院対象者 1685名を対象に調

査した。58 名（3.4％）が F8 発達障害圏の診断

を有していた。性別では 8 割が男性で占めており、

20代〜30代の比較的年齢が若い世代が多かった。

対象行為では、放火(34.5%)、殺人(29.3%)、傷害

(27.6%) であり、他の障害と比較して大きな違い

はなかったが、家族が被害者になることがやや多

い傾向にあった。通院対象者の約６割に問題行動



が認められ、具体的には、「日常生活上の規則、

ルール違反」や「非身体的暴力」が多かった。発

達障害者の支援にあたっては、日常生活上の小さ

なトラブルにも早期に介入していくことが、結果

として後の重大な問題行動を回避する要因とな

ることが示唆された。今後はこうしたケースの特

徴を明らかにすることにより、より早い段階で有

効な介入ができるようなスクリーニングツール

の開発が期待される。 
 
アセスメントツール開発 
 

ASD/ADHD のアセスメントツール開発 
 
 発達障害の支援をする第一歩は発達障害を発

見し、診断を行い、適切な評価に基づく支援プラ

ンを立てることである。触法行為などを行う対応

困難例では発見や診断が遅れ、早期に適切な支援

を受けられなかったことが問題を複雑にしてい

る事例が少なからず存在する。また成人期まで診

断がなされない事例や、鑑別所や裁判の過程で初

めて発達障害が疑われることも少なくない。

ASD あるいは ADHD のスクリーニングツール

は多数あるが、そのほとんどが英語圏で作られた

ツールの翻訳であること、ASD あるいは ADHD
に特化したスクリーニングツールであることか

ら、日本語として不自然な表現があったり、ASD
と ADHD の両方をスクリーニングするためには

使いにくいなどの問題があった。さらに海外で定

評のあるスクリーニングツール・診断ツールの日

本語版の作成もあわせて行った。 
 
１．日本の実情にあった成人向け ASD/ADHD の

スクリーングツール開発（U 式） 
 自然な日本語の表現を用い日本の実情にあっ

た青年・成人期の ASD および ADHD の簡便な

自己評価（自記式）と他者評価（他記式）のスク

リーニングツールを開発した。専門家による議論

を繰り返し項目を選定した上で「行動特性に関す

る質問紙」を作成した。そして青年・成人期の

ASD 者とその保護者もしくは配偶者、定型発達

の青年・成人を対象に予備調査を行い、妥当性と

信頼性（内的整合性）の検討を行った。基準関連

妥当性については、ASD 者と対照群である定型

発達者に Autism Quotient 日本語版(AQ-J)と
Adult ADHD Self Report Scale；ASRS -v1.1
（ASRS）を実施し、行動特性に関する自記式質

問紙の ASD 特性と ADHD 特性との相関をそれ

ぞれ検討したところ、両者ともに正の相関が認め

られた。また、自記式質問紙と他記式質問紙それ

ぞれについて t 検定を行い、ASD 群と対照群、

ASD の保護者群と定型発達の対照群、ASD 群と

ASD 保護者群において有意差が示されなかった

項目を抽出し、質問文の表現や内容の再検討を行

う必要の有無を確認した。内的整合性の検討の結

果、他記式質問紙の α 係数は十分な値を示した。

自記式質問紙では当てはまりのよくない項目が

いくつかみられたが、これらの項目を削除して検

討したところ、ASD 領域の α 係数は.80 以上を示

した。 
今後は、本調査の結果から自記式質問紙の一部

の項目について ASD 者が自己評価しやすいよう

に表現や内容を変更し、サンプル数を増やして

「行動特性に関する質問紙」を完成させる予定で

ある。 

 
2. ASD の 2 次スクリーニングツール（対コミュ

ニケーション質問紙（Social Communication  
Questionnaire SCQ）） 
ASD の 2 次スクリーニングツールとして、欧

米で広く使用されている SCQ は、「誕生から今

まで」バージョンと「現在」バージョンの 2 種類

があるが、いずれのバージョンも昨年度までに、

再検査信頼性、評定者間信頼性、内部一貫信頼性、

併存的妥当性、一部の判別妥当性が確認され、一

定程度の信頼性と妥当性が確認されている。本研

究では、日本語版 SCQ の判別妥当性およびカッ

トオフの検討を目的として行った。 
各得点について感度、特異度、Youden Index

を求めたところ、Youden Index の値がもっとも



大きくなる得点は 7 点であった。その場合の感度、

特異度は、それぞれ.465、.933 であった。SCQ
は ASD と非 ASD 児の判別において、中等度の

精度があると判断された。 
 
3. ASD の診断ツールの開発 
１）Asperger Syndrome Diagnostic Interview  

（ASDI）日本語版の開発 
ASDI は ASD を診断するための比較的簡便な

ツールで看護士や身近な支援者など対象者の行

動を熟知している人に専門家が聞き取ることで

診断をするためのツールである。Crocombe., 
J.,Mills.R., Wing,L.が英国の Special Hospital
（重大な罪を犯した精神疾患のある者を収容し

治療する特別病院）での臨床研究において、ASD
の正確な診断を行うための標準化された診断ツ

ールとして用いられ、統合失調症などとの鑑別に

おいて有用であったことが報告されている。青

年・成人期に初診で精神科を受診する者の中には、

既に親が死亡していたり疎遠になっていたりな

ど、発達歴や症状の経過の聴取が難しい場合があ

る。そうしたケースでは、自閉症スペクトラム（以

下 ASD）が疑われる言動がみられても、その要

因が自閉症症状なのか他の疾患に起因するのか

区別することが困難であることが珍しくない。例

えば、陰性症状の出現の在り方や幻覚や妄想が疑

われる言動、問題行動を含む場合など、ASD な

のか統合失調症なのか鑑別が困難なケースに出

会うことがある。特に、自傷や他害行為が目立つ

場合には、正確な診断を行い適切な治療につなげ

ることは、患者や家族にとっても医療従事者にと

っても有益である。そのため、本研究では少ない

項目で構成され、本人をよく知る保護者もしくは

医療関係者の情報提供により実施可能な自閉症

スペクトラムの診断面接ツールである Asperger 
Syndrome Diagnostic Interview （ASDI）を用

い、このツールが両者の鑑別に有用であるか検討

することとした。 
日本語版は、内山と安藤によって翻訳され、バ

ックトランスレーションの検討も経て、原著者に

より内容が原文の意図を適切に反映しているこ

とが確認されている。 
ASD 者 41 名、統合失調症者 37 名に ASDI を

施行し判別妥当性を検討した。ROC 曲線からは、

AUC=.998（95％CI=.993-1.000）であり ASDI
が ASD 群と統合失調症群の鑑別に有効であり、

カットオフは、4 以上とすると感度 0.951、特異

度 1.000 となり、3 以上では感度 1.000、特異度

0.081 であるため、3 もしくは 4 以上に設定する

が適当であると考えられた。 
 

２）Autism Diagnostic Observation Schedule 

-Genetic)（以下 ADOS-G） 
 ASD 児・者本人の行動観察による診断ツール

は、Autism Diagnostic Observation Schedule 
-Genetic)（以下 ADOS-G）がゴールド・スタン

ダードとして欧米で用いられている。本研究では、

ADOS-G 日本語版を作成し、その妥当性と評価

者間信頼性を検討した。その結果 ASD 群と非

ASD 群を判別できるという判別妥当性他尺度と

の関係から併存的妥当性も確認された。評価者間

信頼性については、高い一致率が認められた。ま

た、自閉症スペクトラム障害のカットオフポイン

トは原版のカットオフポイントと同じ値である

ことが確認された。以上から、ADOS-G 日本語

版は、信頼性・妥当性共に高く、また、日本語版

のカットオフポイントが求められたことにより、

臨床で使用できると考えられる。 
 

３ ） Diagnostic Interview for Social and 
Communication Disorders（DISCO）日本語版

の開発 
 親や家族にインタビューすることにより事例

の発達歴や行動特徴を体系的に聴き取ることで

診断を行うツールのひとつである Diagnostic 
Interview for Social and Communication 
Disorders（DISCO）の日本語版（DISCO-J）を

作成した。DISCO は Wing,L が開発し英国やヨ

ーロッパで用いられることが多い診断ツールで

ある。本研究では DISCO-J の評価者間信頼性、



テスト－再テスト信頼性、基準関連妥当性を検証

した。 
 結果、評価者間信頼性、テスト－再テスト信頼

性ともに多くの項目で高い κ 係数もしくは級内

相関係数を示した。特に診断に関するセクション

や項目ではほとんどの項目が κ 係数もしくは級

内相関係数が 0.75 以上となった。これらから

DISCO-J が高い評価者間信頼性とテスト－再テ

スト信頼性を有する ASD の診断のための技法で

あることがわかった。さらに DSM-IV-TR との粗

一致率は 96.1%、κ 係数は 0.91 であり、基準関

連妥当性も高いことが示された。したがって、

DISCO-J を臨床に用いることで、より的確に

ASD が診断できる可能性が示唆された。 
 
4．リスクアセスメントツール開発 
 ASD に特化したリスクアセスメントのツール

の開発が必要である。既存のものには HCR-20
（攻撃性の評価）があり、優れたツールであるが、

ASD の特性を評価するには不十部な点があり、

改変が必要である。そこで研究班では発達障害の

リスクをアセスメントし問題行動を予防するた

めに独自のアセスメントツールを開発した。 
 
１）Assessment Tool for Preventive Intervention 

for Problem Behaviors 33items ― ASD 
version：＠PIP33 

 ASD 版の暴力行動等のアセスメントツール

「Assessment Tool for Preventive Intervention 
for Problem Behaviors 33items ― ASD 
version：＠PIP33」を、デルファイ法を用い児

童精神医学、司法精神医学、矯正医学のエキスパ

ートらによる評定を繰り返して作成した。本ツー

ルを F8 発達障害験の診断を受けている者 53 名

を対象に評価した。その結果身体的暴力がみられ

やすい者と非身体的暴力がみられやすい群では

特徴が異なっている可能性が示唆された。すなわ

り、非身体的暴力では怒りのコントロール不全や

精神病症状といった障害や疾患の症状がリスク

要因としてより強く関係している可能性が示唆

された。これらの成果は有効なリスクマネージメ

ントに役立つとともに、今後、さらに精度をあげ、

一般臨床にも応用できるツールとなるよう開発

を進めていく価値があると思われた。 
 
２）ARMIDILO-S（The Assessment of Risk and 

Manageability of Intellectually Disabled 
Individuals who Offend – Sexually）日本語版

の開発と研修会の開催 
ARMIDILO-S（The Assessment of Risk and 

Manageability of Intellectually Disabled 
Individuals who Offend – Sexually）についても

日本版を完成し原著者と研修会を開催した。知的

障害や発達障害のある成人の性犯罪者を対象に

包括的リスクの評価と地域社会でのマネージメ

ントを目的として開発されたツールである。支援

者が性犯罪のリスクや既往のある知的障害・発達

障害の人を対象にリスクアセスメントを行うた

めのツールであり、継続してサービスを受けてい

るクライアントにはリスクプロファイルが変わ

ったか否かを判断するために実施する年に一回

定期的に実施することもある。 
 研究班では原著者との協議、原著者を招待して

の研修会を開催し、実施適用のための準備を行っ

た。現在翻訳は完成しており、臨床応用を開始し

た。 
 
支援方法の検討と開発 
 
現在、日本で行われている支援プログラムの検討

について 
 

１．精神保健福祉分野における困難事例への対応 
 研究班において発達障害者支援センターや精

神保健福祉センターなど成人の支援機関におけ

る支援体制や支援方法を検討した。たとえば徳島

県発達障がい者支援センター「発達障がい者の相

談支援アセスメントシート」を作成し実際の支援

において活用している。本シートには支援の展開

をひきこもり状態における「危機介入（精神的な



不安定さや家庭内暴力等に対する介入が必要な

段階）」を起点とし、最終的に「就労定着」をゴ

ールとする 12 の移行段階（テーマ）として整理

し、それぞれのテーマ毎に本人の状況や活用でき

る社会資源やサービスなどを記載した。 
 札幌市では地域の支援者が個別の支援計画を

ステップを踏んで作成していけるように、札幌市

では支援者向けに「本人ニーズの見立て方

STEP1・2・3」を作成している。このガイドブ

ックは、障がい者相談支援事業所、グループホー

ム、就労支援機関、療育機関、学校、フリースク

ールなど、実際に発達障がいと二次障がいがある

方を多く支援している機関で働く支援者が集ま

って、現場の苦労や工夫を話し合う中で作られた。

「提案は支援者が、選択は本人に」など現場の支

援者ならではの工夫点も添えられている。 

 
２．少年院における支援 
 少年院・少年鑑別所において発達障がいを抱える

被収容者にどのような処遇が行われているか調査

した。その結果、下記のような新しい取り組みがな

されていることがわかった。 

 

１）SGW(Skill Group Work；スキル・グループ・ 

  ワーク) 

特殊教育課程少年院である神奈川医療少年院に

おいて平成 18 年度から実施されている。1 グルー

プ 6 人前後としてグループを編成し、対人場面や社

会生活に必要とされる基本的な「スキル」を少人数

のグループによる指導を通じて身につけさせるこ

とを一つの目的としているが、その目的を達成する

中で、「障がい」であることを自覚させるというよ

り、障がいによる症状が「特性」や「くせ」として

受け止められるよう方向付け、出院後に必要に応じ

て社会資源を利用し、周囲から援助を受けながら安

定した社会生活を送ることができるよう心構えを

持たせることをより重要な目的として位置付けて

いる。 

 

 

２）『心の扉』プログラム 

 同じく特殊教育課程少年院である中津少年学院

で行われている感情理解・感情コントロールを目的

とする。対象としては「情緒の未成熟さから対人場

面での刺激に柔軟に対応できず、些細なことで粗暴

で攻撃的な態度をとりやすい」タイプの少年を少年

鑑別所の鑑別結果と少年院での生活観察から選定

する。約 2 か月をかけて 1 回あたり 50 分、全 8 回

(単元)程度のプログラムを行う。技法としては毎回

のワークシートを中心に討論、発表、アイスブレー

キング、ロールプレイ等を用いている。 

 

３）認知作業トレーニング (COT； Cognitive 

Occupational Training) 

本プログラムは身体的に不器用な少年に対する

治療的アプローチを主眼とする。少年自身の気づき

を重視し認知機能へ働きかけることによってボデ

ィイメージや身体機能の向上を図る。つまり、身体

機能と認知機能の向上を組み合わせたトレーニン

グを行うことで、退院後に就労等を含めた社会生活

を円滑に送れるための基礎作りを行う。実施期間は

約 3 か月をかけて 1 回あたり 50 分、全 10 回(単元)

程度のプログラムを行う。  

 少年司法や少年院などの矯正教育の現場にお

いては、発達障がい少年の存在可能性への認識が

進んでおり、以前によりも発達障がい少年の特性

をも踏まえたアセスメントや処遇が為されつつ

あり、今回調査の結果でもそれは明らかになった。

そしてそれらの取り組みは再収容率の低下とい

う客観的な数値として効果確認された。 
 
３．児童精神科病棟における支援プログラム 
１）困難事例に注目して 
 我が国の代表的な児童精神科病棟でどのよう

に発達障害のある子どもの暴力事例に対応して

いるかを検討した。子ども本人に対して入院後か

ら自閉症特性に応じた支援が必要となる。

TEACCH プログラムで紹介されているような視

覚的・物理的構造化を応用した環境調整をおこな

っている。たとえば、日課やスケジュールを視覚



的に提示したり、ルールを視覚的に提示したりす

ることなどが有効である。また、曖昧な表現を避

け、できるだけ具体的に伝える、重要度の優先順

位を明確にするなど、情報の伝え方にも配慮が必

要である。 
 仲間集団や教師への暴力が問題になっている

ケースにおいては、入院当初はほぼ全例が個室を

使用していた。集団への適応がある程度可能であ

ると判断できれば大部屋に移動するが、コミュニ

ケーション能力に困難を抱えていたり、本人の不

安が強い場合は、個室の使用が長期化するケース

もある。 
 年少児に対してはトークンエコノミーの手法

を採り入れることが多い。それぞれの治療目標を

設定して、「頑張り」に応じてトークンをあたえ、

それによって報酬（強化子）を与えている。不適

切な行動、暴力や器物破損などについては、短時

間のタイムアウトと行動修正を試みている。この

際、タイムアウトが懲罰目的ではないことを丁寧

に説明し、理解と協力を得る必要がある。医師や

心理士との個別面接では、ほとんどが支持的・受

容的な面接を実施していたが、高機能群において

は、それらと並行して、「怒りのマネジメント」

などの認知行動療法的なアプローチを選択して

いるケースもあった。 
 暴力が問題となるケースでは衝動制御に問題

を抱えていることが多く、薬物療法が施行されて

いた。使用される薬剤としては、非定形抗精神病

薬（リスペリドン、ジプレキサ）、気分安定薬（バ

ルプロ酸、カルバマゼピン）、ADHD 治療薬（メ

チルフェニデート除法製剤、アトモキセチン）な

どで、単剤もしくは併用されることが多かった。

発達障害児の薬物療法では、薬物の使用に対する

本人の認識や理解が重要であるため、丁寧な説明

を心がけているが、それでもなお、服薬の同意が

得られないケースもあった。家族関係への介入が

中心的な治療課題となるケースも少なくない。暴

力や衝動的な破壊的な行動が生じるケースでは、

家族関係が強い緊張状態にある、入院当初はそれ

までの労をねぎらい、受容的に傾聴しつつ、家族

の子どもやその発達特性の捉え方や向き合い方

や、親子・家族の関係性についてアセスメントす

る。 
いずれの場合でも、その場の状況や他者の言動を

理解しにくい、不快な刺激に反応しやすいなどの

自閉症特性を踏まえた関わり方について検討し、

家族に助言することが重要である。 
 退院後の地域生活に向けて、とくに、学校関係

者とは連携する機会が多い。子ども家庭センター、

児童相談所、教育センターなど、地域の関係機関

とのケース検討会議が必要になることも多い。近

年、障害者への地域サービスの選択肢も増えてい

るが、放課後におこなわれるデイサービスや、シ

ョートステイなどについては地域格差が大きい

ようである。それぞれの地域の実情に応じて、制

度・サービスの利用について検討することになる。 
 心理専門職、OT やグループの場面での問題に

介入する作業療法士、関係機関との窓口やネット

ワークの調整などを担う PSW など、他職種によ

って治療チームが構成されている。これまで、児

童・思春期精神科医療における医師の不足が指摘

されてきたが、医師以外のスタッフの育成も急務

である。  
 
２）ひきこもりを伴う ASD の治療内容 

PDD のケースでは発達特性の評価とそれを踏

まえた指導、環境調整、二次障害の治療が課題と

なることが多かった。多くのケースが社会参加に

至っていることから、発達障害を背景とするひき

こもりケースに対して、入院治療はおおむね有効

であると考えられた。しかし、退院後に再びひき

こもりが生じるケースも少なくないことから、診

断や入院治療といった医療的な介入だけでなく、

本人への教育的配慮や学校環境の調整、家族への

支援を含めた包括的な取り組みが必要になるも

のと考えられる 
 
４．成人精神科外来クリニックにおける支援 
 成人精神科の治療については主に薬物療法の

内容と精神科医がどのようなサポートを必要と



しているかについて調査した。発達障害に関連す

る問題行動に関する薬物療法では、非定型抗精神

病薬が 1 番に選択され、2 番目が気分安定薬、３

番目に非中枢刺激 ADHD 治療薬が選ばれていた。

またこれらの薬剤の組み合わせ順位をみると、1
番目が非定型抗精神病薬と気分安定薬、2 番目が

非定型抗精神病薬と抗うつ、３番目が非定型抗精

神病薬と抗不安薬もしくは漢方薬の組み合わせ

であった。非定型抗精神病薬の中では、リスパダ

ール、アリピプラゾール、オランザピンの順に多

く使用されていた。また、ADHD 治療薬の中で

は、非中枢刺激性ADHD治療薬、中枢刺激ADHD
治療薬の順であった。これに対する対応としては、

各都道県に発達障害対応相談センターの設置と

いった簡便な相談窓口の要望がもっとも多く、次

に簡易対応マニュアルの策定、3 番目に緊急対応

施設の整備充実などが要望されていた。 
 
５．医療観察法対象者の問題点と支援 
 医療観察法対象者の通院処遇中に生じた問題

行動を分析すると、もっとも多く見られた問題行

動は「日常生活上の規則、ルール違反」などであ

り、日常生活の中で小さなトラブルが発生してい

る可能性が示唆された。発達障害者の支援にあた

っては、日常生活上の小さなトラブルにも早期に

介入していくことが、結果として後の重大な問題

行動を回避する要因となることがわかった。 
 
６．英国の ASD に特化した保安病棟における治

療的介入 
 英国St. Andrew’s病院のASD保安病棟におけ

る臨床心理学的介入方法を調査した。なお、この

病院とは研究班が継続的に交流を行っている 

 ここでは多職種が連携して ASD の患者にサー

ビスを提供することを重視している。職種は医師、

看護師、ケースワーカーに加えて、司法心理学者

(Forensic Psychologist)、臨床心理学者（Clinical 
Psychologist）、作業療法士、言語聴覚士, 教師（教

員資格をもち、成人の教育を担当）がスタッフと

して予算化されている。ASD の人に関しては、

成人であっても教育が重要であるので、教師も欠

かせない存在である。入院患者は週に平均 35 時

間の様々な活動に参加する。時間的には作業療法、

看護師による指導が 40％、臨床心理学者が単応

するのが 10％、多職種チームによる活動が 10％、

言語聴覚士が３％となっている。 
 多くの患者が ASD と同時に不安や抑うつ、

ADHD、パーソナリティ障害、精神疾患、物質

依存などの精神科的問題を併せ持つ。保安病棟で

ケアするASDの人には“ピュアなASD”の人はほ

とんどいない。従って心理学的介入についても、

さまざまな配慮が必要になる。 
 心理学的介入はグループ治療と個人治療に大

別される。また支援方法は特定の臨床心理学的介

入（認知行動療法など）と病棟全般で行う介入（前

述の RAID, SPELL など）に区別できる。 
 グループベースで行う介入には”Being Me”
（前述）、 “Adapted DBT”, “Brain Training”、 
リラクセーション、“性加害者プログラム”などが

ある。 
 個人ベースの介入としてはバイオフィードバ

ック、性教育、怒りのマネージメント、認知行動

療法などが準備されている。 
 触法 ASD 者には既存の介入方法をそのまま用

いることが難しいために既存の方法を改変する

ことと、新たに支援方法を開発することの両方を

組み合わせて適用することが多い。既存の方法を

改変する例としては Adapted DBT がある。

DBT(Dialectical Behaviour Therapy、弁証法的

行動療法)はもともと境界例の問題行動を主な対

象として開発された認知行動療法の一種である

が、ASD 向けに写真や文章を使用したテキスト

やカードを作成するなどの改変を行った。新たに

開発した支援方法としては Brain Training があ

る。この基本は認知行動療法であるが、パワーポ

イントなどの視覚教材を多用し、思考-感情-行動

のリンクを絵を用いて理解することを促すなど

の方法をパッケージにした支援方法である。 
  性犯罪など対人関係に問題をもつ患者に

は”Great Mates Great Dates” （素晴らしい友人



（異性）、素晴らしいデート）という支援パッケ

ージを用いることがある。これは「友人とはなに

か」「「信頼」「他者に魅力を感じる時」「デートの

方法」「同意することの重要性と法律」「安全なセ

ックス、避妊、性病の予防」、「どのように異性と

の関係を維持するか」、「異性との別離への対処」

などをテーマに具体的な知識や行動について教

育する方法である。 
 

７．海外のプログラムの日本版の作成 
英国等で対応困難な発達障害者に活用されて

いる以下のプログラムを翻訳し日本で研修会を

実施した。 
 
１ ） SOTEC-ID （ Sex Offender Treatment 

Services Collaborative - Intellectual 
Disability) 
これは知的障害をもつ性犯罪者を対象とした

再犯防止のための認知行動療法プログラムであ

る。研究班では開発者である英国ケント大学スタ

ッフの正式の許可をえて翻訳し、原著者のもとで

の研修、原著者との意見交換を経て日本語版（性

犯罪のリスクがある知的障害者向けの認知行動

療法 治療マニュアル、および資料編）を完成し

た。 
 
２）日本版弁証法的行動療法の開発 
 弁証法的行動療法の発達障害に対する援用；現

在 ADHD および ASD の行動障害に関する精神

療法として欧米で弁証法的行動療法の応用が試

みられているこの実態を調査し、発達障害に有用

であることが示唆された。そこでわが国の医療制

度や、患者の認知的特性などの配慮した内容の弁

証法的行動療法を開発するため、分担研究者間で

協議し、思春期 ADHD 及び ADHD と ASD 併存

事例に対する日本版弁証法的行動療法（J-DBT 
for Adolescent ADHDand ASD）を開発しマニュ

アルを作成した。さらに平成２７年度に第一回プ

ログラム施行を開始した。 

 

３）CRAFT(Community Reinforcement and 
Family Training)の発達障害への応用 

 CRAFT は当初アルコール依存症治療のため

のプログラムと開発され、ひきこもりの治療とし

ても応用されてきた。CRAFT の特徴は家族など

の CSO(Concerned Significant Others,家族など

の重要な関係者）自身の支援を丁寧に行うことで

ある。ASD 特性を持つ人への CRAFT を応用す

る際の注意点について検討した。さらも本邦への

CRAFT の普及を目的として平成 27 年度には、

オランダのTilburg大学からHendrik Roozen教

授を招へいし、境班と合同で、平成 27 年 9 月 4
日、7 日に、それぞれ、「わが国の依存症支援に

おける CRAFT の可能性」、「CRAFT プログラム

の応用可能性」についてのシンポジウムを開催し

た。 
 
海外における調査 
 
 海外では対応困難な問題を持つ発達障害のあ

る人にどのように支援をしているかを知り、日本

の支援に役立てるために英国、オーストラリア、

カナダ、ドイツ、韓国の調査をした。 
 
１．英国調査 
 ASD に特化した保安病棟調査 
 触法自閉症スペクトラム障害の治療に特化し

た ST. Andrew’s Specialist Autism Services（バ

ーミンガム）を訪問し、同病院が有する中度保安

病棟、軽度保安病棟を見学し、治療的介入の内容、

スタッフトレーニングの方法などについて主要

なスタッフにインタビュー調査を行った。 
 ASD に特化した病棟はバーミンガムでは軽

度保安病棟が２０床あり、アセスメント＆治療 8 
床、リハビリテーション/回復 12 床にわけられて

いる。これとは別に中度保安ユニット（15 床）

がある。 
ノッティンガムシャーの病棟は主に知的障害

と自閉症を対象としており中度保安ユニット

（16床）、軽度保安アセスメント＆治療（15床）、



軽度保安 リハビリテーション/回復（18 床）で

ある。 
 臨床部長は、St.Andrew’s の ASD の臨床諮問

委員会（Clinical Advisory Group）の委員長を兼

ねる。ASD のケアパスウェイに基づき、一貫し

た質のサービスを担保するために継続的にスー

パーバイズを行っている。ケアパスウェイ開発グ

ループ（Care Pathway Development Group）
があり、紹介患者のインテークから退院まで、エ

ビデンスに基づいた治療的対応をすることが求

められる。サービスをよりアウトカムに焦点を合

わせた（outcome focused）ものに改善するため

の準備をしている。St.Andrew’s 管轄の全施設に

対して、同じ基準のサービスを提供することを目

指している。全病棟に対してのケアスタンダード

があり、さらに ASD に特化したケアスタンダー

ド、すなわち、NICE の自閉症ガイドライン(用
語解説参照）、自閉症アクレディテーション（用

語解説参照）に沿ったものに改善するように継続

した努力を行っている。 
 
１）スタッフトレーニング 
 日本において対応困難事例を支援するための

スタッフを養成する必要がある。しかしながら、

どのようなスタッフ教育プログラムが必要かは

十分に議論されていない。そこで、研究班では英

国の専門機関 St.Andrews 病院のスタッフトレ

ーニングの方法を調査した。 
 スタッフトレーニングの基本は ASD の障害特

性の理解を重視している。まず中核にあるのは

Specific Assessment & Approaches (NICE 
CG142), Spell Framework（英国自閉症協会の支

援理念）, Culture of Autism (Mesibov )（自閉症

の認知特性を尊重することを強調する立場、

TEACCH 部の責任者であった Mesibov の提言）

である。 
 必要な知識として必ず取り上げるのは以下の７

つのガイダンスである。 
①自閉症法 2009、Adult Autism Strategy 2010  
成人自閉症支援法、成人の支援手段についての国

のガイダンス 
②National Autistic Society Autism Accreditation 
Standard 
③Research Autism Guidance on intervention 
(Research Autism という英国の研究団体が出

版しているガイダンス)  
④Initiatives endorsed by the National Autistic 
Society (Socialeyes, UCLA PEERS) 
⑤DSM-5 
  特にDSM-5においてDSM-IVにはなかった感

覚問題が採用されたことについての説明。ASD
における 
⑥NICE Clinical Guiedeline 142（心理社会的介

入について強調している) 
⑦NICE Quality Standard Q551 が使われる。

（ASD に関して生活の質を改善するために何を

優先すべきかが記載されている） 
 
２）独自のスタッフトレーニングガイダンス 

St Andrews では７段階からなるスタッフト

レーニングのためのガイダンスを開発した。以下

に、各段階について説明する。 
Phase 1:  
 ASD の理解、コミュニケーション、知的障害、

サービスユーザーの視点の講義が、それぞれ 1
時間半行われる。そして 5 日間の「攻撃性と暴力

の 予 防 と マ ネ ー ジ メ ン ト (Prevention & 
Management of Aggression & Violence 
(PMAV))が集中的に行われる。 
Phase 2: 
 ASD の理解がテーマである。NAS / Tizard 
Centre pack のモデュール２を行う。NAS / 
Tizard Centre pack とは Kent 大学にある、知

的障害の人のコミュニティケアの研究機関であ

る Tizard Centre と NAS（National Autistic 
Society:全英自閉症協会）が開発した研修テキス

ト”Understanding and Supporting Children and 
Adults on the Autism Spectrum”のModule 2 (自閉

症理解がテーマ) を用いて１日かけてワークシ

ョップを行う。 



Phase 3: はＡＳＤの人の支援について NAS の

SPELL フレームワークついて、やはり一日のワ

ークショップ。 
Phase 4 は Core Practice と名付けられ、コミュ

ニケーション、社会的理解、行動の理解、感覚の

問題、パーソンセンタードアプローチがテーマで

ある。 
Phase 5 は ASD に特化したアセスメントと支援

方法についての研修を行う。 
アセスメントについては、ADOS-2、ADI-R、

TTAP (TEACCH Transition Assessment 
Profile)の研修を行う。支援方法については

TEACCH 3 day & 5 day トレーニング、感覚統

合 療 法 の “Sensory Integration Network 
modules 1-4” 、”Intensive Interaction “（重度

知的障害を伴う自閉症の人に前言語的なコミュ

ニケーションについて教育する介入方法）、

Being Me (NAS が開発した、診断直後の ASD の

人が持つ疑問に答えることを目的としたDVD教

材。ASD の当事者が多数出演する)を用いた研修

を行うさらに”Socialeyes”という ASD の人のソ

ーシャルスキルの改善を意図した二日間のプロ

グラム、”UCLA PEERS® 3 day PEERS”という

対人関係スキルの向上を意図して UCLA の

Laugeson によって開発された青年期の ASD を

対象にした３日間の研修パッケージ、 ”NAS 
Autism Trainer Development” （NAS が開発し

た自閉症支援スタッフを教育する指導者クラス

の人を対象にした１日のプログラム）への参加が

推奨される。 
Phase 6:卒後教育 
 自閉症研究の通信教育課程など大学院レベル

の通信教育への参加が推奨される。 
Phase 7:研究開発   

このステージでは、研究と研究発表が推奨され

る。 
これらのPhase1から 7までの研修プログラムが

準備されており、スタッフはそれぞれの職種やス

キルに応じて自分にあったプログラムを段階的

に習得していく。 

２．英国の意思決定能力法（the Mental Capacity 
Act 2005）の調査 
 行動障害や触法行為をする障害者に対する意

思決定支援、ベストインタレスト（最善の利益）

の手続がどのように行われ、行動障害や触法行為

の改善がどう図られているのかを調査した。障害

者本人の意思を中心としたケア（パーソン・セン

タード・ケア）の理念に基づき、パーソナルアシ

スタンスを活用した障害特性にあった環境設定

や個別ケアが柔軟に行われていることがわかっ

た。日本でも障害者権利条約批准の下、施設から

地域生活への移行、成年後見からより権利性を担

保する意思決定支援への転換が模索されている。

現在我が国では障害者総合支援法の見直しの論

議が行われているが、パーソナルアシスタンスや

意思決定支援が焦点となっており、国内における

制度改革にも多くの示唆を得ることができた。 
 
３．オーストラリア調査 
 ビクトリア州において調査した。医療・矯正施

設・その他のサービス機関において提供される医

療•心理•社会福祉領域の支援については 障害

福 祉 サ ー ビ ス の 一 部 局 で あ る Disability 
Forensic Assessment & Treatment Services 
（以下 DFATS: 障害法医学評価・治療サービ

ス）を調査した。 
DFATS は福祉施設において強制力を有する施

設内処遇を実施している日本にはないシステム

である。  
Intensive Residential Treatment Program 

（以下 IRTP）を中核としつつ、コミュニティで

生活をしている触法障害者のためのグループプ

ログラムなどを行っている。 
 同じく障害福祉サービスの一部局である

Disability Justice を調査した。これは知的障害

（発達障害の併存を含む）があって、非行•犯罪

行為に至った人への社会内での支援を専門に担

当している。ビクトリア州では専門家チームが政

府機関の中に設けられており、様々な施設がコン

サルテーションを行いながら対象者をサポート



していること、そして、こうした専門家チームが

政府機関の下で個別のニーズに応じた支援計画

や政策を作成していることが特徴的であること

が分かった。 
 福祉領域での支援内容を検討するため、触法障

がい者支援を行っているオーストラリ地域支援

団 体 (Australian  Community  Support 
Organization ; ACSO)を訪問調査した。処遇困難

な障がい者の居住サービスについては、Shared 
Supported Accommodation（以下 SSA）が利用

されるのが一般的であり、処遇密度、保安レベル

の高い施設から低い施設へと、支援対象者の状態

変化に応じて段階的に移行する「ステップ•ダウ

ン」による支援が意識されていたことが分かった。

ACSO が運営する特化型のグループホームは、

DHS の Disability Forensic Assessment & 

Treatment Services: DFATS が提供する施設内

処遇と地域生活の中間に位置付けられるサービ

スとして機能していた。SSA のキャラブローハ

ウスは、非行•犯罪行為に至った障害者への対応

を専門としているが、日本国内では、このような

特化型グループホームは存在しない。特化型施設

の利点としては、①スタッフの知識や支援技術の

蓄積が望めること、②犯罪行為から回復という共

通した支援ニーズに対応できること、③治療的な

環境設定が容易になることなどが挙げられる。犯

罪行為に特化した治療プログラムは、グループホ

ーム外で犯罪心理などを専門とする臨床家によ

って実施されていた。生活の場と治療•心理教育

の場は意図的に分けられていたが、この点につい

ては、グループホームに勤務する支援員の教育歴

•臨床経験にばらつきがあるために、治療•心理

教育の実施が難しいという事情が伺われた。 
 ビクトリア州においては、刑事司法手続の段階

による区別はあまり意識されておらず、クライエ

ントのニーズに基づき、障害福祉、医療、心理が

連携して個別化した対応することに焦点が当て

られている。 
 コーディネーターを中核として、クライエント

のニーズとリスクレベルに応じた社会資源を組

み合わせることで犯罪の促進因子に介入し、保護

因子を増大させるというモデルが採用されてい

る。 
 
４．韓国調査 
犯罪又は触法行為を行った発達障害者に対す

る刑事処分や刑事施設における処遇の在り方を

模索することを目的とし、韓国における矯正施設

（刑務所、少年院、治療監護所）に関する基礎調

査の上、現地での訪問・聞き取り調査を行った。 
その結果、韓国の矯正施設では自閉症やアスペ

ルガーといった発達障害と診断されている者が

いないことが明らかとなった。実際には、発達障

害が疑われる人はいたが、発達障害の概念が矯正

現場では十分に浸透していないことが伺われた。 
心理治療プログラムについては小児性愛や性

的倒錯障害など一部の性犯罪者に対する認知行

動療法や知的障害を有する性犯罪者に対するプ

ログラムが開発・実施されていること、管区毎に

一か所の刑務所を定めて「精神保健センター」を

設置し，特別な処遇を要する精神障害受刑者を集

めて１年間に亘る認知行動療法を中心とした支

援を行っていること、精神障害がある収容者が退

所（仮終了等）した後も保護観察を行いながら、

治療監護所(保安処分施設)がフォローアップ的

な継続指導を行っており、触法性精神障害者に対

する施設内処遇と社会内処遇の連携されている

こと、治療監護所から退所する精神障害者のうち

帰住先がないものを更生保護施設で受け入れる

体制が構築されているなど、我が国の支援体制を

構築する上で参考になるシステムが存在するこ

とが注目された。 
 
５．ドイツ調査 

 ドイツにおいても現在のところ発達障害の被

収容者に対する特別な診断基準や処遇プログラ

ムは整備されていないことが明らかになった。ド

イツでは刑務所とは別に社会治療施設または刑

務所の一区画に社会治療区画が設置されており、

重大な性犯罪を行った受刑者などに社会治療と



呼ばれる処遇をしている。そこでは職業訓練や認

知行動両方、薬物治療などがされている。診断分

類ではパーソナリティ障害が多いが、一部に発達

障害が含まれている可能性がある。ドイツにおけ

る一部の社会治療施設では、犯罪傾向の進んだ人

格障害受刑者を刑事施設から移送して、平均３年

から５年の間，社会復帰に向けた心理療法や職業

訓練を行っている。また，韓国やドイツには、一

定の義務（処遇など）の履行を条件に比較的軽微

な罪を犯した者の起訴を猶予する条件付起訴猶

予の制度がある。 
 
６．カナダ・オンタリオ州調査 
 知的障害・発達障害のある支援困難な青年・成

人が、地域で包括的支援を受けながら安定した生

活を送るために、支援連携やネットワーク、およ

び、地域の専門性の高い支援機関について調査し

た。 
その結果、カナダ･オンタリオ州において支援

困難な対象とされるのは主に、①精神疾患を併存

した発達障害・知的障害者、および、②性犯罪加

害に関わった発達障害・知的障害者であった。こ

れらの人たちを支援する機関としては、①地域機

関の連携や支援困難ケースの専門的支援を＜コ

ーディネートする役割＞としての機関－

Community Networks of Specialized Care
（CNSC）、②触法行為者および支援困難な知的

障害・発達障害を＜地域で継続的に支援＞する役

割として機関―Vita コミュニティリビングサー

ビス (Vita CLS) &メンズサナ、およびグリフィ

ンセンター精神保健サービス③支援困難な人を

対象とした司法精神医学対応病棟などがあった。

特に、地域機関の連携や支援困難ケースの専門的

支 援 を コ ー デ ィ ネ ー ト す る 役 割 を も つ

Community Networks of Specialized Care
（CNSC）が担う役割が大きいことが明らかにな

った。また、親や支援者が技術を習得して日々の

関わりのなかでサポートを継続して行っていた

ことも特徴的であった。  
 

Ｅ．結論と提言 
 
１．発達障害の子どもや成人は、さまざまな支援機

関に存在する  

 
 児童福祉、地域精神保健、矯正（少年院）、医

療（児童精神科入院病棟、成人精神科外来クリニ

ック、医療観察病棟）における対応困難事例の疫

学調査により、すべての機関で発達障害の対応困

難事例を支援していることがわかった。特に児童

福祉機関や成人の精神科クリニックなど、発達障

害を専門とするしない支援機関においても多く

の発達障害の子どもや成人を支援していること

が明らかになった。 
 
２．支援機関において発達障害を想定した支援や評

価を行い、可能な機関では確定診断、リスクアセ

スメントを行う 

 

 研究班ではオリジナルのスクリーニングツー

ルである U 式（自記式、他記式）、二次スクリー

ニングツール SCQ の日本語版、診断ツール

ASDI,ADOS,DISCO の日本語版を作成し信頼

性・妥当性などを検討した。さらに発達障害を対

象にしたオリジナルのリスクアセスメントツー

ル@PIP33 と、英語圏で定評のある知的障害・発

達障害の性犯罪を対象にしたリスクアセスメン

トツールである ARMIDILO-S を翻訳した。これ

らの研究班で開発したツールに加えて,既存のツ

ールを適切に組み合わせて発達障害の子どもや

成人を問題行動が出現する前にスクリーニング

し、発達障害の疑いがある場合には、構造化や視

覚支援などの環境調整を早期に開始することが

必要である。環境設定については各患者が十分な

スペースのある空間でゆったりとした生活が営

めること、多くの活動が準備され患者が選択でき

ること person-centred の各個人の特性や嗜好に

配慮した支援がなされることが望ましい。 
 
 



３．教育機関との連携や特別支援教育の充実が必要

である 

 

ASD や ADHD の子どもは学校生活において

からいかいやいじめの対象になりやすく、不登校

を来たすことも多い。特別支援教育の果たす役割

は極めて大きいが、実際には地域や学校によって

も差があるのが実情である。また、高機能 ASD
の子どもが在籍することが多いと思われる通常

学級における個別支援の未整備も指摘されてい

る。特別支援教育制度や教育制度の更なる充実が

求められると考えられた。 
  
４．思春期 ASD 患者の入院治療について 

 
 思春期 ASD 患者の入院治療では興奮や暴力な

どの行動上の問題を呈する患者が多く、そのよう

な患者に対する入院治療モデルの確立、学校のよ

うな地域関係機関との連携体制の構築、発達障害

患者の精神科救急システム構築、特に既存の精神

科救急システムの有効活用と司法との連携が必

要である。 
 
５．スタッフの研修プログラムについて 

 

発達障害を支援する機関のスタッフには、発達

障害に特化した研修プログラムが必要であり、プ

ログラムの中にはリスクアセスメント、問題行動

の予防や対応に関するモジュールを配置する。 

 スタッフトレーニングについては触法の問題

以前に ASD や ADHD の特性に関する研修を

質・量ともに充実させることが重要である。障害

特性を理解することから出発するという理念が

明確にあり、その後に触法問題に特化したプログ

ラムも準備する。 
 
６．介入方法 

 
 TEACCH や SPELL などを基本に、障害特性

に応じた環境調整、視覚支援などを行う。さらに

発達障害に併存する抑うつや不安などの精神科

疾患を適切に二重診断し、治療することが求めら

れる。 
 その上で、本研究班で開発、紹介したプログラ

ムを支援機関や対象者の特性に応じて適宜選択

して施行することが望まれる。 
 事例や支援機関の特性に応じて、CRAFT、

J-DBT、SOTSEC-ID、その他を施行する。 
 
７．スクリーニング・アセスメント・診断の方法に

ついて 

 
本研究班で主な対象とした青年期・成人期の

ASD のある人を適切に支援に導入するために専

門機関で行う相談・診療方法について以下のよう

に提案する。 
 ASD/ADHD を疑う→U 式（自記式、他記式）、

AQ、SCQ を施行→ASD が疑われれば→ASDI、
時間的に可能なら DISCO-J、ADOS-G などで確

定診断問題行動のリスクがある→@PIP33、 
ARMIDILO-S 日本版などでリスクアセスメント

を行う。 
 精神科的併存症の疑い→BDI、SES-D などで

抑うつの評価、STAI などで不安の評価、MINI
などを施行する。 
 
８．スタッフトレーニングプログラムの提案-英国

St.Andrews のプログラムを参考に 

 
 以下のテーマで 2 日から 4 日程度のプログラ

ムを発達障害研修センターなどで提供する。 
１）法律の理解 
・障害者基本法、障害者総合支援法、障害者虐待

防止法、障害者差別解消法 
・精神保健福祉法、障害基礎年金、発達障害者支

援法などの理解 
・person-centered アプローチ、意思決定支援に

ついての概説 
２）ASD、ADHD など神経発達障害の理解

（DSM-5、ICD-10,11 草稿） 



３）SPELL、TEACCH、ABA の基本 
４）スクリーニングツール、診断ツールの概要 

U式、SCQ、DISCO、ADOS-G、ADI-R、ASRS、  
５）リスクアセスメントツールの概要 
 @PIP33、ARMIDILO-S 日本語版、他 
６）児童精神科病院、少年院における治療プログ

ラムの概要 
７）認知行動療法、CRAFT、DBT 日本語版、

SOTSEC-ID の概要 
８）海外の支援制度、支援方法の紹介 
 イギリス、カナダ、オーストラリア、ドイツ、

韓国などの取り組みについて 
 
９．支援システムについて 

 
 発達障害は基本的に生涯にわたる障害である

ために、一貫性のある支援を長期間継続する必要

がある。 
攻撃性や反社会性の予防という観点からは、児

童福祉機関や学校でのケアや特別支援教育を十

分に行うことが成人期以降の対応困難な問題の

予防に重要であると考えられた。児童福祉分野で

は実際の支援が中学生までの児童が中心で高校

以降の支援が不足していることら、高校以降も一

貫した支援ができる体制が必要になる。特に児童

福祉施設退所者へアフターケアを充実すること

や包括的な若者支援を普及させることが効果が

あると思われた。地域精神保健分野における成人

の困難事例では、保健、医療、司法、福祉など様々

な領域からの支援と連携が必要になるか、多様な

領域にまたがるため、たらい回しや押し付け合い

が生じやすい状況がある。このような点を解決で

きるシステムが必要である。 
 児童精神科の入院治療に関する調査からも、子

どもの問題行動や自殺関連行動を予防するには、

学校・家庭などの環境調整を行うことの重要性が、

医療観察法外来患者の検討からも通院処遇中の

患者の日常生活の中での小さなトラブルへの対

処を行うことの重要性が示唆された。このように

発達障害の子どもや成人の問題行動を防止には

環境調整や日々の生活面の支援が重要であり、そ

れが可能になるような支援者の配置や予算措置

が望まれる。海外調査においても問題行動に至る

背景因子を分析し、問題行動に繋がる因子を環境

調整により減少されることが重要であることが

強調されていた。また発達障害の問題行動が早期

から生じることが本研究班の調査で明らかにな

った。思春期や成人期の問題行動を予防するため

には、小児科医や小児神経科医が積極的に介入す

ることが効果をあげる可能性がある。 
 少年院における調査からも、オーストラリアや

イギリスの調査からも、少年院や刑務所退所後の

社会内支援が施設内支援との一貫性が必要であ

ることが明確になり、＠PIP33 などのリスクア

セスメントツールを活用して施設の支援者と退

所後の支援者が共通の視点を持つことが望まれ

る。 
英国、オーストラリア、カナダ、ドイツなどで

は退所後の支援体制が充実しており、刑務所や保

安病棟退所後も地域においてカウンセリングや

認知行動療法などが提供されるシステムが確立

されている。日本でも病院や少年院、刑務所退所

後に密度の高い支援が可能になる体制を構築す

べきである。 
日本でも発達障害の人のトラブルに対処する

試みは存在する。例えば長野県の発達障害地域支

援マネジャー（略称：サポマネ）は、当事者、家

族と警察の間に入りアドバイスを行ったり事件

をおこした発達障害の人の対応について警察の

要請でアドバイスを行うことがある。 
 NPO 法人 PandA-J では触法や被疑者として

扱われる知的障害・発達障害のある人の支援を進

めており、その活動の一環として地域で起こる社

会的トラブルを本人とともに解決したり、未然に

防いだりするための新たな人材（トラブル・シュ

ーター）を育成している。知的障害や発達障害に

ついて地域住民に理解を広げ、社会的トラブルを

起こさないような環境を整えたり、教育を提供し

たり、家族支援をしたり、もし事件を起こした際

には適正な刑事手続きを保証していくことを目



指し、日本各地で「トラブルシューター」養成講

座を行っており、司法やメディアおよび支援体制

を形成すべき地元の教育、福祉、医療などに携わ

る人々をコーディネートする人材を養成してい

る。 
 このような試みを強化することも対応困難事

例のサポートに有効であると思われる。 
 以上まとめると、研究班で発達障害への適応を

検討、あるいは、新たに開発したアセスメントツ

ール（Ｕ式質問紙、＠ＰＩＰ33 など）や支援方

法（ＣＲＡＦＴ、ＤＢＴ－Ｊ、ＳＯＴＳＥＣ－Ｉ

Ｄなど）、すでに開始されているトラブルシュー

ターなどの活動を、全国に普及させていくことが

課題になる。そのためには（１）研究成果の検証

など継続的な取組み、（２）行政分野の協力（予

算事業メニュー化、人材育成、自治体への通知等）、

（３）アセスメント方法や支援方法などを診療報

酬に適切に位置づけしていくことが求められる。 

 
Ｆ．健康危険情報 
 なし 
 
Ｇ．研究発表 
 「Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表」参照 
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 日本語版マニュアル版権取得予定： 
 日本版弁証法的行動療法（ J-DBT  for 

Adolescent ADHD  and ASD ） 、

ARMIDILO-S, SOTEC-ID、ASDI  
 日本語版権取得済み：ADOS-G、SCQ、CARS2  
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児童福祉領域における情緒・行動の問題に対する予防・介入・支援に関する研究 

 
    研究分担者  小野 善郎 （和歌山県精神保健福祉センター）  

研究協力者  金井  剛 （横浜市中央児童相談所） 
増沢  高 （子どもの虹情報研修センター） 
南山今日子 （子どもの虹情報研修センター） 
 

研究要旨 :  
 児童福祉領域における発達障害を有する児童の特性と支援の現状を調査・分析し、成人期以

降の精神障害や不適応行動を予防するために必要な支援のあり方を検討することを目的として

研究を実施した。全国の児童相談所および児童福祉施設を対象に、発達障害を有する児童の情

緒・行動上の問題についての調査、発達障害児の受け入れと支援の現状についての調査、およ

び実際の支援についての現地調査を行い、それらの結果をふまえて児童福祉領域における発達

障害児への支援方法について検討した。その結果、児童福祉機関で対応している児童の 43％に

発達障害が認められ、発達障害を有する児童には攻撃的な問題行動が多く、教育的・医療的支

援の利用率が高いことが認められた。児童福祉領域では発達障害に特化した専門的な治療・支

援はなく、生活支援を基盤として個々のニーズに応じて外部の支援資源を活用する支援モデル

を特徴としていた。攻撃性や反社会的行動の予防という観点からは、児童福祉でのケアを十分

に行うことが成人期以降の対応困難な問題の予防に重要であると考えられたが、実際の支援は

中学生までの児童が中心で、高校生への支援や退所児童のアフターケアなどの青年期以降の支

援が不足しており、成人期への移行支援をいっそう強化する必要があると考えられた。 

 
Ａ．研究目的  

 わが国の児童福祉は 18 歳未満の子どもと家庭

に関するあらゆる相談に対応することが求められ、

より専門的な評価と援助が必要なケースに対して

は、児童相談所での継続的な援助の他、情緒障害

児短期治療施設や児童自立支援施設などの児童

福祉施設でのケアなど、多様なレベルの援助を提

供し、保健・医療とともに児童青年期の精神保健

上の問題の予防・介入・支援に重要な役割を持っ

ている。 

児童福祉領域で支援を行う児童には被虐待体

験の影響による情緒・行動の問題が認められ、専

門的なケアが行われるようになってきているが、

支援対象となる児童の中には発達障害を伴う者も

多く、児童思春期における発達障害児の支援の場

としての役割も担うようになっている。児童福祉

領域で対応する発達障害児には、児童虐待や不適

切な養育などの養育上の問題を伴うことが多く、

とりわけ支援ニーズが高い。 

本研究は、児童相談所、児童養護施設、情緒障

害児短期治療施設、児童自立支援施設などの児童

福祉機関における発達障害を有する児童の特性と

支援の現状を調査・分析し、成人期以降の精神障

害や不適応行動を予防するために必要な支援のあ

り方を検討することを目的として実施した。 

 

Ｂ．方法 

１．児童福祉領域における発達障害に関連する問

題についての調査（平成 25年度） 

 



 

児童福祉領域で対応している情緒・行動の問題

を有するケースの特徴について、特に発達障害に

関連した問題の傾向を明らかにするために、児童

相談所の職員 95 名、児童養護施設の心理担当職

員 67 名、および 38 の情緒障害児短期治療施設と

58 の児童自立支援施設を対象に、郵送による調

査を行った。 

児童相談所職員に対しては、回答者が調査の時

点で実際に担当しているケースのうち、児童相談

所の相談分類が養護相談、非行相談、育成相談に

該当するもので、現在中学生または高校生のケー

スについて回答を求めた。児童養護施設、情緒障

害児短期治療施設、児童自立支援施設については、

それぞれの施設に現在入所している中学生と高校

生の全児童についての回答を求めた。 

調査内容は、１）子どもの性別、受理／入所学

年、現在の学年、相談種別、２）発達障害の有無、

３）問題行動（対人暴力、暴言・反抗・不服従、

器物損壊、動物への虐待・残忍な行為、窃盗・虚

言、怠学・規則違反、喫煙・飲酒・薬物乱用、性

的逸脱行動）、４）家庭・保護者の問題、５）資

源の利用状況とした。なお、本調査において「発

達障害」は「広汎性発達障害および注意欠如・多

動性障害に相当する状態」として回答を求めた。 

 

２．児童福祉領域で対応している発達障害児童の

特徴と支援の現状に関する調査（平成 26 年度） 

 

児童福祉領域で対応している発達障害を有する

児童の特徴と対応の現状と課題を把握するために、

児童相談所に常勤する医師への調査（医師調査）

と、児童福祉施設に対する調査（施設調査）を実

施した。 

医師調査は都道府県または政令指定都市の児

童相談所の常勤医師 15 名を対象に、１）児童相

談所で診察実績（平成 26 年 9 月の 1 か月間）、

２）児童相談所で診察する発達障害児の特徴につ

いての経験および意見、３）発達障害と診断した

場合の対応についての経験および意見について調

査した。 

施設調査は本研究の目的について理解と協力が

得られた児童自立支援施設 2 か所、情緒障害児短

期治療施設 4 か所、児童養護施設 4 か所の 10 施

設を対象に、１）施設の概要、２）在籍児童数と

発達障害を有する児童数（平成 26 年 9 月 1 日現

在）、３）発達障害を有する児童の特徴、４）発

達障害を有する児童の受け入れについて、５）施

設での支援について調査した。 

 

３．児童福祉領域での発達障害児への支援モデル

の調査（平成 27 年度） 

 

児童福祉施設での発達障害を有する児童への支

援モデルを検討するために、本研究の目的につい

て理解と協力が得られた児童福祉施設（児童養護

施設、情緒障害児短期治療、自立援助ホーム、フ

ァミリーホーム）を訪問し、発達障害を有する児

童の受け入れ状況と具体的な支援、他機関との連

携、退所後のアフターケアなどについて聞き取り

調査を行った。さらに、思春期から成人期にかけ

ての発達障害を有する児童の支援に関わっている

精神科医療機関や高等学校についても調査を行い、

児童福祉施設と協力・連携した包括的な地域ケア

の可能性についても調査を行った。 
青年期・成人期の対応困難な問題を予防するた

めの支援モデルの参考にするために、アメリカの

児童福祉サービス、若者支援プログラム、児童青

年精神科医療機関の視察を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

調査では個人が特定できるような情報は取り扱

わず、さらにデータ処理においては、調査票の入

力を担当する者と解析を担当する者を分けること

で、対象者のプライバシーを保護するように努め

た。 

 

 



 

Ｃ．結果 

１．児童福祉領域における発達障害の有病率と特

徴 

 

児相相談所および児童養護施設の職員、情緒障

害児短期治療施設および児童自立支援施設から

2,314 例の児童についての回答が得られ、このう

ち 996 例（43.0%）が、医師による診断あるいは

児童相談所または施設の判断で、発達障害が存在

するか疑いがあると報告された。施設別では、情

緒障害児短期治療施設（60.4％）、児童自立支援

施設（44.6％）、児童相談所（37.7％）、児童養

護施設（20.7％）であった（表１）。 

 発達障害のある群（DD 群：996 例）とない群

（NDD 群：1,318 例）とで問題行動の出現率をみ

ると、DD 群では暴言・反抗・不服従（67.9％）

がもっとも多く、次いで怠学・規則違反（53.0％）、

窃盗・虚言（51.0％）、対人暴力（47.1％）、器

物損壊（36.2％）の順に多かった。NDD 群も DD

群とほぼ同様の傾向を示したが、DD 群よりは頻

度は低く、それぞれ、53.1％、51.4％、43.8％、

31.7％、21.9％であった。NDD 群では喫煙・飲酒・

薬物乱用が DD 群よりも多かった（表２）。 

 

表１．発達障害を有する児童の割合 
施設種別 発達障害あり 発達障害なし 
児童相談所 90 (37.7%) 149 (62.3%) 

児童養護施設 99 (20.7%) 380 (79.3%) 
情緒障害児短期治療

施設 
366 (60.4%) 240 (39.6%) 

児童自立支援施設 441 (44.6%) 549 (55.5%) 
合計 996 (43.0%) 1318 (57.0%) 

 

表２．問題行動の出現率 
問題行動 発達障害あり 発達障害なし 
対人暴力 455 (47.1%) 418 (31.7%) 

暴言・反抗・不服従 656 (67.9%) 700 (53.1%) 
動物への虐待・残虐な

行為 
35 (3.6%) 20 (1.5%) 

器物損壊 350 (36.2%) 289 (21.9%) 
窃盗・虚言 493 (51.0%) 577 (43.8%) 

怠学・規則違反 512 (53.0%) 677 (51.4%) 
喫煙・飲酒・薬物乱用 177 (18.3%) 370 (28.1%) 

性的逸脱行動 277 (28.7%) 309 (23.5%) 

 家庭や保護者の問題として、家族関係の問題、

経済的問題、育児に関する問題は、DD 群でも

NDD 群でも非常に多く、ほぼ同様の傾向が見ら

れた。 

 外部の支援資源の利用状況については、DD 群

では、教育の資源（学校での特別な配慮と教育相

談）と医療の資源（医療機関の利用と精神科薬の

服薬）が NDD 群よりも著しく多く、特に医療の

資源の利用はＮＤＤ群よりも数倍高く、医療機関

の利用は 60％を越え、おおむね半数が精神科薬

を服用していた（表３）。 

 

表３．資源の利用状況 
利用した資源 発達障害あり 発達障害なし 

児童相談所への通所 442 (45.8%) 478 (36.3%) 
一時保護 517 (53.5%) 616 (46.7%) 

学校での特別な配慮 428 (44.3%) 320 (24.3%) 
教育相談 186 (19.3%) 119 (9.0%) 
医療機関 610 (63.2%) 296 (22.5%) 

精神科薬の服薬 454 (47.0%) 113 (8.6%) 
警察の関与 242 (25.1%) 327 (24.8%) 
司法の関与 89 (9.2%) 109 (8.2%) 

 

２．児童福祉領域で対応している発達障害児童の

特徴と支援の現状 

 

１）医師調査の結果 

 平成 26 年 9 月 1 日から 30 日の 1 ヵ月間に医師

が診療した児童数は 244 名で、診療実績のあった

医師 12 名についての平均診察児童数は 20.3 名と

なった。年齢別では小学生がもっとも多く（37.7%）、

次いで中学生（29.1%）、就学前（22.5%）で、

中卒以上は 10.7%であった。相談種別では虐待相

談が半数以上（116 人）で、次いで年少児では障

害相談が多く、年長児では非行相談が多くなる傾

向があった。医師の対応は 1 回の診察で終了する

場合がもっとも多かったが、約 4 割のケースでは

2 回以上継続して診察していた。中卒以上では医

療機関へ紹介するケースも多かった（22.6%）。 

薬物療法を行っているケースは比較的少なかっ

たが、中学生は他の年齢群よりも薬物療法の頻度

が高かった（23.2％）。児童虐待に関連する症状



 

の評価のための診察がもっとも多く、次いで、年

少児では発達障害の診断・評価の割合が高く、年

長になるにつれて発達障害以外の精神障害の診

断・評価のための診察が多かった。 

児童相談所で診察する発達障害児の特徴とし

ては、虐待や不適切な養育などの影響があり、併

存障害を伴うことも多く、臨床像が多彩で非定型

的であり、そのために診断や鑑別診断が難しいこ

とに加えて、児童相談所での診察では養育者から

の生育歴や病歴の情報が得にくいこともあり、診

断に苦慮することが多いことが挙げられた。 

児童相談所で対応することが難しい問題として、

攻撃性や素行の問題などの激しい行動化、フラッ

シュバックや解離などの精神症状、性的問題行動

などの著しい情緒・行動の問題や、発達障害の基

本的な症状に関連する対人関係の問題への対応な

どが挙げられた。 

発達障害と診断した児童に対して、児童相談所

ではさまざまな治療的な支援と外部の医療機関へ

の紹介・連携が行われており、支援方法としては

一般的な児童精神科医療のアプローチが可能であ

った。その一方で、医師やスタッフの不足のため

に継続的な治療や指導ができない人的資源の問題、

医療機関としての機能の制約や親へのアプローチ

が難しいなどの医療的支援の限界、さらには、児

童虐待対応と治療的支援の両立の困難や児童福

祉法上の年齢上限などの制度上の限界も指摘され

た。児童福祉での支援から離れる 18 歳以降は、

自立援助ホームや就労支援を利用することで自立

を目指し、継続的な医療的ニーズがある場合は一

般精神科医療機関に紹介するのが一般的な方針

として挙げられた。 

 

２）施設調査の結果 

調査した児童福祉施設の平成 26 年 9 月 1 日現

在の在籍児童数は、児童自立支援施設が 2 施設で

58 人、情緒障害児短期治療施設が 4 施設で 147

人、児童養護施設が 4 施設で 228 名であった。1

施設当たりの平均入所児童数は、児童自立支援施

設が 29 人、情緒障害児短期治療施設が 36.8 人、

児童養護施設は 57 人であった。 

すべての在籍児童 433 人のうち 156 人（36.0％）

が発達障害またはその疑いがあると報告された。

施設別では、児童自立支援施設では 22人（37.9％）、

情緒障害児短期治療施設では 55 人（37.4％）、

児童養護施設では 79 人（34.7％）であり、施設

種別の間では大きな違いはなかった。 

発達障害を有する児童の特徴として、対人関係

やコミュニケーションの困難、集中困難、衝動制

御の困難、こだわりなどの発達障害の基本的な症

状に加えて、自己評価が低い、経験が活かせない、

感覚過敏や生理的リズムの悪さ、激しい気分変動

などが挙げられた。 

児童福祉施設で対応が困難な症状や特徴として、

自己や他者への攻撃性につながる衝動性や自己コ

ントロールの困難、対人的相互作用やコミュニケ

ーションの困難による対人関係や集団適応の問題、

強固なこだわりや思い込み、自己評価の低さ、学

校での不適応などが挙げられた。 

 発達障害を有する児童の受け入れについては、 

 多くの施設から入所前のアセスメントを重視し、

それにもとづいて支援を行い、さらにニーズに応

じて適切な人員配置や生活構造を提供すること、

学校や医療機関などの関係機関との連携をしっか

りととるなどの方針が挙げられたが、2 か所の情

緒障害児短期治療施設からは、発達障害に対して

特別な方針はなく受け入れているという意見が寄

せられた。その一方で、発達障害児のニーズに応

えようとしても、なかなか実現できない現状も訴

えられた。 

外部資源との連携に関して、医療機関について

は連携する医師の確保、児童の通院や服薬などで

職員の負担が大きいことや、保護者の同意を得ら

れない問題、教育については発達障害の診断や特

別支援教育の適用をめぐる理解や意見の調整、児

童相談所との連携では支援方針をめぐる食い違い、

施設生活での問題を共有して協力することなどの

課題が挙げられた。 



 

施設での支援としては、発達障害の特性を考慮

した環境調整を行いつつ、他児との生活をとおし

て生活習慣を獲得したり対処能力を獲得したりす

ることが示された。このような基本的な支援に加

えて、情緒的な成長を促す心理的支援、トラウマ

や二次障害へのケアも行われていた。また、家族

支援や他機関との連携も施設としての支援に挙げ

られていた。 

施設でできない専門的な支援などについては積

極的に外部資源を利用する意見が多かった。外部

資源を利用する際には、本人や保護者への説明や

同意を得ることや、連携先とは緊密な連絡や協議

を行うようにしている。また、入院や一時保護で

一時的に施設を離れる場合は、子どもとのつなが

りを維持するように努めるという方針もみられた。 

施設での対応の限界については、発達障害児の

受け入れに関する課題と重複する意見が多く、集

団生活が基本であるために個別的対応ができるス

ペースやマンパワーの不足などの構造的、人的限

界に加えて、暴力や自傷、無断外泊、他者の人権

侵害などの激しい行動化といった行動上の問題が

挙げられた。 

 18 歳以降の支援について、多くの施設はアフ

ターケアの重要性と責任を感じており、より良い

アフターケアを実現するためには質の高い施設ケ

アが前提となるといった意見がみられた。その一

方で、施設だけで支援することの限界もあり、社

会全体での取り組みの必要性も示された。 

 

３．児童福祉領域での発達障害児への支援モデル 

 

 平成 25年度、26年度の分担研究に加えて平成

27年度には国内の児童福祉施設や教育・医療機

関などでの支援の取り組みとアメリカの児童福祉

サービス、若者支援プログラム、児童青年精神科

医療機関の視察も行い、これらの結果を総合的に

ふまえて児童福祉施設における支援モデルを検討

した（図１）。 

児童福祉による支援の対象は基本的には養育的

な支援を必要とする児童であり、在宅での支援で

あろうが施設入所による支援であろうが、まずは

安全で安定した生活を保障し、基本的な衣食住に

加えて、信頼できる大人のケアを受けながら心身

の発達と自立への支援が行われなければならない。

それは発達障害の有無にかかわらずすべての児童

に求められる支援であり、児童福祉における支援

の根幹である。したがって、児童福祉における支

援では、まずは生活支援がすべての児童に共通す

る支援の基盤となる。施設内で提供される心理療

法についても、あくまでもケアワーク（生活場面

支援）を基盤とする治療的アプローチであり、し

っかりとした生活支援がなければ成立しない。 

また、現在の社会的養育においては家族との連

携・協力も重要になっており、生活支援とともに

家族支援や地域活動への参加も行われる必要があ

る。ここに学校生活も加わることで、入所児童の

生活と支援の基盤が形成される。 

被虐待経験のある児童の入所が増加し、トラウ

マに関連する問題へのケアの必要性も高まってい

るが、このような入所児童への支援では安全な生

活と養育を保障することがもっとも基本的なニー

ズであり、専門的なトラウマケア以前にしっかり

とした生活支援は不可欠である。適切な養育によ

ってさらなる暴力被害やトラウマ体験から守るこ

とは、攻撃性のリスクを軽減することにもつなが

るので、成人期以降の対応困難な問題を予防する

ためにもきわめて重要な支援となる。 

 

 

図１．児童福祉施設の支援構造 

教 

育  

生活支援 

個別ニーズ

への支援 

外部資源 

医療・保健 

発達支援 

家族支援 

地域活動 



 

この生活支援をしっかりと行った上で個別のニ

ーズに対する支援が行われる。児童福祉施設に入

所する児童の背景は多様であり、それぞれの児童

に対して児童相談所の援助指針を踏まえて自立支

援計画が作成され、必要に応じて外部資源を利用

しながら支援が行われる。 

外部資源には医療・保健、教育、発達支援など

の専門的な支援だけでなく、個々の児童のニーズ

に応じてあらゆる資源を利用する、いわゆるラッ

プアラウンド（wraparound）の支援が有用である。 

学校教育は児童福祉とは独立しているが施設生

活の主要な要素でもあり、入所児童についての情

報や評価を共有して、連携・協力しなければなら

ない。個別的ニーズに対しても、教室でのさまざ

まな配慮や学習支援、特別支援教育などの学校で

の支援と施設での支援を良く調整することが求め

られる。 

児童思春期における支援の課題のひとつに成人

期への移行があるが、教育や医療と同様に、福祉

サービスも子どもと大人とで制度が異なり、その

ために支援が途切れる危険性がある。支援ニーズ

のあるかぎり、成人期の適切な支援にしっかりと

つなげることができるようにすることも支援モデ

ルで考慮されなければならない。 

現在の児童福祉、教育、医療の制度における子

どもへの支援は、おおむね 15歳から 20歳までの

期間が移行期となっており、適切な移行支援モデ

ルを用意しておく必要がある。現在の一般的な大

人への移行過程を考慮すれば、児童福祉サービス

の期間を 20歳代前半まで延長し、アフターケア

を充実することで十分な準備期間を確保すること

が合理的であるが、現時点では実現しておらず、

社会的養護児童の自立への困難はますます大きく

なっている。 

 15 歳から 20歳の移行期には、児童福祉サービ

スや児童精神科医療が手薄になる一方で、この時

期の支援資源として期待されるのが高校教育であ

る。ほとんどの子どもたちが移行期を高校教育の

中で過ごすようになった現在では、高校は移行支

援の場としての意義がますます大きくなってきて

おり、社会的養護児童の自立生活への移行におい

ても、児童福祉サービスだけでなく、高校教育も

積極的に活用することが望ましい。 

また、近年では若年者の貧困、就労困難やひき

こもりなどの問題に対して、新たな就労支援や若

者支援のプログラムが普及し始めているので、こ

れらの支援も積極的に利用することで、児童福祉

から成人へのギャップを埋めることが期待される。

アメリカの若者支援の実践のように、貧困や虐待

などのために児童福祉サービスを受けている若者

に包括的な支援を提供していくことは、成人期以

降の攻撃性や反社会的行動のリスクを軽減する可

能性があり、わが国でもさらに強化していく必要

がある。 

 

Ｄ．考察 

近年、児童福祉領域では発達障害の特性を持つ

児童が非常に多くなってきており、厚生労働省が

5年ごとに実施している児童養護施設入所児童等

調査で「障害等あり」とされる児童は、児童養護

施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施

設でそれぞれ 28.5％、72.9％、46.7％にのぼり、

年々増加する傾向にある 1)。本研究で実施した調

査でも同様の傾向が認められ、ニーズの高い児童

に対応する情緒障害児短期治療施設や児童自立

支援施設では発達障害の割合が高く、精神科医療

を利用している割合も高かった。 

ただし、これらの有病率については厳密な疫学

的な調査によって確認されているわけではないの

で、発達障害そのものの増加というよりも、発達

障害概念の普及により、子どもの情緒・行動の特

性が発達障害によって説明されることが多くなっ

ていることを示している可能性もある。児童福祉

領域で対応する児童については、被虐待体験やそ

の他のトラウマ体験などの影響で発達障害と類似

した特性がみられることもあるので、慎重に判断

する必要がある。 



 

発達障害を有する児童にはさまざまな問題行動

が高率に認められることに加えて、児童相談所の

医師の調査では併存障害のあるケースが多いこと

も指摘され、児童福祉領域での発達障害児への対

応には困難が大きい。しかし、これほどまでに発

達障害が増加している児童福祉の現状からは発達

障害への対応は差し迫った問題であり避けて通る

ことはできない現場の課題でもある。 

しかしながら、児童福祉は発達障害の専門的な

治療を担っているわけではなく、児童虐待や非行

などによる要保護児童への対応の中で、発達障害

にも対応しているというのが実情であり、発達障

害を伴う児童であっても、基本的には児相福祉サ

ービスの枠組みの中で対応している。必要に応じ

て外部資源も利用しているが、発達障害児の多様

なニーズと多彩な症状は、精神科医療や薬物療法

の頻度の高さとなって表れている。それでも、激

しい情緒・行動の問題への対応には限度があり、

精神科医療などによるより専門的な対応を必要と

することも増えている。 

児童福祉の支援モデルとしては、あくまでも生

活支援が基本であり、診断の有無にかかわらず、

それはすべての子どもの支援の基本である。その

上に個々のニーズに応じた支援が行われる。その

意味では、診断を基本とする医療モデルとはアプ

ローチが異なる、独特な支援モデルといえる。発

達障害そのものの治療よりも生活基盤をしっかり

と支え、継続的な支援を行うことが、児童福祉領

域での支援の根幹といえるだろう。 

児童福祉領域で支援する子どもたちの多くには

虐待や不適切な養育に関連するアタッチメントの

障害やトラウマの影響もあり、青年期以降の不適

応行動のリスクが高いことが知られている 2)。と

りわけ攻撃性や反社会的行動の予防は重要で、支

援をとおしてリスク因子や保護因子にアプローチ

する必要がある。児童福祉領域で支援する発達障

害児についても、児童福祉で十分なケアをするこ

とが将来的に対応困難な問題を予防するために重

要であることは共通していると考えられる。 

また、非行や反社会的行動に関する縦断的研究

は小児期の逆境体験と不良な転帰との関連を示唆

しているので 3)、適切な養育環境を保障すること

はさらなるリスク因子を防ぐとともに、社会的養

護の原理である「安心感を持てる場所で、大切に

される体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感（自

尊心）を取り戻していけるようにしていく」4)生

活場面でのケアは保護因子を強化することにつな

がり、将来の対応困難な問題を予防することが期

待される。 

さらに、成人後の問題を予防するためには、思

春期から成人期への移行支援にも注目することが

重要である。大人への移行支援では、不安定な移

行期に顕在化する問題への対応だけでなく、それ

までの育ちの中での累積的なリスクのケアも含め

た、より積極的な支援が必要となる 5)。そのため

には児童福祉制度の枠組みにとどまらず、移行期

の若者が利用できるあらゆる資源を積極的に活用

することが望まれる。現在の児童福祉による支援

に加えて、施設退所者へのアフターケアの充実や

包括的な若者支援を普及させることで、より効果

的な予防ができるものと考えられる。 

 

Ｅ．結論 

児童福祉領域で対応する発達障害を有する児

童には被虐待体験やその他のトラウマ体験の影響

も加わり、複雑かつ多様な支援ニーズがあり、医

療や教育などとも連携しながら生活支援を基本と

した支援モデルで支援が行われている。児童福祉

で十分なケアをすることが成人期以降の対応困難

な問題の予防には重要であるが、青年期以降の支

援は不足しており、成人期への移行支援をいっそ

う強化する必要があると考えられた。 

 

 

Ｆ．健康危険情報  

 なし 

 

 



 

Ｇ． 研究発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 なし 
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研究協力者 荒木 圭祐 （徳島県中央こども女性相談センター） 

石元 康仁 （徳島県精神保健福祉センター） 

境  泉洋 （徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部） 

高林  学 （徳島県発達障がい者相談支援センター） 

野中 俊介 （早稲田大学大学院人間科学研究科） 

山本  彩 （札幌学院大学人文学部臨床心理学科） 

研究要旨 :  
発達特性(ASD: autistic spectrum disorder 特性や ADHD: attention-deficit/hyperactivity 

disorder 特性)と、ひきこもり、暴力、触法行為などの社会行動面の課題をもつ事例に対して、

精神保健分野における支援の更なる充実や、より効率的、有効な支援方法の開発・普及が求め

られている。本分担研究班においては、以下の 3 つの課題について調査・研究を行った。 
① 「発達特性（ASD 特性や ADHD 特性）及び社会行動面の課題を有する方への地域精神保

健福祉分野における支援に関する研究」として、平成 26 年 2 月～平成 26 年 7 月の 6 か月間の

18 歳以上 40 歳未満の新規相談事例発生件数（incidence rate)について前向き調査を実施した。 
②  CRAFT(Community Reinforcement and Family Training)について、依存症以外の応用

可能性について検討し、ひきこもりや発達特性のある事例に対する適用について検討を行った。 
③ ①②を含めて、昨年度までの協議を踏まえ、地域精神保健分野におけるガイドラインとし

て、疫学、支援のあり方、CRAFT などの項目に関して策定した。 

 
Ａ．研究目的  

本分担研究は、わが国の青年期・成人期発達障

がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援

に関する研究の一環として、地域の精神保健福祉

領域における疫学的な調査、支援のあり方につい

ての協議、新たな技法の適用についての研究、さ

らには参考となる事例の検討などをもとに、実践

的な支援のガイドラインの一部を分担して作成す

ることを目的とした。 

 

Ｂ．Ｃ．方法と結果 

Ⅰ．精神保健福祉分野における疫学的調査 

 わが国の地域における青年期・成人期の発達障

害と犯罪行為などの問題行動に関する発生頻度の

調査はまだ少ない。一般集団を対象とした疫学的

な調査は、調べた範囲では確認ができなかったが、

対象を限定した方法によるものでは、例えば少年

の事例として、藤川が東京家庭裁判所で取り扱っ

た事例を対象に行った出現率調査があり、その報

告では、自閉症スペクトラム症（ASD）が診断も

しくは診断されうると思われる例は 2.8％、注意

欠如・多動症（ADHD）が診断もしくは診断されう

ると思われる例は 5.7%と報告されている１）。ま

た、少年鑑別所入所者を対象とした近藤の報告で

は、AQ-J（自閉症スペクトラム指数）を基に修正

した AQ-C（鑑別所版）による調査で、カットオ

フを超える得点者は 3.2％とされている２）。 



 

海外の先行研究では、1994年に英国の保安病

院での調査があり、面接が実施できなかった事例

を含めると触法入院者の約2.3％にアスペルガー

症候群が認められると報告されている３）。また、

Kingらによる総説４）によると、近年 ASDと犯罪

に関する研究が進められてきているが、特に ASD

が刑事司法制度との関連が強いというエビデンス

は十分とは言えないようである。さらには、ASD

といわゆるサイバー犯罪との関連も取りざたされ

るようになってきているが、現時点では、ASDと

サイバー犯罪の関連についても明らかにはなって

いない。 

わが国でも、成人例では犯罪行為によって警察

や検察による捜査が行われても、医学的な診断を

全例に実施することは現実には難しいため、発達

障害に関連した疫学的な調査には困難を伴うこと

が予想される。犯罪白書５）には精神障害者等（精

神障害者及び精神障害の疑いのある者）による一

般刑法犯に関する記載はあるが、特に発達障害に

重点を置いた調査は現在のところ実施されていな

いようである。 

 一方で、地域の精神保健福祉関係機関において

も、発達障害に関する医学的な情報は限られてい

る場合が多く、また、発達障害があって犯罪行為

や他害行為がみられる事例がどの機関でどのよう

に支援されているかについては全体像が見えにく

い状況である。ほとんどの自治体では問題行動の

内容や程度によって支援機関が決められるような

システムになっている訳ではなく、その時々の相

談の受け皿となった機関が、地域の様々な関係機

関と協力しながら支援を模索しているのが現状と

思われる。 

 このような状況であるが、発達障害の対応困難

ケースのへの危機介入と治療・支援を検討して行

く中で、対象となる事例数は果たしてどのくらい

なのかという疑問に対する回答が求められた事情

もあり、限られた条件ではあるが、厚生労働省内

山班の研究の一環として予備的な地域の発生率調

査が実施された６）。 

 具体的な方法としては、発達特性（ASD特性や

ADHD特性）が推定され、触法、他害行為、家庭

内暴力、ひきこもり、不登校、自傷、物質依存な

どの社会行動面での課題によって新規相談となっ

た 18歳以上 40歳未満の事例を対象に、全国の３

つの地域（A、B、C）において、精神保健福祉セ

ンター、発達障がい者支援センター、保健所、障

害者相談支援事業所に依頼し、6か月間の新規相

談事例発生件数を前向き調査し、調査終了 3か月

後の追加情報を加味して結果を回収した。なお、

必ずしも医療機関の関与がない事例も一定数存在

するため、発達特性の判断については、2年以上

の発達障害者支援の経験を持つ専門職が、ICD-10

の臨床記述と診断ガイドラインを参考に、対象者

に ASDや ADHDの特性を持つと推定された事例に

ついてエントリーを依頼した。 

 調査の結果を表１～表６に示す。 

 

表 1．今回のエントリー事例の年齢、男性の比率

に関するデータ 

 

表２．各地域の人口当たりの新規相談発生件数 

 

 年齢（歳）（平均

±標準偏差） 
男性／全体 

Ａ 24.6±5.5 0.86 

Ｂ 26.6±6.5 0.74 

Ｃ 26.0±6.2 0.75 

 新規事例発生数 

（件/18歳～39歳人口 10万人/年） 

Ａ 39.7 

Ｂ 20.8 

Ｃ 103.0 



 

表３．表 1のうち他害的行為の発生件数： 

触法（性的逸脱行為含む）and/or 他害（暴力を

含む）and/or 警察による保護歴 and/or 逮捕歴 

and/or 措置診察／措置入院歴 

 新規事例発生数 

（件/18歳～39歳人口 10万人/年） 

Ａ 20.0 

Ｂ 15.0 

Ｃ 49.7 

 

表４．表 1のうち自傷的行為の発生件数： 

自傷 and/or 自殺念慮 and/or 自殺企図 

  新規事例発生数 

（件/18歳～39歳人口 10万人/年） 

Ａ 4.6 

Ｂ 8.7 

Ｃ 23.0 

 

表５．表 1のうち医療機関での精神疾患診断の有

無 

 医療機関での精神疾患の診断 

 診断名あり（％） 診断名なし（％） 

Ａ 60.2 39.8 

Ｂ 61.1 38.9 

Ｃ 63.5 36.5 

 

表６．表５で「診断名あり」のうち医療機関での

ASD/ADHD診断の有無 

 

 今回のエントリー事例の年齢、男性の比率に関

するデータを表 1に示した。また、6か月間に各

自治体でエントリーされた結果を解析し、それぞ

れの自治体の対象とした18歳から39歳までの年

齢人口 10万人あたりの年間発生件数として算出

した（表２～４）。 

 今回の予備的な調査では、発達特性（ASD特性

や ADHD 特性）が推定され、触法、他害行為、家

庭内暴力、ひきこもり、不登校、自傷、物質依存

などの社会行動面での課題によって新規相談とな

った 18歳以上 40歳未満の事例の発生は、A～C

各自治体で、18歳から 39歳までの年齢人口 10

万人あたり、それぞれ年に換算して 39.7件、20.8

件、103.0件であった（表２）。 

 エントリーされた事例全体のうち、触法（性的

逸脱行為含む）、他害（暴力を含む）、警察によ

る保護や逮捕、措置診察や措置入院の事例の発生

件数は、A～C各自治体で、それぞれ年換算 20.0

件、 15.0件、49.7件であった（表３）。また、

自傷や自殺念慮あるいは自殺企図などの行為につ

いては、A～C各自治体で、それぞれ年換算 4.6

件、8.7件、23.0件という結果となった（表４）。 

 今回の調査で取り扱われた事例には、医療機関

で既に精神疾患の診断がなされているもの、未だ

診断がされていないものの両方が含まれているが、

医療機関で診断がなされている比率をみると、A、

B、C自治体でそれぞれ、60.2％、61.1％、63.5%

となっている（表５）。医療機関において診断が

なされている事例について診断名をみてみると、

ASDまたは ADHD はそれぞれ 80.6％、77.3％、

79.6％であった（表６）。 

 また、触法（性的逸脱行為含む）、他害（暴力

を含む）、警察による保護や逮捕、措置診察や措

置入院の事例に限って、今回の調査のエントリー

経路についてみてみると、A～Cの自治体で障害

者相談支援事業所からのエントリーが多かったと

ころや、発達障害者支援センターからのエントリ

ーが多かったところなど経路にばらつきがみられ

ている（データ未掲載）。ただし、今回の調査を

依頼した機関からの回収率は100％ではないため、

あくまで回収されたデータを基にした傾向である。 

 医療機関での診断 

 
ASD/ADHDの診断名

あり（％） 

ASD/ADHDの診断名

なし（％） 

Ａ 80.6 19.4 

Ｂ 77.3 22.7 

Ｃ 79.6 20.4 



 

 今回の調査は、比較的地域の全体の状況が把握

しやすいと考えられる3つの地域に絞って実施さ

れたものであるが、調査の方法を含め以下に述べ

る点で限界があるものであり、数値の解釈には相

当慎重であることが求められる。 

先ずは診断の問題である。結果に示したように、

今回エントリーされた事例の中には医学的な診断

がなされていないものが一定数含まれている。エ

ントリー終了後3か月間のフォローアップ期間を

設定して追加情報を加味したが、それでも医療と

の関わりがない事例は残っており、さらにフォロ

ーアップを実施したとしても医学的な診断の問題

は残るものと推定される。次に、今回調査を依頼

した機関以外で支援されている事例が存在してい

る可能性がある。特に、今回は地域の医療機関だ

けで支援されている事例についての実態は不明で

ある。また、家族のみで問題が抱えられており、

外部の相談支援機関に繋がっていない場合もこの

調査では把握できていない。3つ目は事例の重複

の問題である。今回の調査期間中に複数の支援機

関でそれぞれ新規の事例となった場合、重複して

エントリーされている可能性が否定できない。そ

れ以外にも、社会行動面での課題の評価が必ずし

も客観的な指標に基づいているとはいえないこと

による影響や、比較的短期間の調査で個々の事例

に関する情報が十分に得られずエントリーに至ら

なかった事例も存在する可能性がある。なお、言

うまでもないが、今回の調査は、あくまで発達特

性（ASD 特性や ADHD 特性）が推定され、かつ社

会行動面での課題によって新規相談となった事例

に関する調査であって、発達特性と社会行動面の

課題の因果関係や関連を調べたものではない。 

 このような調査結果は、現在の発達障害者と触

法問題に対する施策を考える上で大切な基礎デー

タとなると思われる。今後、上述したような調査

上の課題を検討し、より広範な地域におけるデー

タの集積が行われ、地域におけるさらなる支援の

充実につながることを期待したい。 

 

Ⅱ．CRAFTについて 

１．CRAFTとは 

Community Reinforcement and Family Training 

(CRAFT; コミュニティ強化と家族訓練) は、家族

または友人などの本人にとって重要な関係者

(CSO; Concerned Significant Othersと呼ばれ

る) を介して、治療を拒否しているアルコールや

薬物等の依存症患者を治療につなげるための科学

的に支持された認知行動療法プログラムである。

CRAFTは、以前よりアルコール依存症治療等に用

いられていたCommunity Reinforcement Approach 

（CRA；コミュニティ強化アプローチ)を応用した

ものであるが、この CRAは、依存症患者本人、治

療者、CSO等が協力して、依存症患者の地域での

サポートシステムなどの社会環境や、本人の活動

をふくめたライフスタイルそのものを変化させよ

うとする多次元で広範囲のアプローチである７）。

CRAは、行動理論としては、依存性薬物の摂取に

係る正の強化を減らし、断酒や断薬に対する正の

強化を増やすことを目的とし、依存性薬物使用に

関連した随伴性を変容する（☆注）ことでその有

効性を示している８）。その一方で依存症患者は

治療を拒否する場合が少なくないことから、CRAFT

では、依存症患者自身ではなく依存症患者の家族

やパートナーといったCSOを対象としたプログラ

ムとなっており、CSOの行動を変化させることで

結果的に依存症患者である IP (Identified 

Patient) の治療参加を促進しようとするもので

ある９）。 

☆注 随伴性を変容する：刺激―反応―結果のう

ち、刺激や結果を変容させること。 

 

上述のように、CRAFT は、当初アルコールや薬

物などの依存症治療のためのプログラムとして開

発されてきたものであるが、わが国では、CRAFT

をひきこもりの支援にも応用しようとする試みが

進められている。CRAFTは、行動理論の１つであ

るオペラント条件づけに基づいているが ９）１０）

オペラント条件づけ理論によれば、ある行動は行



 

動の前後の環境の変化によってその行動が獲得さ

れたり維持されたりするとされている１１）。“ひ

きこもり”についてもそれを行動とみなし、その

前後の環境の変化に注目し、それを変えることで

“ひきこもり”行動を変えようとすることができ

ると考えられる。ひきこもり本人にとっての環境

は、同居する家族も含まれることになり、家族の

行動を変えることでひきこもり本人の行動も変わ

ることになる。 

さらに、ひきこもりの一群には、自閉症スペク

トラムなどの発達特性を持つものがあり、その様

な事例に対してCRAFTを応用する試みも始められ

ている。 

 

２．CRAFTの効果 

CRAFTの効果検証においては， Roozenらによ

るメタ分析を用いた研究が行われており１２）、ま

たは Controlled Clinical Trials (CCT) の手続

きで CRAFTの効果検証を行った４つの論文１３）  

１４）１５）１６）を用いた検討を行った結果、CRAFT

によって約３分の２の IPが治療参加に至ること

が示されている。また、その効果は、

Al-Anon/Nar-Anon、ジョンソン研究所式介入とい

った従来の他のアプローチと比較すると，治療参

加率で Al-Anon/Nar-Anonの 3.25 倍、ジョンソン

研究所式介入の 2.15 倍であることが示されてい

る。さらに、一般的には比較的短期間の 4～6セ

ッションで物質依存症患者が治療参加に至ってい

ると報告されている。 

わが国では、厚生労働省が作成した「ひきこも

りの評価・支援に関するガイドライン」に CRAFT

が紹介され１７）、ひきこもり状態にある人の家族

を対象として CRAFTの効果が検討されており１８）

１９）２０）２１）、２つの研究１８）２１）による効果検

証からは、約６割のケースで治療参加あるいは社

会参加に至ることが示されている２２）。 

ひきこもりケースにCRAFTの応用が注目される

理由としては、物質依存症患者と同様に、ひきこ

もりケースにおいては本人が治療に参加するまで

に時間がかかるケースが少なくないこと、家族な

ど CSOの関わりを変えることで IPの行動が変化

することが期待されること、IPの適応的な行動

を増やすことで、それに伴って問題とされる不適

応的な行動も改善が期待されることなどが考えら

れる。 

 

３．CRAFTの基本 

ひきこり状態にある IPの CSOを対象とした

CRAFTの手続きに関しては、境・野中（2013）に

よるワークブックが出版されている１０）。ここで

は、そのワークブックを参考に、ひきこもり状態

にCRAFTを適用する場合の基本について解説する。 

 

（１）CRAFT の目的 

CRAFTにおいてまず大事にしなければいけない

ことは、家族などの CSO自身の支援を丁寧に行う

ことである。特に長期化した事例では、家庭内が

非常に緊張した状態であることが少なくない。こ

のような状況において、CSO自身が強い心理的負

担を抱えていることが多いため、こうした CSO

の心理的負担を和らげることが何よりも重視され

なければいけない。 

二つ目は、IPと CSOの関係の改善に注目する

ことである。IPと CSOの関係の健全さを図る一

つのバロメーターとして、CSOが褒めると IPが

喜び、CSOが叱ると IPが反省するか否かという

基準が考えられる。実際の事例では、ひきこもり

支援に相談の場に登場するCSOとＩＰの関係はこ

の基準を満たしていない場合が多い。そのような

事例では、IPと CSO間の信頼関係の回復から始

める必要がある。 

三つ目は、ひきこもり状態にある IPと社会を

繋ぐことである。これは、IPを相談機関に連れ

て行くことや、働かせることだけを指すのではな

く、ひきこもり状態にある IPが様々な活動のた

めに動きやすい環境づくりに努めることを意味し

ている。 

 



 

（２）CRAFT を実施する前に行うべきこと 

ひきこもり事例には、IPが CSOのことを警戒

して、会話自体ができない状況のことがしばしば

見受けられる。このような状況では、まずは IP

の警戒心を解く工夫をしてもらうようにしている。 

行動理論では警戒心はレスポンデント条件づけ

（☆注）によって形成されるため、警戒心を解く

方法においてもレスポンデント条件付けの消去

(☆注)の手続きが適用できる。具体的な方法とし

ては、①IP が警戒することをしない、②IP が安

心することをすることが挙げられる。①はレスポ

ンデント条件付けの消去に該当し、②は警戒心の

拮抗反応となる安心感を利用した逆制止（☆注）

に該当する手続きとなる。実際には警戒心は時間

とともに徐々に緩んでいくものであるため、この

2つの方法を根気強く続け、IPの警戒心が解けて

いくのを見守ることが重要となる。 

警戒心が解けていないと、CSOの関わりが IP

にとって嫌悪的な刺激（嫌子）になってしまうた

め、CRAFTで学んだことを家族が実行しても期待

したような効果が得られないことがある。CRAFT

の前提は、CSOの関わりが IPにとって好ましい

刺激（好子）になっていることであるため、CSO

に対する警戒心を解くことが重要となる。 

 

☆（注）レスポンデント条件づけ（古典的条件づ

け）： 反射的反応（例：唾液分泌や情動など）

を無条件に引き起こす無条件刺激と本来特定の行

動を誘発させない刺激（中性刺激）を同時に提示

することで、中性刺激が反射的反応を誘発するよ

う条件付けること。 

☆(注) レスポンデント条件付けの消去：無条件

刺激と中性刺激を同時に提示することをやめるこ

とで、中性刺激が反射的反応を誘発しないように

する手続き。                   

☆(注) 逆制止：問題となっている反応と拮抗す

る新しい反応を形成することで、条件反応を抑

制・消去する手続き。 

 

（３）IPの活動性を高める 

ひきこもり状態にある IPの CSOを対象とした

CRAFTにおいて、最も力を入れなければいけない

ところが、IPの活動性を高めることである。そ

のためのポイントは主に 2つである。一つは、IP

が望ましい行動をしやすい状況を作ること、二つ

目は、IPが望ましい行動をして良かったと思え

るような関わり方を CSOがすることである。 

IPが望ましい行動をしやすい状況をつくるに

は、IPと CSOの関係を穏やかにするとともに、

望ましい行動がなぜ起こるのかを考えることが重

要となる。その際のポイントは以下の5つになる。 

①IPが既にどんな望ましい行動をしているのか？ 

②どんなことがきっかけでその行動をしたのか？ 

③IPはどんな気持ちからその行動をしたのか？ 

④その行動をすることで、IPにデメリットがな

いだろうか？ 

⑤その行動をすることで、IPにメリットがある

だろうか？特に、IP が重視しているメリットは

何だろうか？ 

これらのポイントから分かる情報をもとに、IP

が望ましい行動をしやすい状況を作り、望ましい

行動をして良かったと思えるような関わり方を

CSOができるようにしてくことになる。実際には、

褒めるだけではなく、関わりを減らすほうが良い

場合もあるため、IP にとってどんな関わり方が

快適な関わり方であるかを考慮する必要がある。 

 

（４）IPの困った行動にどう対応するか 

ひきこもり状態が長期化する中で、IPが困っ

た行動をする場合も少なくない。代表的な行動と

しては、暴力、ゲーム依存、家族を避ける、など

がある。こうした困った行動を減らすポイントは

主に 2つである。一つは、困った行動が起こりに

くい状況作りを心がけること、二つ目はそうした

行動をしない方がいいなと IPが思うような関わ

り方を CSOがすることである。 

困った行動が起こらないようにするためには、

望ましい行動の時と同じように、困った行動がな



 

ぜ起こるのかを考えることが重要となる。そのポ

イントを以下に示す。 

①IPはどんな困った行動をしているのか？ 

②どんなことがきっかけでその行動をしたのか？ 

③IPはどんな気持ちからその行動をしたのか？ 

④その行動をすることで、IPにメリットがない

だろうか？ 

⑤その行動をすることで、IPにどんなデメリッ

トがあるだろうか？特に、IPが重視していると

思われるデメリットは何だろうか？ 

これらの情報をもとに、困った行動が起こらな

い状況作り、困った行動をしない方がいいなと

IP自身が思うような関わり方を CSOができるよ

うにしていくことになる。具体的には、IPが暴

力的な行動をした時に、CSO が IP から離れてし

まうことで、IPが反省し暴力的な関わりをしな

くなる場合などが良い例と考えられる。 

 

４．自閉症スペクトラム特性がある場合の CRAFT 

ひきこもり状態にある IPの中には発達障がい

の特性を持つと考えられる一群があることが知ら

れているが２３）、特に、自閉症スペクトラム（以

下、ASD特性）を持つ人への CRAFT の適用が試み

られている。ASD特性を持つ人へ CRAFT のプログ

ラムを応用することの利点としては、これまで以

下の三点が示されている２４）。一つは、我が国に

おいて、2005年の発達障害者支援法施行以降急

激に発達障害の支援体制が充実してきたが、長年

閉じこもるなどしていたため、それらの情報を知

らない IPがいると考えられ、CSO が CRAFT を受

けることで IP に様々な情報が伝わりやすくなる

ということである。二つめは、知的な遅れが目立

たない発達障がいの場合、これまでに家族が適切

な情報や具体的な援助を得られずに長期にわたっ

て不安を体験していることが多く２５）、CRAFT が

そうした家族を早期にケアできるということであ

る。三つめは ASDの特性として社会スキルの維持

や般化が苦手ということがあるため２６）、集中的

なケアの後にも IPの適応的な行動を増やしたり

不適応的な行動を減らしたりするために、CSOを

含む周囲がサポートできるようにする CRAFT は、

ASD支援を継続する上で有用性が高いということ

である。これらのことは、特性はそれぞれ異なる

かもしれないが、注意欠如多動症や限局性学習症

などの他の発達障害や知的障害を持つ事例にも応

用が可能であることを示唆していると考えられる。 

CRAFTをどのように実際に ASD特性を持つ群へ適

用するかを以下に示す。 

 

（１）全経過を通じての注意点 

ASD特性を持つ人の CSOに対して CRAFTを実施

する場合、全経過を通じて以下のような点につい

て常に注意を払う必要性があるとされる１９）。 

①IPが併存疾患を有していると考えられる場合

は、必要に応じて各方面の専門家と連携する、 

②IP が人や場面によって“みせる顔”が大きく

異なる可能性を考慮し、できるだけ多くの場面に

ついてアセスメントし、IPの全体像を把握する、

③IP を不用意に刺激しない、④IPの自発性行動

が乏しい可能性がある場合は、自発性行動を引き

出すための確立操作（☆）をおこない、同時に

IPが指示待ちになることを予防する、⑤IPが、

暗黙のルールや年齢相応の社会性の獲得など、目

に見えない社会のルールについて理解していない

ような場合には、IP が理解しやすい方法および

想像しやすい方法を用いてそれらをIP に伝える、

⑥IP の社会的スキルの獲得・維持・般化に対し

て、長期的に支援が必要と考えられる場合には、

IP が手がかりとなる訓練や物や人へアクセスで

きるようにする、⑦IPや CSOが、ASD特性を「生

来性の」「個性の一部にすぎない」と、とらえら

れるようにする、⑧プランにそった支援ができる

よう、関係機関と連携して一貫した対応を行う。 

 

☆（注）自発的行動を引き出すための確立操作：

例えば、食事への感受性を高めるために間食を控

える、余暇への感受性を高めるためにゲームをつ



 

けっぱなしにすることをやめるなど、結果の効果

を確立するために環境を操作すること。 

 

（２）治療構造を整える 

例えば、ASD特性を持つ人によっては、多義的

なことに混乱しやすく、物事が 1対 1対応の方が

理解しやすいため２７）、CRAFTの対象となる CSO

の担当と IP本人へのアプローチが可能になった

後の IP担当を分けることが多い。また、必要に

応じて適宜、家庭内暴力などへ危機介入をする支

援者、またそこからさらに IPと CSO を保護分離

する支援者らを分ける場合もあり、その際も相互

に連携をとるようにしている。 

 

（３）アセスメント・機能分析 

全経過を通して、IP にとっての好子は何か、

IPが刺激と行動の随伴性（☆注）を的確に関連

づけて学習することができているかなど、ASD特

性に配慮してアセスメントする。例えば、CSOが

よかれと思って用いる「がんばったね」「楽しい

ね」などの言語表現も ASD特性を持つ IP によっ

ては「この先もがんばらないといけない」「よく

わからなかったけど楽しいと思わなくてはいけな

い」と思ってしまうこともあるため、好子になる

どころか混乱や動揺の原因になることもありえる。

また出来事が偶然おきたことか、相手が故意に行

ったことかを誤読してしまうことがある２８）。そ

のために、IPの感じ方や考え方をアセスメント

結果からシミュレーションすることが重要である。

また上述の「全経過を通じての注意点」をふまえ、

できるだけ多くの人からの情報や、多くの場面に

ついての情報を集める。 

機能分析（☆注）では、IPの不適応行動に関

する刺激―反応随伴性についてだけでなく、背景

にある IPの ASD特性と環境要因のミスマッチ、

IP の不適応行動と CSOなどによる不適応行動維

持要因との関連などを見立てる１９）。特に ASD特

性の中でも視覚記憶が強く、感情処理が苦手な場

合、CSOの姿を見ることが不快な記憶を引き起こ

す条件刺激になることがあるため１９）、オペラン

ト行動のみならずレスポンデント行動（☆注）も

分析する必要がある。  

 

☆（注）随伴性：例えば個人がある行動をした場

合に、それに伴う結果が良ければその行動が増え、

結果が悪ければ減るという場合、そのような行動

と結果の関連を「随伴性（contingency）」とい

う。この関連には必然性や因果の有無は問わない。 

☆（注）機能分析：どんな状況で、どんな行動が

起こり、その結果がどうか。また、本人は自分の

問題をどのように理解しているか、長期的にはそ

の行動によってどのような状況になっているかな

ど、問題行動の維持要因を、行動のつながりにそ

って明確化すること。 

☆（注）レスポンデント行動：自発的に生じる行

動ではなく、特定の刺激に誘発される反応のこと。 

 

（４）実際の介入 

例えば、境・野中（2013）のワークブック１０）

を使用し、プログラムの構成要素から（表７）メ

ニュー方式で必要なものを用いる。実際には、 

①ひきこもりの若者と社会をつなぐために、②問

題行動の理解、③家庭内暴力の予防、⑦家族自身

の生活を豊かにするなどを早期に実施し、そして

付加的に家庭内暴力への介入の方法やASD特性の

理解とその社会資源の利用の仕方などの資料を別

途使用することが多い。これらは CSO支援の土台

部分であり、セッション中のいかなるときも適宜

用いられるものである。特に ASD特性の理解とそ

の社会資源の利用については、親の会やペアレン

トメンターに協力を依頼することも多い。 

家庭内暴力などのリスクが少なく、CSOとのコ

ミュニケーションがある程度保たれている場合に

は、④ポジティブなコミュニケーションスキルの

獲得、⑧相談機関の利用を上手に勧める、を初期

の段階で計画することが多い。ただし、IPとコ

ミュニケーションをとる際は、上述の「全経過を

通じての注意点」に充分配慮することが重要であ



 

る。ASDの場合は、環境とのミスマッチに苦慮し

て社会的ひきこもりになっている場合も多く、行

動理論に基づく技法を用いて IP の行動を変容さ

せようとしなくとも、これらのよく計画された情

報提供により相談場面に登場することも多い２０）。 

 

表7．CRAFTプログラムの概要（文献10より引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上までの関わりで変化が望めなさそうな場合

には、ワークブックを使用しプログラムの構成要

素から、⑤上手にほめて望ましい行動を増やす、

⑥先回りをやめ、しっかりと向き合って望ましく

ない行動を減らす、といった、いわゆる随伴性マ

ネジメント（☆脚）を計画する。ASD がある場合、

望ましい行動と望ましくない行動の学習が正確に

されていない場合や、何が望ましいかの価値観が

世間一般と異なる場合があり、そうした場合は、

まず世間一般の必要最低限の価値観を学ぶ機会

を計画する。 

全経過を通じて家庭内暴力などの反社会的行

動のリスクが高い場合は、プログラムを中断して

危機介入をおこなうこともある。 

☆（脚）随伴性マネジメント：刺激―反応―結果

を分析することで、行動を増やしたり減らしたり

するために、刺激や結果をコントロールすること。 

 

 

 

（５）フォローアップ 

CRAFTの実施により IPの支援への動機づけが

高まり IPが支援機関を訪れた際、例えば IPが就

労支援機関を訪れた際、IPの相談行動という適

切な行動に対して、就労支援機関というコミュニ

ティからの強化が望まれるが、IP側に相談する

スキルが不足している場合や、就労支援機関の対

応がうまくいかなかった場合、IPにとって「が

んばって相談したけど良い結果を得られなかった」

と負の経験になってしまうことになる。そのよう

な状況を避けるために、事前に IPの行動を十分

に予測し、IPの適切な行動がコミュニティから

強化されるよう、例えば、「相談したことで、自

分の気持ちを理解してもらえた」「相談したおか

げで困っていたことが解決した」など、IPにと

ってよい結果となるようにコーディネートしてお

くことが必要である。また CSOが、プログラム終

了または中断後も、必要に応じて支援者に相談す

ることができるよう保証される事も長期的な視点

からは重要である。 

 

CRAFTは、当初アルコールなどの依存症患者の

問題に取り組むために開発されたプログラムであ

るが、特に、ASD特性がある IPに実施するため

には、IPや CSOへ適宜コミュニティから必要な

強化が受けられるように、コミュニティの側を整

えておくことが大変重要である。具体的には、当

事者の会や親の会との連携や自立支援協議会や発

達障害支援体制整備事業を利用した基盤整備、支

援者同士共通認識をもつためのリーフレット作成、

それらと連動しながらの支援者向け研修会の企画

など、日ごろの地域における様々な活動が、この

プログラムの円滑な実施を支えてくれることにな

る。また、このような活動は、冒頭で述べた CRA

（コミュイニティ強化アプローチ）の実践と軌を

一にするものである。 

 

 

第①回 ひきこもりの若者と社会をつなぐた

めに 

第②回 問題行動の理解 

第③回 家庭内暴力の予防 

第④回 ポジティブなコミュニケーションス

キルの獲得 

第⑤回 上手にほめて望ましい行動を増やす 

第⑥回 先回りをやめ、しっかりと向き合っ

て望ましくない行動を減らす 

第⑦回 家族自身の生活を豊かにする 

  

  



 

Ⅲ．精神保健福祉分野における発達障害者支援と

困難事例への対応 

わが国の現状では、ASD（自閉スペクトラム症）

や ADHD（注意欠如多動症）などの発達特性を持

ち、かつ、暴力や触法行為などの社会行動面での

課題を有する事例に対して、地域精神保健福祉領

域において取り組むためのシステムが確立してい

るとは言い難く、現場での手探りの部分も多い。

支援に関わる機関についても地域における相談機

関相互の関係や、関わるスタッフの連携に依存し

ていると言わざるを得ない場合もあり、第１章で

もふれたが、地域の実情に応じて対応している相

談支援機関も様々のようである。そのため、この

ような事例へのケースマネージメントを誰がどの

ように行うのかよいのか、医療機関を含め関係機

関との連携・協働のあり方はどのようであるべき

なのかなど、支援システムの確立は今後の重要な

課題となっている。 

精神保健福祉分野において特に他の領域と異な

る原則があるわけではないが、成人期に事例化し

てくる場合は、本人の特性だけではなく、家庭や

学校その他社会の様々な要因が絡まっていること

が多く、それらを整理していくことが最初の重要

な作業になる。また、困難化した事例では、本人

自身の社会的対処法を向上させる取組や、本人の

いわゆる「二次障害」へのケアなども必要となる。

さらには、問題行動は必ずしも本人だけの要因に

よるものではなく、環境との相互作用も重要なた

め、周囲の対応への介入や家族を含めた関係者の

ケアも必要とされる場合が多い。 

現時点で、発達特性と社会行動面での課題を併

せ持つ事例に対して、包括的な対応のガイドライ

ンを示すことはなかなか難しいが、本章では対応

方法の実際を、地域の実践家たちの工夫によりつ

くられたツールとともに紹介することとする。尚、

一部事例も含まれているが、あくまで実在の事例

のエッセンスを組み合わせた架空のものであり特

定の個人を示すものではないことをあらかじめお

ことわりしておく。 

１．ケース全体のアセスメント（徳島県発達障が

い者支援センターの「相談支援アセスメントシー

ト」） 

実際の相談場面の多くでは、本人の発達特性や

環境への適応状況、さらには二次障害の問題が、

混然一体となって事例化することが多く、また、

本人や家族が求めているニーズと、現実的に支援

機関で提供可能なサービスとの間にさまざまなギ

ャップが感じられることもよく経験される。うつ

状態や強い不安、睡眠障害、幻覚や妄想などの精

神症状については、精神科医療の対象となると考

えられるが、ここでは、医療以外の支援について、

地域で実現可能な方法について検討することとす

る。 

現在の状況を整理し、本人と周囲とで今何から

取り組むとよいのか、その展望を確認する方法と

して、徳島県発達障がい者支援センターが作成し

た、「発達障がい者の相談支援アセスメントシー

ト」（別紙１）を紹介する。 

 青年期・成人期で発達特性があり、現状で適切

な支援や治療をほとんど受けていない場合、結果

的に本人は家庭内で「ひきこもり」の状態になっ

ていることが多い。このシートでは、厚生労働省

が作成した「ひきこもりの評価・支援に関するガ

イドライン」２９）の「ひきこもりの諸段階」を参

考に、発達障害者への段階的な支援モデルを提示

している。 

具体的には、支援の展開をひきこもり状態にお

ける「危機介入（精神的な不安定さや家庭内暴力

等に対する介入が必要な段階）」を起点とし、最

終的に「就労定着」をゴールとする 12の移行段

階（テーマ）として整理されている。さらにそれ

ぞれのテーマごとに、本人の状況、支援上の課題、

活用できる社会資源やサービス、窓口となる関係

機関等を記載し、一枚のシートにまとめられたも

のである。なお、実際の利用方法については以下

のとおりである。 

 

 



 

（１）ニーズと現状に関する評価 

まず、本人や家族のニーズと、本人の現状につ

いて、シート上部の「テーマ」、「本人の状況」、

「課題」等の各項目を参照し、ニーズと現状のそ

れぞれがどのテーマに位置づけられるのかみてい

く。 

例えば、「就労継続支援等の日中活動型の支援

を希望しているが、現状として抑うつ状態や昼夜

逆転等といった課題がある」 といった事例の場

合（仮に「事例Ａ」とする）、シート上でニーズ

は「⑨福祉的就労」として、現状は「⑤二次障が

いのケア」として確認する。 

（２）課題の確認 

次に、本人や家族のニーズと現状のそれぞれの

テーマとの間に、いくつくらいの具体的なテーマ

があるのか確認する。ニーズと現状の間のテーマ

の数が少ないほど、支援上の課題は少なく、シン

プルになり、逆に多ければ、取り組むべき課題は

多く、支援の難しさも高いことが推測される。 

 「事例Ａ」では、テーマ⑤とテーマ⑨の間に「⑥

生活の立て直し」、「⑦福祉サービスの利用」、

「⑧日中活動への参加」の 3つのテーマがあるこ

とがわかる。3つのテーマの「課題」を確認する

ことで、ニーズの達成までに、クリアにすべき支

援上の課題や優先度、困難さ等についておおよそ

の見通しを得ることができる。 

（３）支援方法や連携する関係機関の確認 

まず具体的に何をするかを考える際には、現状

を示すテーマもしくは次に位置するテーマを目安

とする。シート下部の「支援方法」「主な支援機

関」等の項目を確認し、具体的な支援方法として

どのようなサービスや社会資源があるのか、また

どこが相談窓口や関係機関として連携できそうか

検討する。 

 「事例Ａ」では、抑うつや昼夜逆転が解決され

ていない状況で、いきなり福祉的就労を探すこと

は現実的にはかなり困難である。まずは直近のテ

ーマである「⑥生活の立て直し」を参考に、精神

科受診を勧めたり、精神科デイケアや、地域若者

サポートステーション（サポステ）等との利用に

ついて検討することになる。 

（４）モニタリング 

 現在どのテーマまで支援がすすんでいるのか、

定期的にシートを確認する。支援に困難さを感じ

ている時には、往々にしていくつかの重要な課題

やテーマを飛ばして先にすすみすぎている場合が

多い。現状を踏まえて今何が必要かを再確認する。 

このシートはあくまで支援上の目安を示してお

り、どの事例でも一律に段階を踏んで支援が展開

することを推奨するものではない。実際の支援場

面ではケースバイケースで必要のないテーマにつ

いては省略したり、同時にいくつかのテーマを関

係機関で役割分担しながら支援するといったこと

も考えられる。また、シートを家族や本人に提示

しながら相談することで、現状とニーズのギャッ

プや、今必要な支援について視覚的に共有しやす

いなどの利点があり、特に相談場面におけるツー

ルの一つとしての活用が期待される。 

 

２．本人のニーズの見立て方（札幌市発行の「本

人ニーズの見立て方 STEP1・2・3」） 

本人の社会的対処法の向上と、周囲からの否定

的対処への介入は、どのライフステージでも必要

となるが、特に思春期・青年期以降になると、教

科学習的なスキルに加え、進路選択や、地域生活

でのライフスキル、就労のスキルがテーマとなっ

てくる。また思春期以降は、本人の自我が育ち意

思がでてくるようになり、本人のニーズを抜きに

して介入を続けるのは困難となる。一方で、特に

ASD特性がある場合は、自己選択や自己決定のみ

に任せてしまうと常同的で儀式的な行動に時間を

費やしてしまい、その人がもつ潜在的能力を発揮

することができない場合がある３０）。そのため、

本人が表明する表面的なニーズにのみ目を向ける

のではなく、潜在的なニーズにも着眼することが

大切である。地域の支援者が個別の支援計画をス

テップを踏んで作成していけるように、札幌市で

は支援者向けに「本人ニーズの見立て方 STEP1・



 

2・3」を作成している（ＵＲＬは参考文献中に表

示）３１）。 

このガイドブックは、障害者相談支援事業所、

グループホーム、就労支援機関、療育機関、学校、

フリースクールなど、実際に発達障害と二次障害

がある方を多く支援している機関で働く支援者が

集まって、現場の苦労や工夫を話し合う中で作ら

れた。まず基本となるべき個別支援計画を立てる

ことが事例によっては難しくなる理由として、「考

えと感情と言葉が一致しづらいなどによって本人

のニーズを捉えにくい」、「障害特性の影響が大

きいのか環境の影響が大きいのかなど何に焦点を

当てたらよいのかわからなくなってしまう」、「本

人が工夫すべき問題なのか周りが工夫すべき問題

なのか目標の立て方で迷ってしまう」、などがあ

げられた。上述の関係機関の話し合いの中で、こ

うした課題への対応のヒントとして、以下のよう

な 3つのステップが提案された。それが「本人の

ニーズを内側からまずはながめる」「本人のニー

ズを外側からながめる」「アプローチの提案」で

ある。それぞれについて、「提案は支援者が、選

択は本人に」など現場の支援者ならではの工夫点

も添えられている。 

 

３．新たな支援の利用を促す（徳島県発達障がい

者総合支援センター作成の「提案のための 3ステ

ップ」） 

相談を受けていくと、本人が抱えた発達特性も

関連して周囲ばかりが困り果てて、その一方で本

人には困り感が乏しいという場合がよくみられる。

それは、先の見通しや客観的な視点の持ちづらさ

といった発達特性により、いわば本人が「上手に

困れない」という状態とも考えられる。周囲にと

っては「本人にこそ相談に行って欲しい」という

思いを抱いても、当事者である本人にその動機が

なければ、相談に繋げることはできない。このよ

うな時、周囲の人が本人に対して「相談する」と

いう選択肢を提示し、新たな支援の利用へと促す

方法としては、徳島県発達障がい者総合支援セン 

ターハナミズキが作成した「提案のための 3ステ

ップ」が参考になる（徳島県発達障がい者総合支

援センター所報．平成 27年度）。 

 

（１）ステップ①：舞台設定と脚本作りの段階（図

1） 

本人を相談に誘うことができるのは身近な家族

か家族との関係が良く保たれている相談支援者で

ある場合が殆どである。日常的に交わす何気ない

会話の中で、突然「困り事」や「問題」について

の話題を切り出せば、どうしても本人にとっては

唐突で侵襲的な印象を抱かせることになる。懐疑

的に警戒心を抱かせてしまっては、相談に誘うこ

とはおろか、会話自体を続けることさえ困難にな

ってしまう場合さえある。警戒度を少しでも下げ

るためにも、会話の中で繰り広げられる話題と話

題の間を「提案のための３ステップ①にとっての

自然な形」で繋げていきながら、提案の核心部分

である「困り事」の話題へと移していく必要があ

る。 

図１．提案のための 3ステップ①：舞台設定と脚

本 

 

本人にとっては「相談に行くよう促される場面」

は過去に経験していることが多く、話題の内容や

文脈にその片鱗が見え隠れするだけで態度を固い

ものに変えさせてしまう。「私に何らかの指示を

しようとしているのか？」と感じさせるような指

向性はできるだけ文脈からは取り除くような配慮



 

は有効である。話題の順序的に迂回したり、行き

つ戻りつ目的の話題に辿り着くことは警戒心を解

くだけではなく、その後の提案に伴う不安を軽減

させることもできる。 

 提案に伴う抵抗を扱ったり、その前段階である

「困り事」の話題を展開させるために、最初のこ

のステップで本人にとっての「障害観」や「大切

にしていること」といった話題について情報収集

しておくことは役立つものである。「障害とは何

か」「健常者との違い」「治るものと思うか」等

についての考え方や家族や友人らに障害を抱えた

者がいたかといったことについても話題として触

れられることで、提案者が用いる言語表現をより

本人にとって負荷の少ないものを選択することが

できる。即ち、提案のための情報収集をしている

段階だと言える。 

 

（２）提案のための３ステップ②：秘密開示の質

問の段階（図２） 

周囲からすれば「本人はこのことで困っている

はずだ」と考えられても、本人にとっての問題は

別のことである場合は多い。そのような時でも、

あくまで「本人は自分自身のことと自分の周りの

環境とを理解できる」と仮定し、支援者にとって

は理解しがたいような本人の認識についても丁寧

に質問していく。ここでは本人がどのような困り

事を述べたとしても、それが正しいと見立てるの

である３２）。こうしてこちらの認識を本人自身に

負わせることで、抵抗は少なくなり、本人が自己

認識している問題や、自己認識している自己特性

や症状についての情報を集めるようにする。たと

えそれが支援者の捉える「本人の困り事」とは懸

け離れたものであったとしても、本人にとっては

最も変化への動機が高いものであり、相談に訪れ

る際の本人なりの理由となる可能性を秘めている。 

生来的な特性に気づかなかったせいで、あるい

は気づいていたとしてもその対応方法を知らなか

ったがために、失敗経験を重ねてきた人たちも多

く、「何をやってもだめだ」と自分への信頼を失

い、自己評価の低下を招いている。このような場

合は、変化を望んでいないのではなく、諦めざる

を得なかっただけに過ぎない。これは一次的な特

性の影響としての二次障害と呼ばれるものであり、

困り事や目標といった点において周囲との乖離が

生じやすくなる。支援者は、このような可能性も

考慮しながら本人を理解するよう努めることが不

可欠である。「なぜ諦めなければならなかったの

か」と本人の過去に思いを馳せ、理由を推測する

ことが必要となる。その上で、自己認識している

特性について尋ねる質問を「本来ならばどうした

かったのか？」「今はもう無理だと思っているか

もしれないが、本心ではどうしたかったのか？」

といった聞き方で確認していくことが望ましい。 

 支援者の質問によって本人から語られた内容は、

本人にとっては時に恥ずかしく、時に痛みを伴う

ような「秘密」のニュアンスを備えている。その

ため、それを押してまで披露してくれた気持ちを

労って共感を示すことで、会話をさらに深化させ

ることができる３３）。  

しかし実際には具体的に語られた問題に対して

ただ漫然と相談の提案をするだけでは、本人に相

談を決心させるだけの信頼が得られないことがあ

る。問題の個別性が高いがために、「自分のそん

な問題くらいで本当に誰かが力になってくれるの

か？」とかえって懐疑的にさせてしまうようであ

る。このような状況を避けるために、語られた問

題に対して「特性」という観点から新たに枠組み

付けを行うことで、問題の再構造化を図ることが

できる。例えば「大事な物もどこかに置いてなく

してしまう」と規定された問題を「“不注意さ”

を持っているだけ」と規定し直す時、それは同時

に自己理解への支援が既に開始されている。自己

理解とは、否定的な意味で「自分には問題がある」

と直面化させることではなく、「発達特性を使う

ことで安定した穏やかな生活が手に入れやすくな

るという体験」を提供することとされている。つ

まり、日常場面の具体的な「問題」を解決してい

く過程で「自分に合ったコツさえつかめば何とか



 

やれる」と実感し、その解決のコツをキーワード

として枠付けることである。この体験によって「相

談すべき事柄」に気づきやすくなり、問題を表現

する言葉も手に入れ、相談への意欲を引き出すこ

とに繋がる３４）。  

また、この過程は特性としての枠組みで名付け

られた問題を、本人と切り離した形で構成してい

くものでもある。問題が本人にどのような影響を

与えているのか、続けて本人が問題にどのように

影響を与えることができるのかについての会話を

することで（これはナラティブセラピーでは「影

響相対化質問」と呼ばれる）、問題を客体化・人

格化させることができる３５）。この実践により、

「誰が問題に対して責任があるのか」といった非

生産的な葛藤を減らし、問題が継続することに伴

う不全感を帳消しにし、問題とは離れた新しい人

間関係を取り戻す可能性を開くことができる。 

図２．提案のための 3ステップ②：秘密開示の質

問 

 

（３）ステップ：情報提供と提案の段階（図３） 

最後のステップとして、相談に誘うための声か

けを行う。つまり、特性や障害に関連する知識・

情報について提供し、それに対する対処法として

の「相談に行く」という決意を引き出すことを目

的とする。情報を伝える際には、本人なりの困り

事を抱えた生活を「どう体験しているか」という

ことに配慮し、常に本人には「どう受け取られて

いるだろう」とフィードバックを求めながら双方

向的に進める姿勢が必要となる 36）。伝える情報

としては、特性に対する工夫といった専門的知識

や、障害認定を受けることで利用できる福祉サー

ビス等の制度に関することだけでなく、「（特性

をもったのは）あなたのせいではない」といった

心理的負担を減らすための助言等も含まれる。 

ここでは、支援者の側の「私はこんな風に考え

ています」という自己開示‐自分のよって立つ観

点や立場を明らかにすること‐が有用である。で

きれば早い段階で支援者の方から積極的に、尚且

つ権威的なポジションからの強制的な指示として

受け取られないような言葉遣いと態度が欠かせな

い。あくまで「あなたは採用しないかもしれない

が、選択肢の一つとして提案させて欲しい」とい

う雰囲気を漂わせることで、本人の自発性と自由

度は高くなり、自尊心が守られることにもなる。 

また、社会的には最近の様々な報告から、部分

的な症状をもつグループの存在が認められるにつ

れ、自閉症スペクトラム障害の範囲自体の方が広

げられざるを得なくなってきたという背景がある

３７）。有病率だけでなく、診断を受ける人の数も

年々増加傾向にあり、こうした社会的枠組みの側

の変化自体を情報として提供することは自責感の

軽減のための一助となり得る。 

図３．提案のための３ステップ③:情報提供と提

案 

 



 

さらに、発達障害とは認知に高い峰と低い谷の

両者をもつことを表す「発達凸凹」に適応障害が

加算された状態であるという捉え方についても触

れ、「適応の程度によっては、あなたは発達凸凹

をもっているだけかもしれない」「これはマイナ

スとは限らず、活用できる可能性がある」と説明

することもできる。「診断や手帳といった認定を

受けることは、あくまで何らかの支援を受けるた

めのチケットであり、その選択権は自分にあるの

だ」ということを強調して提案することで、相談

に伴う不安や抵抗を和らげることができる。 

 

４．支援に繋がりにくい事例への取り組み（札幌

市発行の「本人支援までの３ＳＴＥＰをチェック」） 

実際の相談場面では、二次障害が固定化し本人

が支援を拒否し相談場面に登場さえしてくれない

ことや、家庭内暴力などの危機介入場面があるな

ど、一般的な相談スタイルでは対応困難な事例も

数多く経験される。また、長年そのような状況下

で、本人の家族をはじめコミュニティの様々な人

が本人に対して否定的感情を抱き疲弊しきってい

ることも多い。山本は二次障害が固定化した状況

に対して、まずは困っている人をキーパーソンと

しながら困っている人の相談を受ける支援役割、

危機介入を担当する役割、危機介入後に生活環境

を一度リセットする役割、の三つの支援役割を分

け、相互に役割を確認したり連携をとったりしな

がら地域支援にあたることを提案している（文献

にＵＲＬを掲載）３８）。こうした地域支援体制の

枠組みの中で、同時に本人の支援の動機付けを高

めることと、周囲の人のケアをおこなうことが提

案されており、そのために利用できるツールとし

て、上述のように Community Reinforcement and 

Family Training (CRAFT) が紹介されている。 

既に問題が長期化し、二次障害が固定化した段

階では、保健、医療、司法、教育、福祉、労働な

ど、様々な領域からの支援と連携が必要となるこ

とが多いが、逆に言うと、様々な領域にまたがる

問題故に、いわゆるたらい回しや押し付け合いが

生じやすい状況とも言える。現場レベルでの連携

はもちろんだが、事例を集積した上で、法律の整

理や責任の所在の明確化など制度面での整備も必

要となっている。 

 

典型的と思われる地域の困難事例を、この３Ｓ

ＴＥＰにあてはめると以下の様な支援となる。ひ

きこもりの親の会からの紹介でＢさんのお母さん

が相談来所した。Ｂさんは 35歳で、大学中退後

10年以上社会的ひきこもりの状態が続くという。

また、Ｂさんのお母さんは言いづらそうにしてい

たが、ゆっくり、丁寧にお聞きしていくと、週に

数回、Ｂさんは独り言を言いながら激高しお母さ

んに暴力をふるうこともあるとのことだった。Ｂ

さんは受診や相談を一切拒否しており、お母さん

のみ家族相談にいった精神科病院でＢさんにASD

が疑われると言われたとのことだった。精神科病

院ではお母さんは「今後は警察に相談を」と言わ

れたが、警察に行くと「うちでは何もできない病

院で相談を」と言われたようだ。相談員は今後も

Ｂさんのお母さんとの相談を続けながら、間接的

にＢさんのアセスメントをおこない、Ｂさんの支

援への動機付けを高めていくよう計画した（急が

ない担当）。同時に、家庭内暴力の際に適切に対

応してもらうよう交番と警察署にお母さんととも

に行き連携体制を確認したり（急ぐ担当）、Ｂさ

んの精神症状によっては精神科医による診察や入

院（リセット担当）が必要な場合もあることから、

保健所にも事前に相談に行ったりすることとした。

以上について相談員は、指示的にではなく、お母

さんの気持ちに寄り添いながら進めていった。 

 

Ｅ．結論 

発達特性と社会行動面の課題を持つ事例につ

いて、地域の精神保健福祉領域の支援機関におけ

る発生頻度に関する予備的な検討を行った。また、

この問題に積極的に取り組んでいる地域の視察を

実施し、現場で作成されているツールや、そのツ

ールを利用しての支援の方法についても紹介した。



 

近年わが国で徐々に実践されているCRAFTについ

て、その応用の可能性についても言及した。 
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危機的状態 休戦状態 中間的な日中活動 福祉的就労 就職 就労定着

家族との対立・
反発のため支援
に拒否的であ
り，触法行為や
自傷他害の恐れ
がある

落ち着いている
が，家族等周囲
とのコミュニケー
ションに乏しく，
支援に結びつき
にくい

家族が本人の特
性を理解し，本
人自身も相談・
支援に興味を示
す

家族の勧めもし
くは自分の意志
により相談・支援
機関につなが
り，継続的な支
援が始まる

二次的な精神症
状について自覚
し，通院による治
療を続ける

気持ちが安定し
生活 リ ズ ムが
整ってくる

手帳や年金の申
請をしたり，医療
や行政が提供す
る福祉サービス
を利用する

家庭と職場の中
間的な居場所や
日中活動に参加
し，人間関係を
つくる

福祉的な就労支
援を利用し，作
業など就労にむ
けた練習を行う

企業就労へ向け
た準備や求職活
動を行う

就職し，働き始
める

就労定着のため
の相談や支援を
活用し，就業生
活が定着する

○危機的状態
であり，速やか
な危機介入が
必要
○司法・警察
等との連携
○精神科医療
機関との連携

○本人の問題
意識や障がい
理解に乏しく，
支援に対して
無理解もしくは
拒否的である
○家族への支
援

○家族との良
好なコミュニ
ケーションの回
復　　　　　　○
支援を受けるこ
とに対する動
機づけを高め
る

○本人が継続
的支援を求め
る
○治療や診断
を受け入れる
○発達検査等
のアセスメント
通じて自分の
障がい特性を
理解する

○二次障がい
に対する治療
の必要性を理
解する
○服薬の自己
管理
○感覚過敏や
こだわりへの対
処
○気分・感情
のコントロール

○規則正しい
生活リズムの
確立
○入浴，散髪
などセルフケア
ができる
○ひきこもりか
ら脱し，日中活
動への動機づ
けを高める

○福祉制度や
サービスを理
解し，支援を受
け入れる
○障がい基礎
年金や障がい
手帳取得につ
いて相談する

○挨拶など日
常的なソーシャ
ルスキルの習
得
○緩やかな居
場所への適応
○断続的な参
加から継続的
な参加へ

○相談支援事
業を通じて
サービスに関
する利用計画
を作成する
○自分の障が
い特性につい
て支援者に
オープンに相
談できる

○就労支援機
関を利用する
○適職につい
て理解する
○一般就労も
しくは障がい者
雇用による求
職活動

○職場で必要
なソーシャルス
キルの習得
○上司・同僚
への特性理解
○特性に配慮
した業務の調
整

○仕事に対す
る意欲や責任
感
○体調の管理
○余暇の過ご
し方
○上司・同僚と
のコミュニケー
ション

○精神科への
受療支援
○警察（生活
安全課等）へ
の相談
○警察による
保健所通報
○医療保護・
措置入院

○まずは家族
から障がい特
性の理解を促
し，支援に関す
る情報提供を
行う
○家族会等の
利用

○本人受療・
来談へ向けた
話し合い
○CRAFTの活
用（家族とのコ
ミュニケーショ
ンを通じて支援
への動機づけ
を高める）

○発達検査等
による障がい
特性の把握
○通院可能な
医療機関の紹
介
○支援者によ
る継続的な相
談や訪問・カウ
ンセリング

○医療機関
（主治医・
PSW・心理士
等）との連携
○定期通院・
不安定時の入
院の調整
○訪問看護
○心理療法

○いろいろな日
中活動支援に
関する情報提
供
○見学・体験
の場を調整す
る

○市役所・役
場への申請支
援
○判定・診断
書の作成支援
○ホームヘル
プや同行援助
など，介護給付
によるサービス
の利用

○ＳＳＴ・当事
者の会などグ
ループへの参
加
○放課後デイ
サービス
○精神科デイ
ケア
○若者サポー
トステーション

○自立訓練・
就労継続支援
等，訓練等給
付によるサー
ビス
○事業所の見
学・体験
○支援状況の
定期的なモニ
タリング

○障害者職業
センターによる
職業評価等の
支援
○ハローワー
クや障がい者
就業・生活支
援センターの
支援
○職場実習

○ジョブコーチ
支援・トライア
ル雇用等，就
労支援の活用
○就労してい
る当事者の集
まり，情報交換
の場

○職場適応・
定着支援
○余暇支援
○職場適応の
ためのSST等

支援計画に基づくサービスの調整と地域支援体制の構築

若者・ひきこもり支援機関（フリースクール、若者サポートステーション、精神保健福祉センター等）

　　二次障がいに対する本人・周囲への支援
適応障がいに対する本人・周囲への支援　　

生活が安定する 作業を行うサービスを申請する

危機介入を通じた本人・家族支援 主に本人への相談・訪問支援

別紙１．発達障がい者の相談支援アセスメントシート（青年期・成人期）

就労支援段階

仕事を探す 仕事をする 仕事が続く

本人への個別支援段階 集団移行の段階

ひきこもり
暴力・触法行為等
社会行動面の問題 閉じこもり 家庭外活動をする支援を受け入れる 治療を受け入れる

危機介入と家族支援段階 本人への個別支援段階 集団移行の段階 就労支援段階
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青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

                                                               
精神科臨床症例において、発達障害に併存する、精神障害の病態の解明と 

診断方法に関する精神病理学的研究に関する研究 
 
    研究分担者  小野 和哉  （東京慈恵会医科大学 精神医学講座）  

研究協力者  小豆島 沙希子（東京慈恵会医科大学 精神医学講座） 
沖野 慎治  （東京慈恵会医科大学 精神医学講座） 
 

研究要旨 :  
発達障害の思春期以降の病態像を正確に把握し、その診断方法を明らかにすることは、我が国

の医療福祉政策上の急務ではないかと考えられる。そこで発達障害に関する精神科臨床上の課題

を明確化すること、また 精神科臨床症例において、発達障害に併存する、精神障害の病態を解

明し、適切な診断方法開発するために症例の精神病理学的検討を行う事、また早期介入の方法と

して弁証法的行動療法の発達障害の援用を図る目的で研究を遂行した。その結果以下の事が明ら

かになった。①臨床実態調査；今回の全国調査結果をみると、一般精神科診療施設では、発達障

害の対応は、外来診療の５％以上を占める施設が 3割を超え、対応の困難は 8割の施設で感じて

いることから、その治療上の困難に対するニーズが高い状況である。一方、実際には ASD事例や

ASD と ADHD の併存症例が多くみられた。またそれを反映して、問題行動は、こだわり、巻き込

み型強迫行為などが前景にみられた。さらに、窃盗、放火、殺人など触法に関わる事例も少なか

らずクリニックレベルで経験されている事実は、その予防や治療の側面から、医療、教育、行政

機関の連携した対応が重要と言えよう。②症例調査： ASDにおいて自我の形成過程は成熟化が

困難な部分があるが、その課題は自己愛を切り口に見てみると、不安定な自己像を過剰に防衛す

る自己愛パーソナリティ障害（NPD）型と、回避して防衛する回避性パーソナリティ障害（APD）

型、そして過剰な防衛形成をしながら破綻すると解離や衝動行為により防衛する境界性パーソナ

リティ障害（BPD）型の３系に分けられる可能性が示唆された。③弁証法的行動療法の発達障害

に対する援用：J-DBT は、その様式が簡易で 3か月以内に施行でき、発達障害の行動障害発生の

予防や、治療に援用可能であると考えられた。 

 
Ａ．研究目的  

発達障害の臨床現場での現れ方に多様性が高

いこと、また発達障害が児童期に急増している現

状を鑑みると、発達障害の思春期以降の病態像を

正確に把握し、その診断方法を明らかにすること

は、我が国の医療福祉政策上の急務ではないかと

考えられる。発達障害に関する精神科臨床上の課

題を明確化すること、また 精神科臨床症例にお

いて、発達障害に併存する、精神障害の病態を解

明し、適切な診断方法開発するために症例の精神

病理学的検討を行う事、また早期介入の方法とし

て弁証法的行動療法の発達障害の援用を図る。 

 

Ｂ．方法 

１）臨床実態調査；発達障害事例の臨床上の課題

がどこに多いのかと明らかにする目的で、主に成

人症例の実態を評価するために日本精神科診療所

協会所属施設に対して発達障害の診療に関する実

態調査をアンケート方式で施行する。 

２）症例調査；平成２６年４月から平成２７年３

月の間に東京慈恵医大本院外来および入院の症



例で、DSM５において ASD と診断された成人期

の知的障害の無い患者で、自己愛パーソナリティ

障害、回避性パーソナリティ障害、境界パーソナ

リティ障害の併存診断ある症例を抽出しその発達

特性とパーソナリティ特性を診療録より後方視的

に比較検討する。 

３）弁証法的行動療法の発達障害に対する援用；

現在ADHDおよびASDの行動障害に関する精神

療法として欧米で弁証法的行動療法の応用が試

みられているこの実態を調査し、我が国において

利用可能なマニュアルを策定し、実際の臨床症例

に対する施行を開始し、効果を判定する。 

 

Ｃ．結果 および 考察 

１）臨床実態調査； 

結果：日本精神科診療所協会加盟施設に関する発

達障害に関するアンケート調査を施行した。日本

精神科診療所協会の協力を得て、所属施設に対し

てアンケート調査を平成26年１１月に施行した。

対象施設は都内１６０５施設。回収は３７８施設

で回収率は２３．５％ であった。施設の内訳は

平均月間患者数が 657 人であり、東京、大阪、福

岡などの都市部に集積して回答がみられた。発達

障害の患者割合では ５％未満の施設は６２．７％

であり３２．７％の施設で５％以上を占めていた。 

発達障害で内訳では。ASD が最も多く、次に

ASD および ADHD の併存例であり、3 番目が

ADHD であった。また併存障害は気分障害が最も

多く、次に神経症性障害、ストレス関連障害及び

身体表現性障害であり、3  番目が統合失調症、統

合失調型障害及び妄想性障害であった。対応の困

難は 80.6％の施設で何らかに認められた。 

特に苦慮した症状は、こだわり、巻き込み型の強

迫、暴言暴力であったグラフ（Ⅰ－６）。また行

動上の問題で個々の行動を調査すると、暴力行為

は、７４．９％の施設で、窃盗は５１．６％の施

設で、放火は１４．８％、殺人なども４％の施設

で発生していた。さらにひきこもり８４．７％ネ

ットゲーム依存６８．３％の施設で認められた。 

発達障害に関連する問題行動に関する薬物療法

では、非定型抗精神病薬が 1 番に選択され、2 番

目が気分安定薬、３番目に非中枢刺激ＡＤＨＤ治

療薬が選ばれていた（表Ⅲ－１）。またこれらの

薬剤の組み合わせ順位をみると、1 番目が非定型

抗精神病薬と気分安定薬、2 番目が非定型抗精神

病薬と抗うつ、３番目が非定型抗精神病薬と抗不

安薬もしくは漢方薬の組み合わせであった。（表

Ⅲ－２）。非定型抗精神病薬の中では、リスパダ

ール、アリピプラゾール、オランザピンの順に多

く使用されていた（表Ⅲ－３）。また、ADHD

治療薬の中では、非中枢刺激性 ADHD 治療薬、

中枢刺激 ADHD 治療薬の順であった。これに対

する対応としては、各都道県に発達障害対応相談

センターの設置といった簡便な相談窓口の要望が

もっとも多く、次に簡易対応マニュアルの策定、

3番目に緊急対応施設の整備充実などが要望され

ていた。 

 

考察：今回の全国調査結果をみると、日本精神科

診療所協会所属施設の結果では、発達障害の対応

は、外来診療の５％以上を占める施設が 3 割を超

え、対応の困難は 8 割の施設で感じていることか

ら、その治療上の困難に対するニーズは高い状況

である。 

一方、児童精神科の現場では、発達障害の占め

る割合、困難を感じた経験者の多さに加え、対応

方法として、発達障害対応センターや緊急対策施

設の整備充実や、対応マニュアルの作成が多く要

望されていることからも、成人施設同様に問題行

動への対応困難に対するニーズが高いことが示唆

された。 

実際には ASD 事例や ASD と ADHD の併存症

例が多くみられた。またそれを反映して、問題行

動は、こだわり、巻き込み型強迫行為などが前景

にみられた。さらに、窃盗、放火、殺人など触法

に関わる事例も少なからずクリニックレベルで経

験されている事実はその予防や治療の側面から、

医療、教育、行政機関の連携した対応が重要と言



えよう。今回の調査は1２歳以上を対象としたが、

実際の触法行為、犯罪行為は中学入学以前に問題

行動が始まる事例も多く、幼少期から成人への医

療上の連携も重要な課題と思われる。事例を検討

してみると、事例化されてから初めて発達障害が

明らかになるものや、診断閾値下の発達障害併存

が認められるものがあり、診断クライテリアへの

適合のみならず、事例の発達障害的特性を抽出で

きる簡易なスケールや、それらの認知特性に留意

したケースマネージメントが求められると言える

だろう。こうした事例への感度を上げるにはどの

様な方略が必要かを検討する必要がある。また行

政施策としては、各都道府県に発達障害対応相談

センターの設置などは要望されていたが、これは

すでに設置されていても、ニーズには十分に適合

していなかったり、周知されていなかったりする

部分があることをうかがわせる。また簡易対応マ

ニュアルの策定・普及、緊急対応施設の整備充実

も順にニーズは高く状況に相応した対応システム

の充実が望まれている。 

 

２）症例調査 

症例調査の結果：長期経過の分かる ASD 患者に

おいて、4 例のパーソナリティ障害併存の有る患

者が抽出された。自己肯定感の低下をいずれも認

めるが、その一方で、自己愛パーソナリティ障害

と診断可能な男性症例１例(症例Ａ)と回避性パー

ソナリティ障害と診断可能な男性症例２例（症例

Ｂ）（症例Ｃ）が見出された。症例Ｄは女性で経

過中に境界パーソナリティ障害と診断されていた。   

ASD の自我同一性形成過程において、症例の就

学や就労の状況と関連して自己愛の病理は深刻化

する事例をみとめた。これらの患者では、他者が

自分とは異なる考えを持つ可能性は類推されてい

るが、その内容は患者の中では不明確であること

から、集団の中で、どのように振舞えば良いか、

どのようにコミュニケーションをとって仕事を遂

行すべきがが不可知であった。このため、必要以

上広範に学習していたり、過剰に仕事を引き受け

ていたり、また上司の意図が読み取れずに具体的

に何から仕事をすればよいかの段取りが立たない

などにより不適応を生じていた。このことから就

学や就労の場での評価は本人が期待している程に

は得られていなかった。そこで症例Ａは周囲に対

して多くのクレームを行って自分の能力が適正に

評価されていないとしばしば易怒的になった。症

例Ｂ、Ｃは些細な上司や同僚からの叱責や助言に

反応してしばしば休職した。症例Ｄは、職場の仕

事を過剰に引きうけては身体化し、身体の衰弱状

態にて頻回に受診することを繰り返し、時に過量

服薬しての救急受診も頻回であった。 

 

考察：４例の中で症例４が最も症状発現年齢が低

く、症例２．３は高かった。発達的課題が幼少期

にすでにある程度顕在化していても就学上の困難

は症例１から３では大きな課題に至らず、症例２．

３では、特に中年期に至って課題となっている。 

症状の発現はいずれ症例も状況依存性（親や愛人

との接触、就労状況、過度の作業状況）であった。

基盤の発達的課題は自閉スペクトラム障害の他に

３例（症例１．３．４）において、ADHD の特性

も併存していた。ASD 症例の症候を主にパーソ

ナリティ側面から分析すると、NPD 症状や APD

症状、BPD 症状は症例によって重なりが見られ

た。症例には背景となる ASD 症状の他に ADHD

症状が混入し、さらに背景の養育状況が関連して

症状が形成されていた。このためパーソナリティ

は発達的基盤の上に養育環境により形成され、そ

の症状発現は状況依存性が高いように認められた。

今回の４症例を比較すると、症例１は ASD と

ADHD 傾向を発達基盤として、養育環境の問題か

ら誇大的自己（仮の自己）など自己愛的傾向が、

思春期以降高まっていた。症例２では発達基盤に

形成されてきた自己愛的過敏性が、就労の場で始

めて顕在化していた。症例３は顕著な発達的基盤

を持ちながらも環境に適合した生き方を選び、不

適応が顕在化するのが遅いがパーソナリティ特性

は症例２に類似し、この２例は誇大的自己（仮の



自己）をあまり肥大化しないで済んでいた。症例

４では不適応が顕在化した年齢が最も低く、人格

の形成基盤そのものが不安定で統合性の低いパー

ソナリティを形成していた。ASD において自我

の形成過程は前述のように成熟化が困難な部分が

あるが、その課題は自己愛を切り口に見てみると、

不安定な自己像を過剰に防衛する NPD 型と、回

避して防衛する APD 型、そして過剰な防衛を形

成をしながら破綻すると解離や衝動行為により防

衛するBPD型の３系に分けられるかもしれない。

この型形成には発達特性自体の相違と、養育環境

の課題の相互の要因が関与していているように考

えられた。 

 

３）弁証法的行動療法の発達障害に対する援用 

成人期の触法症例の背景に発達的な課題があ

る場合、その兆候は思春期に既に顕在化している

場合が少なくない。また思春期の触法症例におい

てもADHDやASDを基盤とした情動と衝動の制

御に課題を持つものは少なく無いことは従来より

報告されている。そこで思春期の発達障害事例の

情動と衝動のコントルールを改善するために近年

諸外国で適応拡大が図られている、弁証法的行動

療法を日本版に改定して施行することは、触法事

例において有効な治療方法となると考えられた。 

発達障害者向け日本版弁証法的行動療法の開

発の目的で、第５回国際 ADHD 学会(グラスゴー)

において弁証法的行動療法を ADHD 思春期症例

群 に 施 行 中 の ２ 研 究 者  NadePerroud 、

Tatja.hirvikoskiと懇談しADHDに対応した日本版

弁証法的行動療法の基本プログラムに関する情報

を得た。その結果①治療期間：低年齢（思春期）

では３か月、高年齢（青年期以降）では６か月程

度。② セッション数は３か月で１２セッション、

１セッション２時間程度③ADHD もしくは ASD

の集団だが併存障害は多い④治療の脱落は少ない

（負荷が少ない）⑤原法と比べ簡略化され、通常

の認知行動療法との差異は、情緒と衝動の発達障

害に特化したコントロール技法にマインドフルネ

スの指導を入れ込んだものになっている点にある

ことが明らかになった。 

この結果を受けて、わが国の医療制度や、患者

の認知的特性などの配慮した内容の弁証法的行動

療法を開発するため、分担研究者間で協議し、思

春期 ADHD 及び ADHDと ASD 併存事例に対す

る日本版弁証法的行動療法（J-DBT for Adolescent 

ADHDand ASD）のマニュアルを作成した。（別

紙添付）J-DBT 施行及び効果判定の為に東京慈恵

会医科大学及び、都立小児総合医療センターに施

行準備会議を行い、平成２７年度内に第一回プロ

グラム施行を開始した。 

 

評価（研究成果）                   

１）達成度について 

発達障害の一般精神科臨床施設での実態が明

らかになった。従来研究の不足している発達障害

とパ－ソナリティ障害の関係についてその病理構

造仮説が提唱された。弁証法的行動療法の思春期

の発達障害に対する援用の日本版マニュアルが作

成された。 

 

２）研究成果の学術的意義について 

精神科診療所における発達障害の対応状況と

その課題が明確化した。自閉症の発達過程と調査

とパーソナリティ構造の形成過程について貴重な

知見が得られた。弁証法的行動療法の発達障害に

対する援用の端緒が開かれた。 

 

３）研究成果の行政的意義について 

臨床実態調査により、発達障害の問題行動に関

する行政施策の焦点と課題が明確化した。つまり

発達障害対応の拠点整備ははまだ臨床症例の増

加の実態に十分対応できていない。この意味で可

及的速やかに、発達障害の認知度を高め、対応す

るシステムの整備を進める必要が有る。次に、発

達障害のパーソナリティ形成過程には、早期発見

による環境調整が重要であり、これによりパーソ

ナリティ障害化を防げる可能性が示唆された。早



期介入の手法として日本版弁証法的行動療法

（J-DBT for Adolescent ADHDand ASD）が施行

されれば、より有効な治療システムの構築に寄与

すると考えられる。 

 

Ｄ．結論 

発達障害の精神科臨床での課題として種々の問

題行動が見いだされ、現場での困難が浮き彫りに

なった。また発達障害症例の精神病理学的検討に

よって、そのパーソナリティ障害化の過程におい

て環境要因の少なく無いことが明らかになった。

従って、早期介入の在り方が模索されるが、今回

開発した日本版弁証法的行動療法（J-DBT for 

Adolescent ADHDand ASD）が、欧米での施行状

況を鑑みると、一つの有効な治療的介入手法であ

る可能性が考えられた。 

 

Ｅ．健康危険情報  

特記なし 

 

Ｆ． 研究発表 

１．論文発表 

・一般精神科病棟における児童思春期治療に関す

る後方視的検討(原著論文)：小野 和哉, 沖野 慎治, 

中村 晃士, 中山 和彦： 児童青年精神医学とその

近接領域 (0289-0968)56 巻 3 号 

Page409-422(2015.06) 

・児童思春期における幻覚の持つ意味 幻覚症状

の表出の仕方の相違に基づく児童思春期症例の病

態水準推定の試み(原著論文)：小野 和哉, 小豆島 

沙木子, 杉原 亮太, 鈴木 優一, 瀬戸 光, 沖野 慎治, 

中村 晃士, 中山 和彦： 最新精神医学 

(1342-4300)20 巻 3 号 Page245-253(2015.05) 

・【今日の自閉スペクトラム症、子どもから大人

まで】 自閉スペクトラム症とパーソナリティ障

害(解説/特集)：小野 和哉： 臨床精神医学 

(0300-032X)44 巻 1 号 Page45-52(2015.01 

・精神科一般診療施設における 12 歳以上の発達

障害への対応の実態調査：小野 和哉, 小豆島 沙木

子, 鈴木 優一, 杉原 亮太, 山尾 あゆみ, 瀬戸 光, 沖

野 慎治, 中村 晃士, 市川 宏伸, 中山 和彦： 精神神

経学雑誌 (0033-2658)2015 特別 PageS371(2015.06) 

２．学会発表 

・精神科一般診療施設における 12 歳以上の発達

障害への対応の実態調査：小野 和哉, 小豆島 沙木

子, 鈴木 優一, 杉原 亮太, 山尾 あゆみ, 瀬戸 光, 沖

野 慎治, 中村 晃士, 市川 宏伸, 中山 和彦 第 111

回 精神神経学会総会 2015 ６月 大阪 

・自閉スペクトラム症と自己愛性の病理－ 自閉

症スペクトラム症４症例の比較検討から：小野和

哉 －第６回 精神科診断学会 2015 8 月 札

幌 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

日本版弁証法的行動療法（J-DBT for Adolescent 

ADHDand ASD）マニュアル版権取得予定 
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添付資料 

１）臨床実態調査 
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４）治療上の困難：グラフに示すように非常に困難 16％困難 24％やや困難 40％と 8 割の

施設で何らかの困難が認められた（グラフⅠ－５）。 
 

 

 
５）特に苦慮した症状の種類とその行動特性：こだわり、巻き込み型の強迫、暴言暴力であ

った(グラフⅠ－６)。また行動上の問題で個々の行動を調査すると、暴力行為は、７４．９％



11 
 

の施設で、窃盗は５１．６％の施設で、放火は１４．８％、殺人なども４％の施設で発生し

ていた。さらにひきこもり８４．７％ネットゲーム依存６８．３％の施設で認められた（グ

ラフⅡ－1.2.3.4.7.20)）。 
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13 
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グラフⅣ 
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２）症例調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症例特性の分析①症例プロフィール 



18 
 

 

 

症例 １ ２ ３ ４ 

幼少期の発

達的課題の

現れ 

やや有り（一人

遊び、風変りさ） 

有り（一人遊び・こ

だわり・周囲とのズ

レ） 

有り（鏡文字・

言 語 発 達 遅

れ・頻回の転

倒転落） 

有り（一人遊び・こだわりの

強さ） 

思春期まで

の養育環境 

不良 良 良 良 

思春期まで

の外傷体験 

有り 無し 無し 無し 

就学不適応 やや有り 無し やや有り 有り 

親子関係の

問題 

有り 無し 無し 有り 

 

 

 

 

 

症例特性の分析②生育過程の課題 
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症例 １ ２ ３ ４ 

多動 衝動性

の課題 

有り 無し やや有り 有り 

注意の課題 やや有り 無し やや有り やや有り 

コミュニケー

ションの課題 

有り 少ない 少ない 有り 

社会性の課題 有り 有り 有り 有り 

こだわり 有り 有り 有り 有り 

 

 

 

 

 

 

症例特性の分析③ 
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症例 １ ２ ３ ４ 

対象操作性 無し 無し 無し 有り 

理想化とこ

きおろし 

無し 無し やや有り 有り 

同一性の課

題 

有り 無し 少ない 有り 

見捨てられ

抑うつ 

無し 無し 無し 有り 

怒りの制御

困難 

有り 無し やや有り 有り 

 

 

 

 

症例特性の分析④境界傾向 
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症例 １ ２ ３ ４ 

空想傾向 有り 有り 有り 有り 

他者への共

感性 

低い 低い 低い 低い 

自己肯定感 低い 低い 低い 低い 

誇大性 有り 密やかに有

り 

密やかに有

り 

無し 

自己愛憤怒 有り やや有り 有り 無し 

 

 

 

 

 

症例特性の分析⑤自己愛傾向 
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症例 １ ２ ３ ４ 

批判、非難へ

の恐怖 

無し 有り 有り 無し 

恥を感じそう

な場面回避 

無し 有り 有り 無し 

劣等感 無し やや有り やや有り やや有り 

対人関係から

の回避 

やや有り 有り 有り 無し 

引っ込み思案 やや有り 有り 有り 無し 

 

 

 

 

 

症例特性の分析⑥回避傾向 
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J-DBT for adolescenceADHD プログラム 

 

改定版 ２０１５．１２． 

 

J-DBT for adolescence プログラム 

 

弁証法的行動療法（Dialectical Behavior Theraphy: DBT) の基本コンセプト

を用いた衝動と情動のコントロールプログラムです。 

 

対象は 12 歳から 18 歳 児童思春期症例で、DSM5 の診断基準において、注意欠

如多動性障害（ADHD）および ADHD＋自閉スペクトラム症（ASD）に適合する方。 

 

基本構造： 

① 家族を対象とした教育プログラム 4週 週 1時間 

１ 発達障害とはなにか？ 

２ ADHDと ASD 

３ 子どもへの接し方１ 

４ 子どもへの接し方２ 

教材 思春期の発達障害 （なつめ社） 

 

②  患者を対象として DBTプログラム 

 １１週 3か月 

   週 1回６０分 

１オリエンテーション 

２マインドフルネス 

３感情を理解する 

４感情の波を制御する。 

５マインドフルネス 

６怒りや苦悩の性質を理解する。 

７怒りや苦悩をやり過ごす。 

８マインドフルネス 
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９他人を理解する 

１０他人との付き合い方を学ぶ 

１１希望を持って今を生きる 

 

 

 

 

 

第１回 オリエンテーション 

 

アイスブレーキング 

 

体でアンケート 

部屋の中で、窓側を 100%YES、通路側を 0%にして、トレーナーの質問に対する解答を、立位置で表現

します 

 

まず①お腹が空いている人は窓側にそうでない人は通路側に。 

  ②病院に来るのに１時間以上かかった人は窓側に、以内の人は通路側に。 

③ トイレに行きたい人は通路側にそうでない人は窓側に。 

 

DBT は ADHD の情動（こころ）と衝動（怒りなど）のコントロールのためのスキ

ル（たいしょの方法）を高める技術（テクニック）の一つです。ここで学んだ方

法によって皆さんが自分の持っている能力を学校や家庭で最大限に発揮するこ

とが可能になると考えられています。 

 

６０分ほど３ヵ月１１回の練習で楽しくたいしょの方法を学びます。 

 

基本のセット ６０分 

 

開始の儀式 アイスブレーキングゲーム５分 

前回の復習１０分 

スキルトレーニング ３０分 

宿題の説明 １０分 

終了の儀式 ５分 
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毎回初めに簡単なゲームをして最後に簡単な運動をして終わります。 

全ての回に出席が原則ですが遅れたり、これない時はトレーナーに連絡してく

ださい。 

毎回とても簡単な宿題を出します。それができていたか次の回に復習して確認

しますので忘れずに宿題をしておきましょう。 

 

 

 

まず、こころのバランスの上手な取り方が基本です。 

 

• 人の心の状態を３つ考えます。①Emotion Mind （感情的こころ）②

Reasonable Mind（理性的こころ） ③Wise Mind （賢いこころ） 

• この 3つの心の状態を想定して図のように真ん中の Wise Mind（賢いここ

ろ）の状況をつくります 

• そこに至る方法として善悪の判断無しに、一度に一つのことを、効果的に、

観察、描写、関与していくことが大切なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿題 

 

 

① 賢いこころの状態はどのようにつくれるでしょうか？ 

 

②  一度に一つのことを、効果的に、観察、描写、関与していくことをなんで

感情的こころ 理性的こころ 

賢いこころ 
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も一つ決めて実践し次回に報告してください。 

 

嬉しかったこと。楽しかったこと、どきどきしたことについてしてみましょう。 

 

 

 

例えば 

電車に間に合った事。もう間に合わないと思ってドキドキした。ドアがまだ開い

ていて急いで駆け込んだ。乗れたという安心感からほっとした。でも車内アナウ

ンスで駆け込み乗車は止めるよう放送があった。ちょっぴり悪い事をした感じ

がして、今度は少し早く家を出ようと思った。 

 

 

今日のことば 

 

われわれは現在だけを耐え忍べばよい。過去にも未来にも苦しむ必要

はない。 
過去はもう存在しないし、未来はまだ存在していないのだから。 
by アラン 

 

 

終わりの儀式  

まず顔の運動 

さあハーフスマイル やってみましょう。 
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第２回 マインドフルネス（あるがまま）にいまをやり過ごす方法 

  

アイスブレーキングゲーム 

 

配られた紙に私がこれから言うものを順番に描いてみましょう。他人の絵をけ

っしてみてはいけません。 

 

まず流星、次に山 、次に家、最後に花 描けましたか？ 

 

 

ではここで前回の復習をします。 

 

① 賢いこころの状態はどのようにつくれるでしょうか？ 

 

② 一度に一つのことを、効果的に、観察、描写、関与していくことをなん

でも一つ決めて実践し次回に報告してください。 

 

嬉しかったこと。楽しかったこと、どきどきしたことについてしてみましょう。 

 

 

では次に今回のテーマのマインドフルネス・いまをやり過ごす方法を始めます。 

 

ここでは、毎日起こる色々なことの中で気持ちが揺れ動くことを体験しながら

それをすこし離れて観察する方法を学びます。私たちはいつも状況に流されて

気持ちが揺れ動きますが、自分の気持ちをながめられるようになると少しずつ

安定した自分が生まれてきます。 
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この自分の気持ちというものすこし離れて観察し、巻き込まれすぎないように

なることを 

マインドフルネス（あるがまま）と言います。 

 

１）観察しましょう。 

 自分の感じ方を観察します。 

① 目を閉じて鼻から吸って吐く深呼吸 10 回呼吸のあとの身体と気持ちの

状態を観察しましょう 

② チロルチョコの観察をしてみましょう。（ 目でみて嗅いで味わって） 

 

２） その観察したものを言葉にしてみましょう。 

 どんな感じでしたか？ありのままに説明しましょう。 

宿題 

 

  皆さんが身体で感じた体験を 観察し、次回に言葉で説明してください。 

 

 例 おでんを食べた。湯気がでていていい匂いがした。最初口の中が熱くなっ

たが、お腹におでん入いるとポカポカして身体が温かくなった。なんだか幸せな

感じがしたよ。 

 

 

 

 

 

 

今日のことば 

 

将来のことを考えていると憂鬱になったので、そんなことはやめてマーマレー

ドを作ることにした。 

オレンジを刻んだり、床を磨いたりするうちに、気分が明るくなっていくのには

全くびっくりする。 

by D・H・ローレンス 

 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 
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第３回 感情を理解する。 

 

アイスブレーキングゲーム 

 

ヒーローインタビュー 

1）2 人 1 組になってもらう。1 人は聞き手、1 人は話し手（途中で交代）です。

聞き手は紙を丸めてマイクにしてください。 

2）では「あなたが一番活躍したときのことをファンの皆さんに聞かせて下さい」

と言って、あたかも TVのヒーローインタビューのようにどんどん盛り上げて聞

き出して差し上げましょう。話し手の方はとても自慢げにお話して下さい。 

 

ではここで前回の復習をします。 

 

 

 皆さんが身体で感じた体験を 観察し、言葉で説明してください。 

 

 

 

 

では次に今回のテーマ感情の理解を始めます。 

 

 

① 感情の性質を理解しましょう。 

感情は一度高まると時間を経て必ず落ち着いてきます。 

ですから１分我慢することをまず体験しましょう。 

 

どんな感情があるでしょうか？感情にラベルを貼っていきましょう。 

 

 

１人一つ上げてみましょう。 
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② 日々の感情をどのように認識すべきかを学びましょう。 

我々は日常の体験によって感情が揺れ動きます。これは 

感情の機能と感情を変化させていく困難さとの関係を理解します。 

 

朝と夕では感情は異なるでしょうか？ 

 

つかれている時そうでない時で感情は異なるでしょうか？ 

 

誰か親しいひとといる時と一人でいる時で感情は異なるでしょうか？ 

 

お腹が空いているときと満腹の時で感情は異なるでしょうか？ 

 

よく眠れている時とそうでない時で感情は異なるでしょうか？ 

 

宿題 

自分の感じた感情の変化を覚えておいて（あるいは記録しておいて）その変化を

説明してください。 

 

今日のことば 

人間は行動を約束することはできるが、感情は約束できない。思う

に、感情は気まぐれだからである。 

ニーチェ ｢人間的な、あまりに人間的な｣ 
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シェイクスピア ｢ハムレット-三幕二場｣ 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

 

第４回 感情の波を制御する。 

 

アイスブレーキングゲーム 

 

「みなさん、立ってください。これから、『仲間探し』をします。今か

ら私が言うことを聞いて、自分と同じ仲間を捜してください。例えば、

私が『生まれた月』と言ったら、自分と同じ月に生まれた人を捜してく

ださい」 
できたグループごとに、どういう仲間かを私が聞いていきます。「何月

生まれのグループですか？」 

 

ではここで前回の復習をします。 

 

自分の感じた感情の変化を説明してください。 

 

 

 

 

次に今回のテーマである感情の波の制御を学びましょう。 

否定的感情（いやな気持）の有効に減弱させて行くやり方を指導し、肯定的感情

（よい気持ち）を増やす仕方を学びます。 

マインドフルネス（あるがまま）をとおして現在の感情（気持ち）を受け止めや

すくします。 

別の行動をとれるようになるように感情（気持ち）の問題の処理方法を学びます。 
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具体的には 
① 身体のケアをする 
② バランスのよい食事をとる 
③ 気分を変動させる薬物を避ける 
④ 適切な時間のよい睡眠をとる 
⑤ 適度な運動する 
⑥ 達成感を味わう 

 
 
 
 
 
宿題 
 
いやな気持ちを今回教えた方法のどれかで変えられた経験を試して次回説明し

てください。 
例 
親に怒られたけど、どらやきを食べ終わったら嫌なきもちを忘れていたよ。 
 
 
 
今日のことば 

喜怒哀楽のはげしさは、その感情とともに実行力までも滅ぼす。悦び

にふける者は、悲しみにもふけるが習い。ともすれば、悲しみが悦

び、悦びが悲しむ。シェイクスピア ｢ハムレット-三幕二場｣ 
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終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

 

第５回 マインドフルネス 

 

今日はマインドフルネスの２回目を学びます。心の動きをコントロール方法の

１つです。この基本的な方法をきちんと修得できると心を惑わされずに、日々

を過ごすことができるようになります。 

アイスブレーキングゲーム 

 

みんなで手をつないで、円になります。 
①交互に、「前の人」「後ろの人」を決めていきます。 
②「せ－の」で、最初に「後ろの人」がからだをまっすぐにしたまま、

ゆっくりと後ろに体重をかけて（倒れて）いきます。 
③つぎに、「前の人」が、からだをまっすぐにしたまま、ゆっくりと前

に体重をかけて（倒れて）いきます。 
④お互いに引っ張り、引っ張られながら、相手に依存し、依存されなが

ら、バランスをとります。 
⑤バランスがとれ、サークルが安定するまで、やってみましょう。 
 

ではここで前回の復習をします。 

 
 
いやな気持ちを前回教えた方法のどれかで変えられた経験を試してみたことを

説明してください。 
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つぎに今日のスキル、マインドフルネスについて学びます。 

ここではやり過ごすテクニックを学びます。 

 

１） 辛い時であっても、 その状況の中にあってやり過ごしましょう。 

 悩みや、苛立ち、不安、怒りを感じてもそのままにしましょう。 

２）自分の価値判断から離れましょう。良い悪いとかを考えるのを止めまし

ょう。 

 

 

宿題 

 

辛い気持ちをやり過ごせた体験を次回説明してください。 

 

例 

お弁当を忘れてお腹が空いて辛かったけど、面白い本を読んでやり過ごしたよ。 

 

自分が良い悪いを考えるのを止めてやり過ごした経験を説明してください。 

 

例 

友達がラインの応答をしてくれなかったけどそのままにしたら、翌日にごめん

の応答が有ったよ。 

 

今日のことば 

 

雨は一人だけに降り注ぐわけではない。 
by ロングフェロー 
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終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

 

 

 

第６回 怒りや悩みの性質を理解する。 

 

アイスブレーキングゲーム 

リーダーも一緒にみんなで手をつないで、円になります。 

①リーダーが、まず右腕（左でもどちらでもよい）を上下に大きくブルッとふる

わせて、右隣の人に「波」をおくってください。 

 送られた人は、同じように自分の右の人に「ブルッ」、またまた送られた人は、

右の人に「ブルッ」。こうして、「ブルッ」が無事 1周してリーダーのところに戻

ってきます。 

②今度は、もう少し大きめに、上半身全体を使って「ブルッ」を送ります。 

③さらに大きく、全身を使って「ブルッ」です。顔からなにから、ぐでぐでにな

って大きな波を送ってください。 

ではここで前回の復習をします。 

 

① 辛い気持ちをやり過ごせた体験を説明してください。 

 

② 自分が良い悪いを考えるのを止めてやり過ごした経験を説明してください。 

 

 

 

 

では怒りや悩みの性質を理解のスキルに入ります。 

怒りや悩みに耐え受容することは精神的健康において必須の能力です、怒りや

悩みは人生につきもので、自分を変えていくという仕事にも必要なことなので

す。つまり苦悩の苦みはあなたを変えてくれる効果もあるのです。あなたが辛か

ったけれどそれを過ぎて良かったと感じたことは有りませんか？ 

 

一人一人教えて下さい。 
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怒りを感じるような体験を考えてみましょう。皆さんのなかで怒りを感じた体

験を一つ思い出してください。 

 

さあ、いまあなたの状態はどうでしょう？ 

 

どう対処したら良いでしょう？ 

 

ここで一分瞑想してみます。それから深呼吸を５回しましょう。 

どのように感じましたか？ 

もしあなたが非常に怒っている時にこれをしてみたらどうでしょう？ 

 

 

 

宿題 

 

怒りや悩みを感じた時にそれが自分の中でどのように変わっていったか次回に

報告してください。 

 

 

 

 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

今日のことば 

 

・腹が立ったら、何か言ったり、したりする前に十まで数えよ。 

それでも怒りがおさまらなかったら百まで数えよ。それでもだめなら千まで数

えよ。 

byジェファーソン 
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第７回 怒りや悩みをやり過ごす。 

 

アイスブレーキングゲーム 

１ ルール説明 

説明 1： 

３０秒間できるだけたくさんの人と握手します。  

説明 2： 

１番たくさんの人と握手できた人がチャンピオンです。 

指示 1： 

ルールが２つあります。 

指示 2： 

１つ目は、お互いの目を見ながら、「よろしくお願いします！！」と握手をしま

す。 

指示 3： 

２つ目は、何人の人と握手したのか数えます。 

２ ゲーム 

指示 4： 

全員起立。ゲームスタート！！ 

３０秒前、１０秒前、５秒前のカウントをいれる。 

指示 5： 

そこまで。 

指示 6： 

では、何人の人と握手できたのか聞いてみます。 

一番たくさんの人と握手できた人がチャンオンです。皆で大きな拍手をしまし

ょう。 

 

ではここで前回の復習をします。 

 

怒りや悩みを感じた時にそれが自分の中でどのように変わっていったか次回に

報告してください。 
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ではここで今日のスキルを教えます。 

怒りや悩みは日常我々が雨の日や晴れの日に遭遇するように出会います。 

ですから日々それをやり過ごす必要があります。今日はこのやり過ごし方を学

びましょう。 

 

① 注意そらし distracting ,掃除をする。運動する。 

② 自己緩和 self-soothing ,音楽を聴く、良い香りを嗅ぐ等 

③ 瞬時の体験変容 improving the moment, 良いイメージを思い浮かべる。 

  ガリガリ君を食べる。短く４回息を吐くと深く 4回息を吐くを３回繰り

返してから深呼吸を５回。 

④ 出来事の良い点と悪い点の両方を考える thinking of pros and cons 

の４つの方法を具体的に説明する。 

 

宿題 

 

怒りや悩みを感じた時にそれに対してどのように対処したか、今回教えた方法

を利用した体験を次回に報告してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日のことば 

 

怒りの結果は、怒りの原因よりはるかに重大である。 

byマルクス・アウレリウス 
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終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

 

 

 

第８回 マインドフルネス 

 

 

アイスブレーキングゲーム 

みんなで円になり、手をつなぎ、最初の人を決めましょう。 

①最初の人は、右隣の人（左でもよい）の手をギュッと握ります。握られた人は、

さらに右隣の人の手を握ります。そのようにして、どんどん「握手」を送ってい

きます。 

②最初に戻ってくるまでにどれくらいの時間がかかるか、はかってみましょう。

また、そのタイムをどれくらい縮めることができるか、挑戦してみましょう。み

んなで円になり、手をつなぎ、最初の人を決めましょう。 

③最初の人は、右隣の人（左でもよい）の手をギュッと握ります。握られた人は、

さらに右隣の人の手を握ります。そのようにして、どんどん「握手」を送ってい

きます。 

④最初に戻ってくるまでにどれくらいの時間がかかるか、はかってみましょう。

また、そのタイムをどれくらい縮めることができるか、挑戦してみましょう。 

ではここで前回の復習をします。 

 

 

怒りや悩みを感じた時にそれに対してどのように対処したか、前回教えた方法

を利用した体験を報告してください。 
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今日はマインドフルネスの最終回です。いままで学んできたことを復習しなが

らマインドフルレスの極意をカラダで学びます。 

 

① １つの時に１つの事、行為に集中します。歩いているときに歩くことに

集中するように。 

まず右の片足で立ちましょう。３０秒キープします。 

次に左の片足で立ちましょう。３０秒キープします。 

 

 

②効果的に対処しましょう。（短気は損気、ゆっくり状況を処理する方法を考

えます） 

右手を私が挙げたら手を１回 左手を上げたら２回叩きます。そうして両手

を挙げたら３回叩きます。落ち着いて観察しましょう。 

 

宿題 

 

自分が有ることに集中して成し遂げられた体験を次回発表してください。 

なんでも良いのです。平均台を集中したら早く落ちずに歩けたとか、 

集中してそのことだけになりきってみた体験を次回に教えてください。 

 

 

 

 

今日の言葉 
 
 
私は困難な中で笑える者、苦しみを通して強くなる者、非難されて勇気

を出す者を愛する。 
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by トマス・ペイン 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

 

 

第９回 他人を理解する 

 

アイスブレーキングゲーム 

） 参加者に紙とペンを用意してもらう。 

2） 実際の 1円玉を見ることなく、紙に 1円玉の大きさの円を描いてもらう。 

3） 進行役が本物の 1円玉を出し、みんなで答え合わせ。 

 

 

 

ではここで前回の復習をします。 
 

自分が有ることに集中して成し遂げられた体験を発表してください。 

なんでも良いのです。平均台を集中したら早く落ちずに歩けたとか、 

集中してそのことだけになりきってみた体験を教えてください。 

 

 

 

 

今日は他人を理解することを学びます。人は自分以外の人は全て他人ですから

違う考えを持つとは思いますが、実際どうでしょう？この当たり前のようなこ

とをここで改めて考えてみましょう。 

では今日のスキルに入ります。 

① 他人は自分と異なる考えを持つ可能性があります。 

例えば、これから皆に目をつむってもらい〇〇のぬいぐるみを手で触っても

らいます。 

終わってからものを隠ししてどんな感じだったかお話してもらいます。 

② 他人は貴方のことを自分と同じ考えを持っていると考えやすい。 

自分が好きな食べ物と嫌いな食べ物を１つ挙げて理由を説明してください。 
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③ 他人は自分と同じ考えを持って欲しいと思いやすい。 

自分が当たり前だと思っている何か習慣を１つ挙げて下さい。 

④ 他人は自分と違う考えに反発しやすい。 

自分は誤っていると指摘したくなる他人の行動や考えを１つ挙げて下さい。 

 

 

宿題 

 

他人が自分と異なる考えを持っていることに貴方が気づいた体験について

時間発表してください。 

 

具体的に友達などに質問してみてその体験を教えて下さい。また相手がどう

してそのように考えるのかその理由も聞いてみましょう。 

 

例えばこんど旅行に行きたい場所は？などです。 

 

 

 

 

今日のことば 

人付き合いがうまいというのは、人を許せるということだ。 
 - ロバート・フロスト -（米国の詩人 / 1874～1963） 

 
 

 

 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 
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第１０回 他人との付き合い方を学ぶ 

アイスブレーキングゲーム  

【１】これから、みんなには１０人の人が話した事を聞き分けて適切に答

えられたという聖徳太子になってもらいます。  

【２】まずは、 2 人が同時にある言葉を言います。みんなは、何の言葉を

言っているのか聞き分けてください。  

【３】ではやってみましょう。  

（例： A さん「パンダ」、 B さん「パイン」など）  

【４】聞き分けられた人は、正解を教えてください。  

 

 

 

 

 

ではここで前回の復習をします。 

 

他人が自分と異なる考えを持っていることに貴方が気づいた体験について

時間発表してください。 
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では今日のスキルに入ります。今日は他人との上手な付き合い方を学びま

す。  

ここでは親をテーマに学びます。親と上手くやれれば他人にも使え

ます。  

対人関係の中で自分の欲求を変化させ、関係を維持し、自尊心を維持していく方

法をお教えします。 

 

① 自分の考えを整理しまとめる。 

旅に出たいので計画を立てましょう。 

② 相手の考えを予想する。 

親がどう考えるか予想しましょう。 

③ 相手の意見を聞き、自分の意見を言う。 

親の意見を聞き、自分の意見も言います。 

④ 相手の意見に反対し、自分の意見を言う。 

親の意見に反対し、自分の意見を言います。 

⑤ 相手の意見を賛成しながら、自分の意見を言う。 

親の意見に一部賛成しながら、自分の希望も話します。 

 

宿題 

 

自分の要求を相手に伝えてそれが相手に受け入れられた体験をしてみまし

ょう。何かをしてほしい、何かをしたいけれど相手の同意を得るなどです。 

 

ちょっとだけ難しいテーマで相手と交渉してみます。次回その結果を報告し
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てください。 

今日のことば 

 

人付き合いがうまいというのは、人を許せるということだ。  

byロバート・フロスト 

 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

最終回 

第１１回 希望を持って今を生きる（スピリチュアル） 

 

 

アイスブレーキングゲーム 

1） 参加者には目をつぶってもらい、進行役が声を出して 10 秒間数える。 

2） 進行役の合図で、参加者に心の中でカウントしてもらい、1 分経ったと思っ

たら目を開けてもらう。 

3） 進行役は 1 分経った時点でそれを参加者に伝える。 

 

 

ではここで前回の復習をします。 

 

自分の要求を相手に伝えてそれが相手に受け入れられた体験をしてみまし

たか？何かをしてほしい、何かをしたいけれど相手の同意を得るなどです。 

 

ちょっとだけ難しいテーマでしたが、その結果を報告してください。 

 

 

では本日のスキルを説明します。 

 

 

毎日に希望を持って生きることは大切です。世界の見え方は人それぞれ、 

ただ世界は自分が見ている、自分が考えている世界ですから、自分が想像して

いるに過ぎない現実なのです。ですから今日はちょっと人との関係において、
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希望を生み出す方法をお教えします。 

 

① 自分も他人もすぐには変化しない。 

 

私は〇〇さんが苦手だ。 

 

② 自分が変わると他人も変わる。 

 

私は〇〇さんのすべてが嫌いなわけではない。 

 

③ 変化し続けることが生きるということ。 

 

私は〇〇さんにはこんな良い所があると気づいた。 

 

 

④ 変化しないものは何もない。 

 

私は〇〇さんのことは苦手ではない。 

 

 

今日のことば 

 

人間の長所は欠点があるということである。 

byユダヤの格言 

 

終わりの儀式 

リラックスストレッチ 

 

 

皆さんお疲れ様でした。いままで１１回のセッションを通じて皆さんは少しづ

つ変化してきました。自分の持っている能力を生かせるようなスキルの多くを

学んだのです。ここで体験したことを人生の様々な場面で活用して豊かな未来

を築いて行きましょう。 



 

平成25～27年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神神経分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

                                                               
児童思春期精神科臨床における発達障害患者の非行についての研究 
 

    研究分担者  市川 宏伸 （東京都立小児総合医療センター）  
研究協力者  遠藤 季哉 （関東医療少年院） 

公家 里依 （東京都立小児総合医療センター） 
山口 紗穂 （東京都立小児総合医療センター） 
児玉 祥子 （東京都立小児総合医療センター） 
海老島 健 （東京都立小児総合医療センター） 
山口 葉月 （東京都立小児総合医療センター） 
永吉  亮 （千葉愛友会記念病院）  
 

研究要旨: 

児童思春期精神科臨床における発達障害患者の問題行動と非行について,国内の児童精神科医

療機関への質問紙調査（研究①）,および東京都立小児総合医療センター児童・思春期精神科に

通院歴を有する非行例について分析・検討（研究②）を行った。併せて,同院における窃盗例と

Wechsler式知能検査データを有する例について,それぞれ発達障害患者の窃盗におけるメカニズ

ム（研究③）と,能力（特に言語能力）の偏りに着目して（研究④）調査した。発達障害の臨床

に関わる児童精神科医のほとんどが 問題行動の対応に苦慮した経験を持つとともに,問題行動

が早期から始まっていることが示された(研究①)。研究②で 95名の警察介入事例を解析したと

ころ,疾患によって特徴的な傾向が見られた。研究③では,窃盗の介入にあたっては必要に応じ

て,精神医学的な評価を行うことが有用である可能性が示唆された。また,児童思春期通院例の

非行においては,一般に言われる知識の低得点や動作性優位（言語性劣位）の傾向は見られず,

一般の非行例との相違が示された（研究④）。 

 
Ａ．研究目的  

精神科臨床症例において,発達障害に併存する

精神障害の病態を解明し,適切な診断方法開発す

るためには,急増する児童思春期例について児童

精神科医療機関における実態を調査することが必

要であるが,我が国での知見は乏しい。また,対応

困難なものの結果としても,あるいは原因として

も,警察介入が行われた非行歴を持つ症例に着目

し,その実態やメカニズムについて検討すること

で,発達障害例への介入・治療に関して有用な知

見が得られる可能性があるが,それらを詳細に検

討した知見は十分に検討されてこなかった。 

そのため,全国の児童精神科医療機関および東

京都立小児総合医療センターにおける実態調査と,

本人の語りおよび Wechsler 式知能検査にそれぞ

れ着目して,同院通院歴を有する非行例の分析・

検討を行った。 

 

Ｂ．方法 

研究①：臨床実態調査 

臨床の場でどのような問題行動が多く見られ, 

対応困難となっているのかを明らかにし,より効

果的な介入方法を検討するための予備調査として,

全国児童青年精神科医療施設協議会加盟施設（所



 

属施設 22施設及びオブザーバー施設 15施設）に

おいて, 児童精神科臨床を行っている医師を対象

にアンケート調査を行った。 

 

研究②：児童思春期臨床例の非行についての検討 

 精神科臨床症例において発達障害患者が犯罪・

触法行為につながる背景を明らかにするために,

東京都立小児総合医療センター（以下当科）児

童・思春期精神科当科に診療録のあるもののうち,

警察および司法関係者から照会があったか（都立

梅ヶ丘病院からの移行例も含む）各担当医への聞

き取り調査で警察介入歴があることが把握されて

いた症例（家庭内暴力による家族からの要請に  

よるものは除く）に対して,そのプロフィールや

背景について後方視的に検討した。 

 

研究③：児童精神科通院例における窃盗の要因の

検討～発達障害に着目して 

 非行において広汎性発達障害（以下,PDD）,多

動性障害（以下,ADHD）の生来的な発達特性が影

響するメカニズムを考察するため,生来的な発達

特性の影響が大きい個体的要因の価値態度,触法

行為の場面要因などに焦点をあてて検討した。

PDD,ADHDの症例で,窃盗に至った要因の背景に生

来的な発達特性の影響が強いと考えられる当科通

院例のうち,13 歳以上 18 歳以下で窃盗により警

察介入となっており,知的に正常域,気分やアルコ

ール・薬物の問題が生じていなかったもの,かつ

主治医と慎重な合議の結果,再非行の可能性がな

い,または非常に低いと判断された 2 名を対象と

して半構造化面接などを行った。本人及び保護者

から文書による同意を得た。なお,研究③におけ

る診断は ICD-10に基づいて行っている。 

研究④：児童思春期臨床例の非行と言語能力の関

連～言語能力の偏りに注目して 

非行少年に関する知能に関して,たびたび知能

検査（特に知識）の得点が無非行少年よりも低い

こと,Wechsler式知能検査における動作性優位の

現象が報告されているが,非行少年の言語能力の

問題に関して,下位検査の偏りから詳細に検討さ

れた知見は見当たらない。そこで,非行少年の認

知特性として特徴的な言語能力に着目し検討を加

えるため,当科または東京都立梅ヶ丘病院に診療

録があり,初診日が 1998年 4月 1日～2014年 3

月31日の間にあるもので,非行により警察介入歴

があるもののうち,WISC-Ⅲが実施されており,下

位検査の評価点が把握可能なもの（WISC-Ⅳのみ

実施されているものについても,「知識」が実施

されているものについては対象に含める）につい

て,対象ケースの言語能力と動作能力の偏りにつ

いて調査した。併せて,言語性の下位検査の得点

パターンを把握するためクラスター分析を行い,

それぞれについて検討した。なお IQ75以下のも

のは除外した。 

 

（倫理面での配慮）全ての研究が,東京都立小児

総合医療センター倫理委員会での審査を経て行わ

れた。また,研究分担者は同院の利益相反委員会

の審査を受けており,関連する企業や団体などと

研究の信頼性を損ねるような利害関係を有してい

ないことが確認されている。 

 

Ｃ．結果 

研究①：有効回答数は 99（回収率 54.3％）であ

った。外来患者のうち発達障害が占める割合が

20％以上と回答した医師が 75.8％に及んだ。内

訳では自閉症スペクトラム（以下,ASD）が最も多

く,次いで ADHD であり,3 番目は精神遅滞であっ

た。発達障害例に深刻な問題行動があり,対応に

苦慮した経験を持つ医師が 99％を占めた。問題

行動の27.5％が幼稚園年齢以前に始まっており,

高校年齢以降に始まったものは1.1％にすぎなか

った。問題行動には, 暴言暴力や自傷行為, 強迫

症状といった二次障害が多く挙げられた。また,

発達障害児の問題行動で, 触法・犯罪行為を

52.4％の児童精神科医が経験していた。今後望ま

れる支援として, 様々な社会資源の充実や児童と



 

関わる大人へのトレーニングの充実を挙げる意見

が多くみられた。 

 

研究②：対象となった症例は 95 例（男子 83例：

87.4％，女子 12例：12.6％）であった。複数回

照会や介入された例が，少なくとも 32例あった

が，今回の調査では最終の司法介入の件で取り扱

うこととした。介入された年齢は17.7±7.3歳で，

性別で有意差は見られなかった。不適切養育が明

記されていた例は 34 例（35.6％）であり,不登校

が少なくとも 47例（49.5％）,家庭内暴力が少な

くとも 39例(41％)に見られた。 

非行内容としては,窃盗，暴行・傷害がそれぞ

れ34名，20名と多く，合わせて58.7％を占めた。

その他の用件としては，児童虐待，銃器所持，ス

トーカー行為，嫌がらせなどが挙げられた。複数

犯は 6例で,ほとんどが単独犯であった。服薬は

少なくとも 38例（40％）でされていた。 

疾患名については,（PDDと ASDに関して診断

時によってそれぞれ診断名が異なっているが，こ

こでは便宜上 ASDとまとめて取り扱う。また,PDD

と ADHDの同時診断については DSM-Ⅴ発表の前後

で取り扱いに相違があるが,全ての症例について

主治医への質問紙法により後方視的に併存があっ

たものについては,併存を認めて検討した）ASD

が 24名，次いで ADHDが 19名,MRが 11名,ASD+MR

と ADHD+MR,ASD+ADHDがそれぞれ 7名,6名,4名で

あった。併存診断を含めると,ASDと ADHD がそれ

ぞれ 32名,24名と多くを占めたが,当院の初診時

診断名でもそれらで 55.6％を占めており，比較

すると取り立てて多いという判断はできないこと

に留意が必要である。なお初診時年齢は 12.5±4

歳で,無非行の例との差は見られなかった。知能

検査が行われていたもののうち,中度精神遅滞以

下の例は（IQまたは DQ49以下）2名（2.6％）で

あり，境界以上の知能保持者は62.8％であった。 

司法介入があった年齢について背景疾患別に整

理すると,ASDまたは ADHD があった例を「発達障

害あり」とすると，平均 15.4±5.3 歳であった。

知的障害があったものは，平均 19.4±7.6歳であ

ったが，「発達障害なし」について知的障害があ

ったものを含めてグルーピングすると，平均は

21.4±8.7歳となった。ADHD と ASDについて見る

と，「ASD のみあり」では平均介入年齢は 17.2

±6.7 歳であったのに対し，「ADHD または ADHD

を含む」ものは 14.6±5.2 歳であった。ADHD と

ASD について見ると，「ASD のみあり」では平均

介入年齢は17.2±6.7歳であったのに対し，「ADHD

または ADHD を含む」ものは 14.6±5.2 歳であっ

た。また，それぞれの犯罪行為の内容については。

「ASD のみあり」では窃盗が 11 名，暴行・傷害

が 9 名と多くを占めたが，「ADHD,または ADHD

を含むもの」では，窃盗が 14名で 48.3％を占め，

暴行・傷害は 3名にとどまった。 

 また,複数回の介入をされた例が32名（33.7％）

に上り,うち17名が3回以上の介入をされていた。

疾患別で見ると ASD がのべ 15 名（うち 3 回以上

6 名,以下同）, ADHD が のべ 5 名（3 名）,ADHD

＋PDD がのべ 3 名（1 名）を占めた。介入事象別

に見ると,窃盗がのべ 17名(10名),次いで 暴行・

傷害がのべ 6名(2名)と多かった。 

 

研究③： 

症例(1)：17歳（非行時 15歳,男児,診断名 PDD） 

窃盗の内容は,近隣の野菜農家の現地販売用の現

金投入口に故障中の細工をし,自ら取り付けた臨

時現金投入口を時間を見計らって設置し,のちに

回収するというものであった。意欲はあるものの

高校の成績が振るわず,登校が不安定となるなか,

小遣いが得られない状況となり,ゲームソフトを

購入する資金を得るための計画であった。しかし,

回を重ねるごとに非行が当初の金銭目的から,自

分の計画の成功そのものが動機となっていったこ

とが語られた。それと呼応して非行が露見するこ

とへの警戒心も低下していったという。 

被害者に面識はなかったが,回収の際には毎回

軽く「ちょっと失礼します」と頭を下げるなど,

切迫したというよりは,ややゲーム感覚の非行で



 

あった。近所に事件があり,偶然警察が巡回して

いる際に職務質問され発覚した。その際は,逃走

などはせず素直に非行を認めたものの,取り調べ

で語った金銭回収の方法や動機を,警察が理解し

てくれないと考え,失望したと述べた。 

現在は自立を目指した施設に入所しているが,

就労先で適応良好であり,「収入もあるし,自由で

快適で一人の時間を楽しめるので,もう窃盗はす

る気がしない」と述べた。 

Pervasive Development Disorders Autism 

Society Rating Scale Text-Revision の幼児期

ピーク得点は 10点,現在得点 28 点であった。 

症例(2)：16 歳(非行時 14 歳,男児,診断名 ADHD) 

非行の内容は,友人との待ち合わせ場所にたま

たま鍵付きで置かれていたバイクの窃盗であった。

それまでバイクを欲しいと思ったこともなく,特

に興味もなかったが,「そこに鍵付きで置いてあ

ったため」窃取したという。即座に複数の友人に

窃盗を報告し,戦利品として乗り回し貸与もして

いる。その後は家族に露見しないように自宅から

少し離れた場所に保管したが,持ち主宅の近くで

運転することにも危機感はなく,もし出会ってし

まったら,逃げるか謝ろうと思っていたと述べた。 

その後,窃盗のことで警察が本人を呼び出すと

の噂が仲間内に伝わったが,特に対策を考えずに

バイクの使用を続けていた。しかし,家宅捜索が

一般的には日曜日の朝にされることを知っており,

毎週日曜日の朝だけは緊張していたという。 

現在は紹介により真面目に職人の修行をしてお

り,取られた人の気持ちが分かるようになったの

で,もう窃盗をすることはないと述べた。 

窃盗時における不注意,多動・衝動性に関して

は母の評価で ADHD-Rating Scale-Ⅳで不注意は 9

項目を満たし 12点,多動・衝動性は 5項目を満た

し 7点であった。 

 

研究④：対象となった症例は,34 名（男 32,女 2）

で,IQ の平均は 97.5 であった。このうち WISCⅢ

を受けた 32 名の平均値は FIQ97.7（ SD＝

13.5）,VIQ100.9（SD＝14.1）,PIQ94.6（SD＝13.8）

であり,VIQ と PIQ には統計的な有意差は見られ

なかった。臨床現場で平均知能例の Discrepancy

を検討する際に一つの指標となる|VIQ－PIQ|≧10

の症例を Discrepancy ありと仮定すると,VIQ 

(VCI)>PIQ（PRI）であるものは 11名（32.4％）,PIQ

（PRI）>VIQ(VCI)のものは 4名（11.8％）であっ

た。また知識の平均得点は 10.4であり,これを含

めて言語理解（指標）の下位項目評価点に統計的

な有意差は見られなかった。 

 下位検査のプロフィールパターンの共通した特

徴を抽出するためにクラスター分析を行ったとこ

ろ,知識と類似については統計的に差を認めない

ものの,それらに対して単語と理解が高いもの,

相応なもの,低いものの 3群を含んだ 4群が抽出

された。 

 

Ｄ．考察 

研究①：発達障害の問題行動は,早い時期から広

い範囲にわたっており, その背景も多様であると

考えられる。問題行動に対するより効果的な介入

方法を検討するには, そこに至る背景因子を行動

別に分析する必要があると考えられた。より効果

的な早期介入が検討されるべきであるが, プライ

マリー医として関わることの多い小児神経科医な

どが, 発達障害臨床においてどのような困難を感

じるかなど,調査の対象を今後広げていくことが

必要であると考えられる。また,今後望まれる支

援に関して,緊急対応の整備や対応マニュアルの

作成など,早急な効果の得られるものへの期待が

高い傾向が認められ,児童精神科の臨床現場では

問題行動への対応の困難さがより切迫したものと

なっていることが示唆された。 

 

研究②：（limitation）まず，対象となった症例

95名であるが，一応分母として診療録の存在す

る数千人は想定できるものの，診療録をすべてさ

らったわけではなく，警察からの照会を書類から

抽出したものと，現在当科に勤務している医師か



 

らの聞き取りによるものであり，厳密に調査対象

数として扱うことはできない。よって、この 95

名という数字は意味を持つものではない。介入年

齢については，前述の通り今回は複数回司法に介

入されている例については，最終の事象を取り扱

っている点に注意が必要である。また，初診時年

齢と介入年齢の差をとることはできるが（5.2年），

照会までに通院を中止していた例も多数あるため，

これを医療的介入の年数ととることはできない。 

罪状に関しては，犯罪白書における罪状分類に

従って分類したが，あくまで司法介入の例であり，

特に暴行・傷害に関しては，家族に対してのもの

はほとんど数えられていないと考えられる。 

性別については，2013年度の初診時統計によ

れば男子 63.％女子 36.％であり，例年ほぼ同様

の割合だとすれば，非行に関連するのは男子のほ

うが多いということは言える。発達障害に限ると

男女比はやや男子優勢になるものの，今回の 95

名の内訳ほどの隔たりはない。また，早ければ 6

歳から司法関連事象は始まっているが，平均初診

年齢には全体のものと大きな開きはなく,特に早

期から医療介入を要するものが，非行を起こしや

すいとは言えないと考えられた。 

知的には，中度精神遅滞以下のものが少ないこ

とは注目すべき点である。これは，犯罪や触法行

為は社会参加がある程度自由にできる能力が必要

であることを示していると考えられる。 

 司法介入のなされた年齢であるが，発達障害の

あるもののほうが早い。発達障害のなかでも，ADHD

のあるものが平均 14.歳と，ASD のもの 17.2 歳，

ADHDのないもの 19.1歳と比較して大きく下回っ

ている。病院全体で疾患別の初診時年齢を見ると，

ASD，ADHD以外のものが 13.2±6.2歳（2013年

度）,ASDが 10.3±4.9歳，ADHD が 10.2±3.4歳

であることから，通院しているものの平均年齢が

大きく隔たっているとは考えにくく，ADHDの診

断がなされたものが司法介入をされるとすると,

より早い年齢でされやすいということは，今回の

データから示されると考えられる。 

また，罪状に関しても ADHDのあるものは半数

近くを窃盗が占めているが，これは目の前にあっ

たものを衝動的に我が物にしてしまい，その後の

ごまかしなどに手が回らない特性と関連している

可能性があり，今後はケース別に詳細な検討を要

すると考えられる。 

累非行については,他疾患と比較して発達障害

で多い傾向が見られ,特性に基づいた適切な介入

を検討していく必要があると考えられた。 

 

研究③：症例(1)では,PDDの特性であるこだわり

が非行の計画に良く表れている。現金投入口に対

する故障中の細工の方法や,自ら取り付ける臨時

現金投入口の形態についても,本人ならではの譲

れないポイント,独特の発想があり,当初は綿密な

計画に基づく非行であった。しかし,本来は金銭

をスムースに搾取するための方法であった計画が,

次第に計画のための計画へと変化していき,最終

的には金銭を得るという本来の目的が第2義的な

ものに変化していったことは,weak central 

coherenceの例とも言えよう。 

さらに,取り調べの際にも警察から非行の方法

や動機を理解してもらうことを重要と考えている

ものの,独特の発想であることやコミュニケーシ

ョンの質的な障害の影響もあいまって,警察には

理解し難かったと想像された。また理解されない

と警察に対して心を閉ざしてしまいがちになる点

も,PDDの特性から説明可能なものと考えられた。 

症例(2)では,計画性がほとんどない衝動的な窃

盗が語られた。仲間関係の維持に盗んだものが用

いられており,表面的な対人関係を深めるツール

としての非行やその窃取物があった。また,非行

自体を修復可能な軽いものとして考える傾向があ

るが,行為が仲間内で認められていることが,非行

を軽く考えるアリバイとして機能しているように

思われた。また,警察の取り調べが迫っているこ

とを知りながら,その可能性のある日だけ緊張し,

その後は忘却してしまうことも ADHD の特性が影

響していると考えられる。 



 

また,症例（2）の今後窃盗はしない理由もそれ

ぞれの特性を考えると特徴的なものであると思わ

れる。 

 

研究④：下位検査のプロフィールパターンについ

てクラスターで抽出された,知識と類似について

は統計的に差を認めないものの,それらに対して

単語と理解が高いもの,相応なもの,低いものの3

群を含んだ 4群について検討する。検査の形式を

考慮すると,知識と類似,単語と理解のそれぞれの

ペアの違いは,回答に多分節の言葉を用いなけれ

ば正答とされない点である。またその内容からも,

単語と理解の低さは,経験の中から知識を得るこ

とや,説明を含めて学習した知識を利用すること

に困難があると考えられる。それに加えて,社会

的な知識が少なく,社会的文脈での問題解決力が

弱いため,独りよがりな結論を出しやすいのでは

ないかということが推察される。 

その観点からみると単語と理解の低い群は,頻

回の入院歴や警察介入例があるにも関わらず,非

行を繰り返すものが多いのに対し,高い群は家庭

での問題は継続するものの,警察が介入するよう

な社会的な問題を繰り返して起こしにくい傾向が

見られた。 

 

Ｅ．結論 

研究①：発達障害臨床に携わる児童精神科医の大

半が, 患者の問題行動に困難を感じていた。問題

行動は多岐にわたっているが, 発達障害児の触法

行為を経験した児童精神科医は半数以上に上り, 

犯罪抑止の視点からの考察も必要である。 

 

研究②：児童精神科臨床例の非行について,発達

障害を持つもののほうが,早い年齢で司法介入さ

れる傾向がみられ,非行の内容にも特徴的な傾向

が見られた。これらを考慮すると,発達障害例の

感情調整や衝動制御の不足や独特の認知的機能

などの疾病性と，学校での不適応や親の不適切な

しつけ，家族やメディアから暴力を目撃するなど

の社会的状況を,総合的に観察・評価できる立場

にいる支援者の存在が必要であると考えられた。 

 

研究③：発達障害例の窃盗には,価値態度,触法行

為の場面要因において特性に影響された特異的な

側面がある可能性があり,取り調べや矯正,再非行

防止にあたっては疾病性と事例性のバランスを考

慮しながら,必要に応じて精神医学的な評価を行

うことが有用と考えられた。 

 

研究④：児童精神科通院歴のある非行例について,

たびたび言われる知能（知識も含む）の低さ,動

作性優位（言語性劣位）は認められなかった。ま

た,言語性指標のなかで単語と理解の低さが,非行

の繰り返しに影響を与える可能性が示唆された。 

 

Ｆ．健康危険情報  

研究③により半構造化面接をされた2名について

は,東京都立小児総合医療センター倫理委員会に

提出した研究計画書に基づき,今後フォローアッ

プ面接によって,抑うつなどの健康被害について

評価,対処を行う予定である。それ以外の研究に

ついては,健康危険情報はない。 

 

Ｇ．研究発表 

学会発表 

1,「児童精神科臨床で遭遇する発達障害児童の対

応困難な問題行動についてのアンケート調査」 

永吉亮,遠藤季哉,山口葉月,公家里依,大倉勇史,

市川宏伸 /第 55回日本児童青年精神医学会 

2,「児童思春期精神科臨床における非行の現状」 

遠藤季哉,公家里依,永吉亮,海老島健,児玉祥子,

山口葉月,山口紗穂,市川宏伸 /第 11回日本司法

精神医学会 

3,「発達障害における規範の獲得と逸脱」 

遠藤季哉 /日本心理学会第 79回大会 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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児童精神科医療における検討 

 

    研究分担者  近藤 直司 （大正大学人間学部臨床心理学科）  

研究協力者  渡辺 由香 （東京都立小児総合医療センター） 

尾崎  仁 （東京都立小児総合医療センター） 

宮崎 健佑 （高月病院） 

三上 克央 （東海大学医学部専門心療学系精神科学） 

宇佐美政英 （独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院） 

上薗  礼 （東京都立小児総合医療センター） 

 

研究要旨 :  

 

研究１ 

入院治療をおこなった広汎性発達障害（Pervasive Developmental Disorder:PDD）の患者へ

の治療や支援方法ついて明らかにすることを目的に、東京都立小児総合医療センター、児童・

思春期精神科において入院治療を要したケースの臨床的特徴と入院治療の方法論と有効性につ

いて検討した。入院治療に至った行動上の問題としては、攻撃性や自己破壊的行動が最も多く、

次いで睡眠障害、遺尿などのような生活上の問題、抑うつ症状、自殺企図・自殺念慮、不登校・

引きこもり、強迫症状、などの精神症状が多かった。また、高機能群においては不登校を生じ

るケースが多く、学童期から入院治療の対象となるケースが多いことが明らかになった。 

 

研究２ 

 入院治療を要したケースのうち、ひきこもりを呈していたケースの特性と治療のあり方につ

いて検討した。深刻なひきこもり状態に対して、入院治療は一定の効果が確認されたが、同時

に、退院後の教育的配慮や学校環境の調整、家族への支援を含めた包括的な取り組みが重視さ

れることも明らかとなった。 

 

研究３ 

 暴力が問題となって入院治療を要したケースの特性と治療のあり方について検討した。本人

への精神療法、薬物療法、病棟や院内学級における対人関係に関する指導、家族調整、学校な

ど関係機関との連携によって、入院治療が有効に機能するものと考えられる。 

 

研究４ 

 自殺関連行動のために入院治療を要したケースの特性と治療のあり方について検討した。広

汎性発達障害を有する子どもの自殺行動に対する再企図予防のためには、子ども自身に対する

精神療法・薬物療法等に加えて、家庭・学校などの環境調整を行うことが有効であると考えら

れる。また一部に、自殺関連行動と短期入院を繰り返しているケースがあること、これらに対

する治療のあり方についても検討する必要があることが明らかとなった。 



 

研究１ 

 

Ａ．研究目的 

入院を要した広汎性発達障害（Pervasive 

Developmental Disorder:PDD 以下 PDDと略）の

患者への治療や支援方法ついて明らかにすること

を目的として、都立小児総合医療センター児童・

思春期精神科（以下当科と略）へ入院した広汎性

発達障害の患者の臨床的特徴と入院治療の方法

論と有効性について検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

対象は X年 3 月から X＋1年 2月までの 1年間

に当科へ緊急入院した患者で、ICD-10 に基づき

F84（PDD）と診断された患者について、性別や年

齢、入院に至った主訴、不登校の有無、入院期間

などについて診療録に基づき後方視的に検討した。

また,自閉症は知的障害の有無によって予後が異

なることが指摘されていることから、PDD患者を

知的障害（IQ70未満）の合併の有無で高機能 PDD

群と知的障害合併 PDD 群との 2群にわけて、両群

を比較した。 

 

（倫理面への配慮） 

本報告にあたりプライバシー保護の観点から個

人情報の匿名化に最大限配慮した。 

 

Ｃ．研究結果 

対象となった F84 患者は 190名（男子 159名,

女子 31名）であった。それらの F84のうち高機

能 PDD 群は 111 名（58％）、知的障害合併 PDD

群は 79 名（41％）であった。入院時の年齢分布

は、高機能 PDD群は 5歳から 17歳で平均 13歳で,

知的障害合併 PDD 群は 8歳から 178で平均 13 歳

であった。 

入院に至った主訴としては,高機能 PDD 群と知

的障害合併 PDD群ともに行動上の問題が（高機能

PDD：66％、知的障害合併 PDD：68%）と最も多く、

次いで精神医学的問題が（高機能 PDD：29％、知

的障害合併 PDD：12%であった。 

行動上の問題の内訳をみてみると、高機能 PDD

群と知的障害合併PDD群ともに攻撃性や自己破壊

的行動が最も多く（高機能 PDD：66％、知的障害

合併 PDD：68%）、ついで睡眠障害、遺尿などの

ような生活上の問題が多かった。 

精神医学的問題についてみてみると、高機能

PDD群では抑うつ症状が最も多く（9%）、次いで

自殺企図・自殺年慮（6%）、不登校・引きこもり

（5%）、強迫症状（5%）、などの順であった。知

的障害合併 PDD 群では不登校や引きこもり(5%)

が最も多く、次いで抑うつ症状（3%）、自殺企図・

自殺年慮（3%）などの順であった。 

不登校の有無については、高機能 PDD 群では

111名中名（65％）が不登校を呈しており、知的

障害合併群では 79 名中名（58％）であった。不

登校になっている患者の割合をみてみると、高機

能PDD群では学童年齢の不登校の割合が多くみら

れた。 

 入院期間は、高機能群では 7日から 293日（平

均 96 日）で、知的障害合併 PDD 群では 1 日から

232日（平均 71日）であった。 

 

Ｄ．考察 

知的障害合併 PDD 患者では 12 歳以上の思春期

年齢以降の入院治療が多く、行動上の問題、特に

暴力や興奮などの問題を呈している患者が多くみ

られ、不登校を呈している患者が比較的少ないこ

とが特徴的であった。これは、我が国では知的障

害を伴う知的障害合併PDDは幼少期の乳幼児健診

等で診断されることが多く、幼少期から発達障害



 

特性や知的水準に応じた支援がなされており、入

院治療が必要な状態はある程度年齢が上昇してか

ら出現するものと考えられた。 

高機能PDD患者では知的障害合併PDD患者と比

較して学童期年齢から入院しているケースがみら

れた。また、入院に至る理由としては、興奮や暴

力が 69.6%と最も多くみられた。PDD 患者にみら

れる暴力については2つの要因が指摘されてきた。

一つは状況認知の困難さ、コミュニケーション障

害感覚過敏などのPDDの障害特性に由来するもの

で、もう一つは PDDが未診断であるために、周囲

の大人から本人の障害特性に合わないしつけや体

罰を繰り返されたことが外傷体験となり、過去の

記憶がよみがえることで周囲から理解できないよ

うな突然の暴力行為に及ぶ場合である。 

今回の我々の結果でも高機能PDD患者では生来

の発達障害特性に加えて適切に支援がなされてな

いことが一因となって入院治療が必要になった可

能性があると考えられた。従って高機能 PDDの患

者における入院治療では適切に診断すること、発

達特性を評価すること、病棟での他児交流や SST

などを通して適切なふるまいを学ぶこと、学校と

連携し就学環境を整えることで再登校を図ること

などが必要となると考えられた。また、興奮や暴

力などを呈した場合の危機介入の場として精神科

救急システムの利用が考えられるが、現在の都道

府県が主体となって設置している精神科救急シス

テムは主に成人の統合失調症圏の患者への対応を

中心に治療モデルが確立されており、小児患者や

成人患者の発達障害圏の患者へは対応については

充分に検討がなされていない。当科では開院以来

小児精神科救急を運用しており, 発達障害圏の患

者も緊急入院しており、その臨床的特徴として高

機能PDD患者では未診断の患者や不登校を呈して

いる患者が多いことがわかった。 

今後、発達障害患者が呈する精神科的な緊急事

態に対応できるような精神科救急システムの確立、

関連する司法や地域の福祉機関等との連携も必要

となると考えられた。また、PDD患者は学校生活

においてからいかいやいじめの対象になりやすく、

不登校を来たすことも多い。今回の結果からも、

特に高機能 PDD 患者で不登校の割合が高かった。

そのような PDD 患者における教育の支援として、

特別支援教育の果たす役割は極めて大きいが、実

際には地域や学校によっても差があるのが実情で

あると思われる。また、高機能 PDDの患者が在籍

することが多いと思われる通常学級における個別

支援の未整備も指摘されている。特別支援教育制

度や教育制度の更なる充実が求められると考えら

れた。 

 

Ｅ．結論 

広汎性発達障害患者の入院治療では興奮や暴

力などの行動上の問題を呈する患者が多く、興奮

や暴力を呈するPDD患者に対する入院治療モデル

の確立、学校のような地域関係機関との連携体制

の構築、発達障害患者の精神科救急的な事態に対

応できるようシステム構築、特に既存の精神科救

急システムの有効活用と司法との連携などが必要

となってくると考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 なし 

 

Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 なし 

2.  学会発表 

Inpatient treatment program for Autism 

Spectrum Disorders in the Tokyo Metropolitan 

Children’s Medical Center  ESCAP2013 poster 



 

presentation. 6 - 10 July 2013, Convention 

Centre Dublin, Ireland  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

 なし 

 

研究２ ひきこもり 

 

Ａ．研究目的 

 ひきこもりを呈して入院治療に至ったケースの

特性と治療のあり方について検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

平成 21年 4月から平成 22年 3月までの 1年間

に入院となった男子 30 例、女子 20 例、計 50

例について、それぞれの年齢、性別、引きこもり

期間、ICD-10に基づく主たる診断名、入院期間、

退院先、予後、家族背景について後方視的に検討

した。なお、ひきこもりの概念としては『6ヶ月

以上社会参加していない』という定義が広く用い

られるが、今回の検討では 1ヶ月以上のひきこも

りを検討の対象とした。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）年齢分布 

年 齢分布は、6歳から 17 歳で平均 13.5 歳であ

った。男子では平均 13.7歳、女子では 13.2歳で

あった。ひきこもりの背景に、学校への適応の難

しさが関連していることが窺われる。 

（２）診断 

ICD-10 に基づく主たる診断は、F2 が 24.0%(12

例)、F4が 20.0%(10例)、F8が 48.0%(24例)であ

った。F8 については、特定不能の広汎性発達障

害 10例、アスペルガー障害 7例、小児自閉症 7

例という内訳であった。主診断とIQの分布から、

中核的な自閉症だけでなく、自閉症特性の薄い高

機能ケースにおいても、ひきこもりが生じやすい

ことが示唆された。 

（３）ひきこもり期間について 

ひきこもり期間の分布には 5 ヶ月から 72 ヶ月

の幅があった。男子のひきこもり期間が平均13.1

ヶ月であったのに対し、女子は 6.0ヶ月と、受診・

入院までのひきこもり期間は男子で長期化する傾

向を認めた。 

（４）ひきこもり以外の入院時主訴 

ひきこもりおよび不登校を除いた入院時の主訴

は、多いものから昼夜逆転、家庭内暴力の順であ

った。 

（５）入院前の受診と診断の有無 

入院前に診断に至っていたケースは、PDDNOS

では 10例中 5例(50.0%)、アスペルガー障害では

7例中3例 (42.9%)、自閉症では7例中3例(42.9%)

であった。未診断・未支援ケースだけでなく、診

断に至っていたものの、その後、ひきこもりが生

じているケースがあり、各々のケースに応じた必

要十分な支援を提供することの難しさが読み取れ

る。 

（６）入院期間 

入院期間は 20日-416日で、平均日数は 137日

であった。男子は平均 146.9 日、女子は 122.3

日。診断名による入院期間の差は認めなかった。 

（７）転帰・予後 

追跡し得た 45 例中の 33 例(73.3%)が再登校な

ど、社会参加に至っていた。入院時と退院時の

GAF を比較すると、入院時平均が 29.6 であった

のに対し、退院時は平均 50.1(30-80)と上昇して

おり、入院治療には一定の効果がみられた。しか

し、45 例中 12 例(26.7%)では、退院後、再びひ

きこもりが生じており、そのうち 5例は再入院に

至っていた。 



 

（８）家族背景について： 

家族背景について情報収集できた 47例中の 13

例(27.7%)が単身親、6例(13.3%)が生活保護受給

家庭であった。また、精神科疾患の家族歴は 25

例(53.2%)で把握された。内訳は、父あるいは母

の気分障害、神経症、薬物依存やアルコール依存、

発達障害、知的障害、線維筋痛症、同胞の不登校、

適応障害、知的障害、統合失調症であった。 

退院前に関係機関との情報共有や、支援体制を

確認するための連絡やカンファレンスを要したケ

ースが多く、家族機能の脆弱性なケースが少なく

ないことを示している。 

（９）治療内容 

F2 のケースでは薬物療法、F4 のケースでは精

神療法を中心に、包括的な治療方針が策定される

のに対して、F8 のケースでは、発達特性の評価

とそれを踏まえた指導、環境調整、二次障害の治

療が課題となることが多かった。 

 

Ｄ．考察と結論 

多くのケースが社会参加に至っていることから、

発達障害を背景とするひきこもりケースに対して、

入院治療はおおむね有効であると考えられた。し

かし、退院後に再びひきこもりが生じるケースも

少なくないことから、診断や入院治療といった医

療的な介入だけでなく、本人への教育的配慮や学

校環境の調整、家族への支援を含めた包括的な取

り組みが必要になるものと考えられる。 

 

研究３：暴力 

 

Ａ．研究目的 

暴力のために入院治療に至ったケースの特性と

治療のあり方について検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

X 年 3 月から X＋1 年 2 月までの 1 年間に東京

都立小児総合医療センター、児童・思春期精神科

（以下、当科と略す）当科へ緊急入院した患者で、

ICD-10 に基づき F84（PDD）と診断された患者に

ついて診療録に基づいて後方視的に検討した。 

 

Ｃ．研究結果 

対象となった F84患者は 190名（男子 159名,

女子 31名）であった。そのうち高機能 PDD群は

111名（58％）、知的障害合併 PDD群は 79名（41％）

であった。 

入院に至った主訴としては、高機能 PDD群と知

的障害合併PDD群ともに行動上の問題が最も多く

（高機能 PDD：66％、知的障害合併 PDD：68%）、

内訳をみてみると、高機能 PDD群と知的障害合併

PDD群ともに攻撃性や自己破壊的行動が最も多か

った。以下、とくに攻撃性が問題になり、入院に

至ったケースに対する治療について述べる。 

（１）子ども本人に対して 

 広汎性発達障害特性を有しているケースでは、

入院後から自閉症特性に応じた支援が必要となる。

当科では、おもに看護師が日常生活を支援しなが

ら、障害特性について評価している。とくに、大

人や同年代の子どもとの対人コミュニケーション

スキル、全体的な社会性、日常生活場面でみられ

るこだわり、多動や衝動性、不注意などが評価の

ポイントとなる。また、本人の好きなこと、趣味

や気分転換の方法なども重要な評価項目である。

ただし、児童・思春期年齢の子どもは大人からの

評価に敏感なため、日常生活を支援するなかで、

さりげなく評価することが重要である。 

当科では、TEACCH プログラムで紹介されてい

るような視覚的・物理的構造化を応用した環境調

整をおこなっている。たとえば、日課やスケジュ



 

ールを視覚的に提示したり、ルールを視覚的に提

示したりすることなどが有効である。また、曖昧

な表現を避け、できるだけ具体的に伝える、重要

度の優先順位を明確にするなど、情報の伝え方に

も配慮が必要である。 

 仲間集団や教師への暴力が問題になっているケ

ースにおいては、入院当初はほぼ全例が個室を使

用していた。同年代の仲間集団や指導的な立場の

大人との関係でトラブルが生じるケースも多いの

で、個室の使用は、他児との交流を性急に強要せ

ずトラブルが生じた際などに避難することができ

ること、適切な社会的技能を少しずつ修得するこ

とを保証することになる。病棟におけるグループ

活動や日常生活場面における他児との交流の様子

をみながら、集団への適応がある程度可能である

と判断できれば大部屋に移動するが、コミュニケ

ーション能力に困難を抱えていたり、本人の不安

が強い場合は、個室の使用が長期化するケースも

ある。 

 全てのケースで段階的な治療目標を設定してい

た。具体的な治療の方針や自らの課題や進捗状況

をイメージしにくい子どもに対しては、「ここま

で治療が進んでいる」ということを具体的に提示

するうえで、とくに有効である。年少児に対して

はトークンエコノミーの手法を採り入れることが

多い。それぞれの治療目標を設定して、「頑張り」

に応じてトークンをあたえ、それによって報酬（強

化子）を与えている。報酬を考える際には、外出

や外泊、看護師手作りのカード、面会、など、最

も行動を強化しやすいものを選んでいる。 

不適切な行動、暴力や器物破損などについては、

短時間のタイムアウトと行動修正を試みている。

この際、タイムアウトが懲罰目的ではないことを

丁寧に説明し、理解と協力を得る必要がある。 

 こうした病棟内の対人交流の機会を治療的に活

用する際に中心になるのが看護スタッフである。

また、おもに小学生を対象とする病棟には保育士

が配置されており、日課や病棟内の活動、子ども

同士の関係性に介入するうえで重要な役割を担っ

ている。医師や心理士との個別面接では、ほとん

どが支持的・受容的な面接を実施していたが、高

機能群においては、それらと並行して、「怒りの

マネジメント」などの認知行動療法的なアプロー

チを選択しているケースもあった。 

 

（２）薬物療法について 

 暴力が問題となるケースでは衝動制御に問題

を抱えていることが多く、薬物療法が施行されて

いた。使用される薬剤としては、非定形抗精神病

薬（リスペリドン、ジプレキサ）、気分安定薬（バ

ルプロ酸、カルバマゼピン）、ADHD 治療薬（メ

チルフェニデート除法製剤、アトモキセチン）な

どで、単剤もしくは併用されることが多かった。

また、衝動性が強いケースでは、鎮静作用の強い

定型抗精神病薬（レボメプロマジン、クロルプロ

マジン）も一部に使用されていた。発作的に不穏

状態となる場合には、頓用として使用することも

多く、その場合にはリスパダール液、オランザピ

ン口腔内崩壊錠などが使用されていた。 

発達障害児の薬物療法では、薬物の使用に対す

る本人の認識や理解が重要であるため、丁寧な説

明を心がけているが、それでもなお、服薬の同意

が得られないケースもあった。 

また、これらの薬剤の大半は我が国では適応外

使用であることから、この点についても本人と保

護者への充分な説明と同意を要する。 

 

 

 



 

（３）家族支援 

 子どもの暴力については、子ども自身の対人関

係能力や衝動の制御が課題になることがある一方、

家族関係への介入が中心的な治療課題となるケー

スも少なくない。暴力や衝動的な破壊的な行動が

生じるケースでは、家族関係が強い緊張状態にあ

る、子どもに対して腫れものにさわるように接し

ている、相互に交流を回避し、交流の機会が減っ

ている、などの家族状況が生じていることが多く、

家族が疲弊していることが多い。 

入院当初はそれまでの労をねぎらい、受容的に

傾聴しつつ、家族の子どもやその発達特性の捉え

方や向き合い方や、親子・家族の関係性について

アセスメントする。また、入院直後から面会を設

定すると、それまでの葛藤的な家族状況が容易に

再現されてしまうことから、入院当初は、ほぼ全

例のケースで面会を制限し、少しずつ家族との関

係を再開・整理している。 

 家族は発達・障害特性について一般的な知識を

もっているものの、自分の子どもの認知や行動特

性としては理解できていないことも多いため、知

能・心理検査の結果や病棟内で観察された特徴的

な場面についてフィードバックするようにしてい

る。また、本人が暴力に至るまでの家族状況や具

体的な交流を詳細に聴取することを通して、暴力

を誘発しないような関わり方や、子どもが納得し

やすいようなはたらきかけを検討する。 

面会や家族同伴の外出・外泊が始まると、面接

終了後や帰棟後に家族・本人と振り返り、家族の

関わり方や子どもへの対応、よりよい葛藤解決の

方法などについて話し合い、必要に応じて子ども

と家族に助言している。 

いずれの場合でも、その場の状況や他者の言動

を理解しにくい、不快な刺激に反応しやすいなど

の自閉症特性を踏まえた関わり方について検討し、

家族に助言することが重要である。 

 

（４）地域資源の活用 

 退院後の地域生活に向けて、とくに、学校関係

者とは連携する機会が多い。子ども家庭センター、

児童相談所、教育センターなど、地域の関係機関

とのケース検討会議が必要になることも多い。 不

登校が生じていたケースや顕著な学校不適応がみ

られていたケースでは、入院中に院内学級を利用

し、手厚い支援のもとで学校生活を再開すること

もできる。院内学級の担任からの情報提供や具体

的な対応・対処方法に関する助言は、子どもを受

け入れる原籍校にとって貴重なリソースになる。 

 近年、障害者への地域サービスの選択肢も増え

ているが、放課後におこなわれるデイサービスや、

ショートステイなどについては地域格差が大きい

ようである。それぞれの地域の実情に応じて、制

度・サービスの利用について検討することになる。 

 

Ｄ．考察と結論 

以上のように、広汎性発達障害をもつ子どもの

入院治療では、本人の発達特性に関するアセスメ

ントと環境への適応を高めるようなはたらきかけ、

家族関係の調整や家族・学校関係者への情報提供

と助言などが必須である。 

ほとんどのケースで、さまざまな治療・支援技

法を折衷的に採り入れていた。病棟内での対人関

係・生活場面を観察・把握し、行動の修正を促す

こともが有効であり、この際には看護スタッフの

役割が極めて大きい。また、おもに小学生を対象

とする病棟には保育士が配置されており、日課や

病棟内の活動、子ども同士の関係性に介入するう

えで重要な役割を担っている。 



 

この他、怒りのマネジメントを目的とした個別

面接を担当する心理専門職、OT やグループの場

面での問題に介入する作業療法士、関係機関との

窓口やネットワークの調整などを担う PSW など、

他職種によって治療チームが構成されている。こ

れまで、児童・思春期精神科医療における医師の

不足が指摘されてきたが、医師以外のスタッフの

育成も急務である。とくに、子どもと直接接する

機会が最も多い看護スタッフについては、発達障

害の概念と特性や具体的な支援方法について体系

的に修得できる機会を保証することが重要な課題

であると考えられる。 

 

 

研究４ 自殺関連行動 

 

Ａ．研究目的  

発達障害を有する児童思春期例の自殺関連行

動に対して、生物学的・心理社会的背景を把握す

ると共に、入院治療における再企図予防のために

有効な介入内容を検討する。 

 

Ｂ．方法 

平成 22年 3月〜平成 25年 3月に東京都立小児

総合医療センター児童・思春期精神科に自殺関連

行動を理由に緊急入院した112例（連続サンプル）

を対象に、診療録に基づき後方視的に調査した。 

調査項目は、年齢、性別、自殺関連行動に至っ

た直接的誘因、自殺関連行動の手段、希死念慮の

表出の有無（入院前・入院時）、家族・学校等の

社会的背景、精神科的診断（ICD-10 に基づき複

数の児童精神科医が診断）、過去の自殺関連行動

歴・退院後の再企図（フォローアップ期間：平成

25年 8月まで）の有無とした。 

主診断または併存診断が広汎性発達障害であ

った群（PDD 群）とそれ以外の群（非 PDD群）の

２群を設定した。さらに、PDD群のうちフォロー

アップ期間中に再企図があった群（PDD再企図群）

となかった群（非再企図群）のサブグループに分

類した。上記の群につき、各調査項目について比

較検討した。 

 また、このうち、自殺関連行動の手段が比較的

致死性の高い過量服薬、服毒、飛び降り、縊首で

あったケースを「自殺行動」としてその他の比較

的致死性の低い自殺関連行動と峻別した。自殺行

動例の中で主診断または併存診断が広汎性発達

障害であった例についても、フォローアップ期間

中の再企図の有無を識別し、患者背景および入院

治療内容を比較分析することで、自殺行動の再企

図予防に効果的な介入内容について検討した。 

 

Ｃ．結果 

PDD 群は 47 例（42%）であった。PDD 群の背景

は下記のとおりである。 

・平均年齢 14.4歳 

・男女比 47%：57% 

・両親同居の割合：66% 

・いじめられたことがある割合：43% 

・不登校歴あり：77% 

・被虐待歴あり：11% 

・併存疾患 F2：6%、F3：19%、F4：36%、F5：4% 

・併存疾患なし（PDD のみの診断）：34% 

・遺伝負因（1親等者の精神疾患）：30% 

・平均 IQ： 87.4 

・過去の自殺関連行動歴あり：49% 

・退院後の再企図あり：26% 

・自殺関連行動の直接的誘因：学校関係（不適応、

試験、進路など）、次いで家族関係が多かった。 



 

・自殺関連行動の手段は、過量服薬の他に、飛び

降り、飛び出しなど衝動的なものが多かった。 

・PDD群は非 PDD 群と比較して、男性が比較的多

く、IQ は比較的高かった。また、過去の自殺

関連行動歴が有意に少なく、その後の再企図も

比較的少なかった。 

・PDD再企図群は、非再企図群と比して、女性の

ケース、過去の自殺関連行動歴のあるケース、

境界知能または知的障害を有するケース、両親

同居でないケース（片親家庭、再婚家庭など）

が多かった。 

・PDD非再企図群は再企図群と比して入院中にPDD

の診断を受けたケースが多かった。 

 

また、自殺行動の PDD 群は 19 例で、このうち

再企図の有無が不明な 2例を除き、再企図あり 5

例、再企図なし 12 例について比較すると、再企

図ありでは入院期間が有意に短かった。入院期間

が 1週間未満の例を短期入院例、1週間以上の例

を長期入院例と定義して比較したところ、短期入

院例は全 6例において家庭・学校の環境調整を行

っておらず、うち 4 例（67%）が退院後に再企図

に至っていた。一方、長期入院 13 例のうち、退

院後の再企図の有無が不明な 2 例を除いた 11 例

について、環境調整を行った７例では全例再企図

がなく、環境調整を行わなかった４例中1例（25%）

で再企図があった。 

 

Ｄ．考察 

PDD 児の自殺関連行動は、非 PDD児と比較する

と、過去の自殺関連行動歴なく突然 1回きり起こ

す傾向が強いが、一方で再企図リスクの高い一群

もいることが示唆された。再企図のなかった例で

入院中にPDDの診断を受けたケースが多かったこ

とから、適切な診断・評価自体が再企図予防のた

めに重要であると考えられた。更に、PDD児の自

殺行動に対する治療的介入として、診断・評価を

踏まえて家庭・学校などの環境調整を丁寧に行う

ことが再企図予防のために有効である可能性を示

唆された。 

 

Ｅ．結論 

広汎性発達障害を有する子どもの自殺関連行

動は突発的で予測困難な場合が少なくないが、適

切な診断・評価を行った上で、子ども自身に対す

る精神療法・薬物療法等の治療だけでなく、家庭・

学校などの環境調整を行うことが再企図予防のた

めに有効と考えられる。 

 

Ｆ．健康危険情報 なし 

 

Ｇ． 研究発表 

尾崎仁、渡辺由香、近藤直司：広汎性発達障害を

有する子どもの自殺関連行動．第 110回日本精神

神経学会総会（2014 年） ポスター発表 

尾崎仁、渡辺由香、近藤直司、大倉勇史、田中哲、

市川宏伸：子どもの自殺関連行動～広汎性発達障

害を有する子どもの自殺関連行動に対する介入と

再企図予防～．第 55 回日本児童青年精神医学会

総会（2014 年） 口頭発表 

渡辺由香、尾崎仁、大倉勇史、近藤直司：自閉症

スペクトラム児の自殺関連行動． 

第 56回日本児童青年精神医学会総会（2015年） 

口頭発表（シンポジウム） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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研究要旨 

近年、精神医療、司法、福祉のいずれの領域においても、青年期・成人期の発達障害者によ

る対応困難なケースが散見されており、社会的関心も高まっている。こうしたケースを振り返

ってみてみると、幼少時から診断が見逃され、長期間にわたって適切な支援が受けられないま

ま経過した結果、引きこもりや触法行為のような深刻な問題に至っているケースも少なくな

い。したがって、より早期の段階で福祉や専門的医療につなげられるようなシステムを構築す

ることは喫緊の課題のひとつといえる。 

このような背景を踏まえ、本研究では司法領域で遭遇する青年期・成人期の発達障害者のな

かから、とくに自閉症スペクトラムのケースに注目し、触法行為に至った背景等について明ら

かにするとともに、今後の触法行為を防止するための支援および介入手法のあり方について

検討することを目的としている。 

本研究では３年間を通して、【研究 I】「医療観察法指定通院対象者における発達障害者の分

析」、【研究 II】「発達障害者を対象とした問題行動への予防的介入のためのアセスメントツー

ルの開発」および同ツールを用いた暴力をはじめとする問題行動に関する分析、そして【研究

III】としてでは、SOTSEC―ID：性犯罪のリスクがある知的障害のある人たちに向けの治療マ

ニュアルを翻訳出版した。 

【研究 I】では、医療観察法通院対象者のうち、発達障害者の特徴について分析した。その

結果、F8 発達障害圏の診断を有する対象者は、日常生活における小さなトラブルが多く、そ

うした積み重ねが、結果として後の重大な問題行動にもつながっている可能性が示唆された。 

【研究 II】では、発達障害者を対象として、暴力等の問題行動への予防的介入を行うため

のアセスメントツール「＠PIP33－ASD version（アットピップ・サーティースリ－ASD版）」

を開発し、本ツールを用いて調査を行った。その結果、暴力をはじめとする問題行動には、そ

れを引き起こしやすい幾つかの要因があることを明らかにした。これにより、問題行動の予

防、介入にあたっては、特定された要因をターゲットとしたアプローチがより有効であること

が示唆された。 

【研究 III】では、英国ケント大学との連携により、英国で開発された知的障害者向けの性犯

罪治療プログラムを翻訳することで、我が国においても、治療的介入に向けての基盤体制を整備し

た。 

今後もこうした調査研究を重ねていくことにより、発達障害者に対して、より早期の段階で



より的確な介入が可能となるようなアプローチ手法を見出すことが可能となり、ひいては問

題行動の発生を予防できるような効果ももたらすものと期待される。 

【研究 I】 

「医療観察法指定通院対象者における発達障害

者の分析」 

 

Ａ．研究目的 

近年、精神医療、司法、福祉のいずれの領域に

おいても、青年期・成人期の発達障害者による対

応困難なケースが散見されており、社会的関心

も高まっている。こうした背景を踏まえ、本研究

では司法領域で遭遇する青年期・成人期の発達

障害者のなかから、とくに自閉症スペクトラム

のケースに注目し、その特徴等について明らか

にするとともに、触法行為を防止するための支

援および介入手法のあり方について検討するこ

とを目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 本研究では昨年度にひき続き、医療観察法下

で処遇されている者を対象として調査を行っ

た。 

１．調査対象 

調査対象は、医療観察法のもと、本調査への

協力の得られた全国の指定通院医療機関で処遇

を受けている指定通院対象者 1685名のうち、

ICD-10 を用いた診断分類によって F8 発達障害

圏の診断を受けている者（併存診断を含む）58

名である。 

 

２．調査対象期間及びデータ収集方法 

調査期間は、医療観察法制度が開始された平

成 17年 7月 15日から起算して平成 27年 7月

15日までの 10年間とし、全国の指定通院医療

機関 522施設に対して調査票を郵送法で行っ

た。 

 

 

３．解析方法 

本研究では、収集したデータによって明らか

になった対象者の静態情報等の集計値を提示す

るとともに、通院処遇中に発生した問題行動等

についても検討した。 

 

４．倫理的配慮 

個人名･住所地の一部等の個人を特定するこ

とができる部分については、情報の収集範囲か

ら削除した。 

研究遂行にあたっては、疫学研究指針を遵守

し、国立精神・神経医療研究センターに設置さ

れている倫理審査委員会の承認を得たうえで実

施した。 

 

Ｃ．研究結果 

本研究では、既存の研究結果のなかから、

ICD-10によって F8発達障害圏の診断分類に該

当する者のデータのみを抽出して解析を行っ

た。 

１．静態情報の集計結果 

収集したデータのうち、F8 発達障害圏の診断

分類に該当する 58名の概要を表 1に示した。 

表１．結果の概要（N=58） 

性別 男 48名（82.8%） 
女 10名（17.2%） 

年齢 平均 34.21 歳±8.78 s.d.  
範囲 20歳～60歳 

通院形態 直接通院処遇 12名（20.7%）  
入院処遇より移行通院処遇 
46名（79.3%） 

通院処遇継続
中の者の平均
通院期間 
（n=26） 

平均 562.6±313.8日 s.d.  
範囲 65日～1174日 

診断名 
【Fコード】  

F1:1名（1.7%）、F2:29名
（50.0%）、F3:2名
（3.4%）、F4:1名（1.7%）、
F7:1名（1.7%）、F8:23名
（39.7%）、F9：1名
（1.7%） 



対象行為名 
(択一式にて
集計） 

殺人 17名（29.3%）、傷害
16名（27.6%）、強盗 1名
（1.7%）、強姦 4名 
（6.9%）、放火 20名
（34.5%） 

被害者(物）  
(択一式にて
集計） 

家族・親戚 34名（58.6%）、
知人・友人 4名（6.9%）、他
人 19名（32.8%）、不明 1名
（1.7%） 

対象行為時の 
治療状況 

通院治療中 23名
（39.7 %）、入院治療中 2名
（3.4%）、治療中断・治療終
了 23名（39.7%）、未治療 9
名 （15.5%）、不明 1名
（1.7%） 

過去の入院 あり 29 名（50.0%）、 
なし 29 名（50.0%） 

過去の通院歴 あり 50名(86.2%)、 
なし 8名(13.8%) 

 

２．通院処遇中の問題行動に関する集計 

収集したデータのうち、転院ケース（2名）を

連結させた 58名について、通院処遇中に発生が

報告された問題行動について分析を行なった。

集計の詳細を表２に示した。 

 

表２．通院処遇中に発生が報告された問題行動別の集計 

 問題行動（内容） 
直

接 

移

行 
計 ％ 

1 自殺・自殺企図・自傷など 2 8 10 17.2 

2 
他者への身体的暴力など 

（性的な暴力を除く） 
2 5 7 12.1 

3 
他者への非身体的暴力など 

（暴力的言動や態度） 
1 8 9 15.5 

4 他者への性的な暴力など 1 1 2 3.4 

（i） 
2+3+4 対人暴力行動 

（重複を考慮） 
3 11 14 24.1 

5 

上記以外の対人関係の問題

（対人的なルール違反を含

む） 

1 5 6 10.3 

6 
放火など 

（未遂も含む） 
0 0 0 0.0 

7 
器物への暴力 

（放火などをのぞく） 
1 2 3 5.2 

（ii） 

6+7 

対物的暴力行動 

（重複を考慮） 

1 2 3 5.2 

（iii） 

2+3+4+6+7 

暴力的行動等 

（重複を考慮） 

3 12 15 25.9 

8 怠学、怠職、ひきこもりなど 1 1 2 3.4 

9 窃盗・万引きなど 0 2 2 3.4 

10 

アルコール乱用・依存など 

（依存者の場合は再飲酒も

含む） 

1 4 5 8.6 

11 違法薬物の使用・乱用・依存 0 0 0 0.0 

（iv） 

10+11 

アルコール・違法薬物関連の

問題 

1 4 5 8.6 

12 
ギャンブル、買い物などの 

薬物以外の依存行動 
0 2 2 3.4 

13 
通院・通所の 

不遵守・不遵守傾向 
3 6 9 15.5 

14 服薬の不遵守・不遵守傾向 2 4 6 10.3 

15 訪問看護・訪問観察の拒否 0 1 1 1.7 

（v） 

13+14+15 

医療への不遵守 

（重複を考慮） 

3 10 13 22.4 

16 
その他の日常生活上の規則、

ルールの違反など 
4 8 12 20.7 

17 病状悪化に伴う問題行動 1 3 4 6.9 

18 金銭管理上の問題 1 6 7 12.1 

 合計件数 21 66 87  

 

問題行動なし 5 17 22 37.9 

 

Ｄ．考察 

医療観察法通院対象者のうち、F8発達障害圏

の診断をもつ者の割合は全対象者の 3.6％で、性

別では 8 割を男性が占めており、年齢をみてみ

ると 20 代～30 代の比較的年齢が若い世代が多

かった。 



対象行為では、放火（34.5%）、殺人（29.3%）、

傷害（27.6%）と続いており、その割合は全体の

データと比較しても明らかな違いはなかったが、

全体では家族が被害者となっている事例が

47.2％であるのに対し、F8発達障害圏では58.6%

とやや多い傾向が認められた。 

通院処遇中に生じた問題行動の分類をみてみ

ると、最も多く見られた問題行動は「16．日常生

活上の規則、ルール違反など」であり、日常生活

のなかで小さなトラブルが発生している可能性

が示唆された。また、「１．自殺・自殺企図・自

傷など」といった自己へ攻撃性を向けてしまう

問題行動も多い一方で、家族や医療スタッフに

対して暴力的な態度をとる「3.非身体的暴力」

や、看護師といった医療スタッフへの暴力など

の「2.身体的暴力」の問題行動も高い割合で認め

られている。加えて、計画的な金銭管理ができな

いといった「18.金銭管理上の問題」も比較的多

く、家族や関係スタッフが管理している事例も

報告された。 

発達障害をもつ者のなかには、ストレスフル

な環境のなかであってもヘルプサインをうまく

出せずに我慢を重ね、その結果、自分自身あるい

は他人への攻撃性となって行動化するようなケ

ースも認められる。今後は、こうしたケースの特

徴を明らかにすることにより、より早い段階で

有効な介入ができるようなスクリーニングツー

ルの開発が期待される。 

 

【研究 II】 

「発達障害者を対象とした問題行動への予防的

介入のためのアセスメントツールの開発と分

析」 

 

Ａ．研究目的 

青年期・成人期の発達障害者による対応困難

なケースのなかには、暴力に関する問題を抱え

ているものも少なからず存在することが知られ

ており、学会報告等を通して情報が共有されて

きた。しかし、その発表の多くはケース報告にと

どまっており、発達障害をもつ者のなかでも、暴

力等の問題行動に至りやすい者の特徴について

は、まとめられてこなかった。 

本研究では、より早い段階で適切な介入を行

うことにより暴力等の問題行動を未然に防止す

ることを目的として、発達障害をもつ者に特化

した予防的介入のためのアセスメントツールの

開発に取り組んだ。 

 

Ｂ．研究方法 

（１）発達障害者を対象とした問題行動への予

防的介入のためのアセスメントツールの

改編 

 

アセスメントツールの開発にあたってはデル

ファイ法を採用し、それに準じた方法で、児童精

神医学、司法精神医学、矯正医学のエキスパート

らによる評定を繰り返して選定した。 

 

（２）アセスメントツールを用いた暴力 

行動に関連するリスク要因の分析 
 

１.調査対象と調査方法 

＠PIP-33ASD 版を用いて、本調査への協力の

得られた病院や発達支援センター等に通院・通

所している F8発達障害圏の診断を受けている

者（併存診断を含む）53名について、医療担当

者等が評価を行った。 

 

２．調査対象期間および解析方法 

調査期間は、H27年 6月 1日から平成 28年１

月 31日までとし、ASD者のなかでも身体的暴力

群、非身体的暴力群に分け、これらに関連する

リスク要因を分析した。 
 

４．倫理的配慮 

個人を特定することができる部分については、

情報収集の範囲から全て削除した。解析にあた



っては、すべて暗号化された数値のみを扱った。 

 

Ｃ．研究結果 

（１）発達障害者を対象とした問題行動への予

防的介入のためのアセスメントツールの

改編 

  

デルファイ法に準拠した方法で、最終的に８

つのカテゴリーに分類される全３３項目の設問

が選定された。 

各カテゴリーの名称を以下に示す。 

（a）反社会性 

（b）家庭・養育 

（c）学校適応 

（d）生活環境 

（e）精神疾患 

（f）個人特性 

（g）障害特性：ADHD 

（h）障害特性：ASD 

 

本ツールの名称は「Assessment Tool for 

Preventive Intervention for Problem 

Behaviors 33items―ASD version：＠PIP33－

ver.ASD（アットピップ・サーティースリー－ASD

版）」とした。@PIP－33ver.ASDは、3件法（0点

～2 点）で評価点をつける。合計得点の範囲は 0

点から 66点である。 

なお、本アセスメントツールは平成２７年度

報告書に掲載した。 

 

（２）アセスメントツールを用いた暴力 

行動に関連するリスク要因の分析 
 

１．対象者の概要 

評価を実施した 53 名の性別は、男性 44 名

（83.0％）、女性 9名（17.0％）で、平均年齢

は 27.3±8.0s.d.（18～60 歳）であった。 

 

 

２．暴力行動の既往 

 53名のうち、身体的暴力、および非身体的暴

力の既往は以下のとおりであった。 
 
表２．身体的暴力と非身体的暴力の有無 

非身体的暴力 

 

身体的暴力 

なし あり

１ 

あり

２ 

合計 

なし 37 2 3 42 

あり１ 3 2 2 7 

あり２ 2 2 0 4 

合計 42 6 5 53 

 
この分布から、Ｆ８圏の者における身体的暴

力の傾向と非身体的暴力の傾向は区別してとら

えることができると考え、身体的暴力傾向と非

身体的暴力傾向のそれぞれに関連している要素

について検討した。 
 

３．身体的/非身体的暴力との関係の分析 
（１）身体的暴力について 
 ＠ＰＩＰ３３の項目 1 身体的暴力について、

項目 7 以降の各項目との相関係数（Spearman）
が高かった項目は、項目 22「権威への反抗的態

度・反社会的態度」（r=.757, p<.000）、項目 23
「怒りのコントロール不全」（r=.648, p<.000）、
項目 15「対人社会的サポートの問題」（0.623, 
p<.000）であった。 
 また、項目１「身体的暴力」の有無について、

上記で確認された有意な項目を全て「あり」・「な

し」の２要因として、二項ロジスティック回帰分

析をステップワイズ（尤度法）により行ったとこ

ろ、項目 22「権威への反抗的態度、反社会的態

度」を有することが最も強いリスクとなること

が確認された（Exp(B)=104.00, P<.000）。 
 
（２）非身体的暴力について 
 ＠ＰＩＰ３３の項目の項目 3「非身体的暴力」

について、項目 7 以降の各項目との相関係数



（Spearman）の高かった項目をみてみると、項

目 22「権威への反抗的態度・反社会的態度」

（r=.580, p<.000）、項目 23「怒りのコントロー

ル不全」（r=.580, p<.000）、項目 28「思考の柔

軟性の欠如」（r=.516, p<.000）であった。 
項目３非身体的暴力の有無について、上記の

有意な項目を全て「あり」・「なし」の２要因とし

て、二項ロジスティック回帰分析をステップワ

イズ（尤度法）により行ったところ、項目 23「怒

り の コ ン ト ロ ー ル不全 」 を 有 す る こと

（Exp(B)=24.09, P=.007）、および項目 18「精

神病症状」を有すること（Exp(B)=9.200, P=.027）
が、強いリスクとなることが確認された。 
 

Ｄ．考察 

 F８圏における暴力行動をみてみると、身体的

暴力がみられやすい者と非身体的暴力がみられ

やすい者とで特徴が異なっている可能性がある

ことが示唆された。本研究で得られた知見では、

身体的暴力には、本人のもつ反社会的な態度が

リスク要因としてより強く関係している一方、

非身体的暴力では、怒りのコントロール不全や

精神病症状といった障害や疾患の症状がリスク

要因としてより強く関係している可能性が示唆

された。したがって、F８圏の者における問題行

動への予防や介入にあたっては、身体的暴力を

問題とするのか、非身体的暴力を問題とするの

かによって、アプローチを調整する必要がある

かもしれない。 

 さらに、問題行動あり群においては、項目

「18.精神病症状」、項目「1.身体的暴力」、項

目「20.障害特性の理解（受容）度」といった

項目の得点が高い一方で、問題行動なし群では

項目「10.学校・職場等での不適応」、項目

「30.相互的対人交流の困難さ」、項目「24.共

感性の低さ」といった項目で 2点とコードされ

ることが多かった。こうした特徴は、社会的コ

ミュニケーションにおけるサブタイプ（たとえ

ば、受動型や孤立型、積極奇異型、尊大型）と

の関連も推測されるところである。 

今後も調査を続け、対象者数を増やし、問題

行動のリスク評価にもつながるようなカットオ

フ得点の設定など、本尺度の臨床応用の可能性

についても検討していく必要があると思われ

る。 

 

【研究 III】 

「SOTSEC―ID：性犯罪のリスクがある知的障害

のある人たちに向けの治療マニュアルの翻訳出

版」 

 

Ａ．目的 
地域社会内で生活している障害者の間では性

に関する問題が比較的頻繁に起こっているとい

う事実がありながらも、我が国においては性に

関する問題はタブー視される傾向があり、実質

的な介入はほとんど行われてこなかったという

のが現状である。そこで、本研究では性犯罪のリ

スクのある障害者を対象とした治療プログラム

（SOTSEC-ID）の日本語版を開発することを目

的に行った。 
 

Ｂ．研究方法 

英国ケント大学の研究者らの正式な許可をえて

翻訳を行った。また、翻訳にあたっては翻訳家の指

導を受け、専門用語については司法の専門家によ

る助言をうけて調整した。 

 

Ｃ．研究結果 

 別添資料として示した。 
 
Ｄ．考察 

障害者の性犯罪のリスクについては、これま

でほとんど介入が行われてこなかった。しかし、

こうした具体的で実行可能な介入手法を確立し、

地域社会において広く普及させることは、性に

関連した問題をかかえる障害者の安全な社会統

合にも貢献するものと思われる。今後は、本介入



プログラムの実践的取り組みが期待されるとこ

ろである。 
 

Ｅ．結論 

本研究では、医療観察法の指定通院対象者の

うち、F8 発達障害圏の診断を受けていた 58 名

のデータを収集し、とくに通院中に発生する問

題行動について分析を行った。この中では日常

生活上でみられる小さなトラブルが散見されて

いたことから、今後は、こうした点にも注目した

介入アプローチも検討していく必要があると思

われた。 

また、発達障害者を対象とした暴力等の問題

行動への予防的介入を行うためのアセスメント

ツール「＠PIP33－ASD version（アットピップ・

サーティースリー－ASD）」を用いた調査からは、

暴力をはじめとする問題行動には、それを引き

起こしやすい幾つかの要因があることを明らか

にした。 
さらに、治療的介入という観点からは、これま

で地域社会において障害者の性に関する問題が

比較的頻繁に起こっているという事実がありな

がらも、実質的な介入はほとんど行われてこな

かったという現状を踏まえ、性犯罪のリスクの

ある障害者を対象とした治療プログラム

（SOTSEC-ID）の日本語版を開発したことも重

要である。こうした具体的で実行可能な介入手

法を確立し、地域社会において広く普及させる

ことは、性に関連した問題をかかえる障害者の

安全な社会統合にも貢献するものと思われる。 
今後もこうした調査研究を重ねていけば、発

達障害者に対して、より早期の段階で、より的確

な介入ができるようなアプローチ手法を見出す

ことも可能であるｓと思われ、ひいては問題行

動の発生予防にもつながるものと期待される。 
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平成25～27年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業（精神神経分野） 

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 
児童・思春期における発達障がいを抱えた触法ケースに対する 

矯正医療の在り方についての研究 
 

分担研究者 桝屋 二郎（福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室） 
 研究協力者  安藤久美子（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 

司法精神医学研究部） 

研究要旨： 

過去の調査研究において我が国の少年司法システムの現場にも社会内での発生率を上回る率で

自閉症スペクトラム障がい者の出現が示唆されている。社会内での青年期・成人期発達障がいの対

応困難ケースへの標準的な危機介入と治療・支援を検討する上で参考となる矯正施設、特に少年院

において児童・思春期の発達障がいを抱えた被収容少年に対してどのような介入が行われているか

調査し、少年院に発達障がい少年がどの程度存在し、複数の少年院間での収容や処遇の違いを調査

した。少年院での発達障がい少年への処遇方法については、日本矯正教育学会等で公表された内容

を中心に検討を行ったところ、少年院・少年鑑別所などの矯正施設においても対応困難な発達障が

いケースへの支援で必要と認識されているスタンスは社会内で必要とされているスタンスと共通

しており、いくつかの少年院で独自の取り組みが為され、矯正施設内で実施されている有効な介入

方法は社会内支援に応用できる可能性が高いことが示唆された。次に、非行少年が再非行に至らず

に円滑に社会復帰を果たすためには社会復帰後の社会内支援の充実が欠かせず、そのために必要な

施設内支援と社会内支援の情報共有のツール、つまり発達障がいを抱える非行少年についての種々

のリスクを査定する共通ツールとして有力と考えられる、研究協力者である安藤が中心となって開

発中の「発達障がい者を対象とした問題行動への予防的介入のためのアセスメントツール（@PIP-33

‐ASD version）」の標準化と妥当性の検証の一環として、発達障がいが多く収容されている少年院

において実際にどの発達障害がどの程度収容されているかの検証を児童精神科医師が DSM-5 を使

用して行った。その結果、ASDと ADHDに着目すると男子特殊教育課程少年院には診断基準を満たす

少年が計 33.7％存在し、その中で被虐待体験や被いじめ体験を有したり有する可能性が有るものが

79％以上にのぼることが明らかとなった。最後に他の処遇課程の少年院への聞き取り調査とアンケ

ート調査を行い、筆者が平成 22 年に調査を行った同様の調査１７)との比較を行い、少年院における

発達障害少年の処遇の変化を検討した。平成 22 年と同様に引き続き一定数の発達障がい少年が少

年院に収容され、発達障がいを多く収容することを目指している処遇課程以外の少年院にも一定数

の発達障がい少年が収容されていることに変化はなかった。ASD少年の比率も平成 22 年に比して大

きな変動はないと考えられた。発達障がいが診断された時期の変化から少年司法現場にて発達障が

いケースが存在している可能性への認識が深まっていると考えられた。少年院への再収容率も平成

22 年より改善が見られ、発達障がいを抱えた被収容少年への矯正教育の取り組みが功を奏してきて

いる可能性が示唆された。 



Ａ．研究目的 

発達障害の中でも自閉症スペクトラム障害を

抱えた者による触法ケースについての報告の端

緒となったのは Wing(1981)による薬物への執着

を呈したアスペルガー症候群の少年が実験的に

友人に薬物を投与したケース３）や Mawson ら

(1985)による強迫的観念を背景にしたアスペル

ガー症候群の男性による赤子への暴力ケース４）

と思われる。これらの報告以降も自閉症スペクト

ラム障害者による犯罪や反社会的行動について

の報告は散見されるが、自閉症スペクトラムと犯

罪や反社会的行動との関係性について着目した

大規模な疫学的調査は現在までに行われていな

い。Scragg ら(1994)は英国の高度保安病院であ

るブロードモア病院での調査において男性の全

患者 392名中 9名(約 2.3％)がアスペルガー症候

群およびその可能性が高いとし、この確率が一般

人口におけるアスペルガー症候群の発生率より

も高率であることから、アスペルガー症候群は暴

力行為を伴うことがあると考察した５）。わが国で

も近藤ら(2005)が自閉症スペクトラム指数日本

版(AQ-J)の修正版を用いて少年鑑別所に入所し

た非行少年、計 1574 名を調査したところアスペ

ルガー障害である可能性が高いとされるカット

オフ値を越えた少年が 3.1％であったと報告し

ている６）。また藤川(2005)は家庭裁判所に送致さ

れた計 862 名の非行少年を独自のスクリーニン

グカードを用いて調査したところ、広汎性発達障

害が疑われる者の割合が 2.8％であったと報告

している７）。近藤や藤川の調査はあくまでもスク

リーニングツールを用いた検査であり、確定診断

でないことに注意を要するものの、英国だけでな

く、我がわが国の司法の現場にも一般の発生率を

上回る率で自閉症スペクトラム障害者が出現し

ている可能性は否めない。 

そこで我が国の青年期・成人期発達障がいの対

応困難ケースへの標準的な危機介入と治療・支援

を検討する上で参考となる、矯正施設、特に少年

院において発達障がいを抱える児童・思春期の被

収容少年に対してどのような矯正教育・矯正医療

が行われているのかを調査した。 

次に少年院においては法務教官を中心に発達

障がいを抱える被収容少年に対しても非行矯正、

社会復帰に向けた取り組みを施設内支援として

取り組んでいるが、非行少年が再非行に至らずに

円滑に社会復帰を果たすためには社会復帰後の

社会内支援の充実が欠かせない。そのためにも施

設内支援と社会内支援の情報共有と連携による

円滑な支援移行が必要となるが、発達障がいを抱

える非行少年についての種々のリスクを査定す

る共通ツールが無いために円滑な連携や支援移

行の困難が指摘されてきた。本研究ではその共通

ツールとなりうる、少年院研究協力者である安藤

が中心となって開発中の「発達障がい者を対象と

した問題行動への予防的介入のためのアセスメ

ントツール（@PIP-33‐ASD version）」1)の標準化

と妥当性の検証の一環として、青年期・成人期発

達障がいの対応困難ケースへの標準的な危機介

入と治療・支援を検討する上で参考となる矯正施

設、特に発達障がいが多く収容されている少年院

において@PIP-33 を実施するための予備調査を

行った。 

最後に、発達障がいが多く収容されていると目

される処遇課程である特殊教育課程（現「支援教

育課程」）以外の少年院での状況と取り組み、お

よびその変化を調べ、最終的な本研究班の目的の

一つである社会内における青年期・成人期発達障

がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援

に関するガイドライン作成へ矯正施設、特に少年

院での取り組みが汎化できないかを探った。 

 

Ｂ．研究方法 

Ⅰ．平成 25年度研究 

 法務省矯正局が平成22年と平成23年にそれぞ

れ注意欠如多動性障害と広汎性発達障害を抱え

た被収容少年への処遇に関する執務参考資料(非

公開)として作成し、全国の少年院へ配布した「処

遇上特別の配慮を必要とする少年に対する効果

的な処遇の在り方について」、そして平成 24年度

に執務参考資料(非公開)として作成された「特殊

教育課程 処遇プログラム」を参考とし、日本矯

正教育学会において発表された内容を中心に、少



年院・少年鑑別所において発達障がいを抱える被

収容者にどのような処遇が行われているか調査

した。そして、一般社会内での発達障害者の触法

ケースへの支援に汎化できるような介入があり

えないか検討を行った。 

 

Ⅱ．平成 26年度研究 

１）調査対象 

 少年院の中でも発達障がい者が多く収容され

ると指摘されることの多い男子の特殊教育課程

少年院（特殊教育課程とは、「H₁課程：知的障が

い者あるいはそれに準ずる者」、「H₂課程：情緒的

未成熟等により非社会的な形の社会的不適応が

著しいため専門的な治療教育を必要とする者」が

収容される少年院）である A 少年院に平成 26 年

7 月より平成 26 年 12 月収容されていた全少年

（男子 86名、14～20 歳）。 

２）調査期間 

平成 26年 7月～平成 26年 12月 

３）調査方法 

精神科および児童精神科における臨床経験が

10 年以上ある発達障がい診断経験が豊富な医師

が操作的診断基準（DSM-5）を用いて診断した。

診断情報としては問診によるものの他、当該少年

の過去の資料（非行歴や生育歴、心理検査結果、

家族からの情報等）も参考資料とした。また被虐

待体験の有無、被いじめ体験の有無についても調

査した。虐待の定義については「児童虐待の防止

等に関する法律」による定義、すなわち、「保護

者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）が

その監護する児童（十八歳に満たない者をいう。

以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。  

一  児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそ

れのある暴行を加えること。  

二  児童にわいせつな行為をすること又は児童

をしてわいせつな行為をさせること。  

三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著

しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人

による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行

為の放置その他の保護者としての監護を著しく

怠ること。  

四  児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的

な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含む。）

の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身

体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に

有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童

に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 」

を用いた。いじめの定義については、文部科学省

が採用している定義「当該児童生徒が、一定の人

間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受

けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない」を

用いた。 

４）倫理的配慮 

 個人名や個人の非行名は一切特定されない調

査である。研究遂行にあたっては法務省矯正局、

矯正管区、および少年院の承認を得た上で実施し

た。 

 

Ⅲ．平成 27年度研究 

１）調査対象 

 本邦の長期処遇を担う少年院から処遇課程、性

別ごとに少年院を抽出（男子一般少年院、女子一

般少年院、支援教育課程少年院、医療措置課程少

年院の計 4施設) 

２）調査期間 

平成 27年 11月～平成 27年 12月 

３）調査方法 

各少年院ごとに聞き取り及びアンケート調査

を行った。各障害の診断は「少年院入所前に社会

内の医療施設等で為されたもの」、「少年鑑別所で

医師あるいは臨床心理士によって為されたもの」、

「少年院で医師あるいは臨床心理士によって為

されたもの」のいずれでも可とし、ASD群と ADHD

群については（ICD-10 、DSM-4TR、DSM-5）のい

ずれかで当該群にあたる診断がついているもの

とした。 

平成 22 年に筆者はファイザーヘルスリサーチ



振興財団の研究助成を受けて ASD 群について同

様の調査１７)を行ったが、、その結果と今回の結果

を比較した。対象施設数が少ないため、単純集計

による記述的分析を実施している。 

４）倫理的配慮 

 個人名や個人の非行名は一切特定されない調

査である。研究遂行にあたっては各少年院と各少

年院を通じて法務省矯正局、矯正管区にも許可を

得た上で実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

Ⅰ．平成25年度研究 

我が国の少年院においては、少年鑑別所における

鑑別結果から処遇上特別の配慮を必要とすると

判断された少年に対して、その鑑別結果を基に個

別に処遇上の配慮を行ってきた。このことは、我

が国で発達障がいが注目される契機となった平

成16年の発達障害者支援法の成立より遥か以前

より少年院の処遇課程の一つに特殊教育課程が

設置され、「H₁課程：知的障がい者あるいはそれ

に準ずる者」と共に「H₂課程：情緒的未成熟等に

より非社会的な形の社会的不適応が著しいため

専門的な治療教育を必要とする者」が設置されて

いたことからも見てとれる。実際に現在、自閉症

スペクトラムと診断された少年がこのH₂課程の

少年院に多く送致されている。法務省矯正局はこ

のような発達障がい者が多く含まれる「処遇上特

別の配慮を必要とする少年」に対して、より効果

的な処遇を継続的に展開し、その社会復帰を支援

するべく、平成20年度に処遇プログラム充実化検

討会を立ち上げ、外部アドバイザーの専門的助言

も受けながら効果的な処遇の在り方について検

討を行ってきている。その成果として、平成22

年と平成23年には、それぞれ注意欠如多動性障害

と広汎性発達障害を中心に抱えた被収容少年へ

の処遇に関する執務参考資料として「処遇上特別

の配慮を必要とする少年に対する効果的な処遇

の在り方について」を作成し、全国の少年院・少

年鑑別所に配布した。その中で検討あるいは指摘

されている項目を要約すると「障害について」、

「基本的に必要なスタンス」「特性を的確に把握

するための留意事項」、「鑑別結果作成上の留意事

項」、「少年鑑別所から少年院への効果的な情報伝

達」、「有効と考えられる処遇について」等である。

これらの項目の内、特に介入・治療・支援に関係

が深い項目や矯正施設独自の取り組みと言える

項目についてを検討していきたい。 

 

１）基本的に必要なスタンス 

「処遇上特別の配慮を必要とする少年に対す

る効果的な処遇の在り方について」において、発

達障がいに精通した法務技官(心理技官)として

鑑別所長や少年院長を歴任した小栗による軽度

発達障がいの鑑別において必要な心構えが挙げ

られている(以下の4点。要約)８）。 

①対象者に発達障がい者が含まれている可能性

が有り、鑑別や識別の必要に迫られている。 

②少年鑑別所が発達障がいの第一発見者になる

可能性は高く、見落としは許されない。 

③特定の障害名を付けることが目的ではなく、有

効な教育、指導、治療に結び付いてこそ意味があ

る。 

④発達障がい者を「環境への望ましい操作と必要

な指導を待っている存在」と捉え、分析すべきで

ある。 

これらの心構えは我々が社会内において対応困

難ケースに対峙した際にも必要な心構えと言え

よう。特に対応困難ケースではその激しい問題行

動(外在化症状)ゆえに基盤となる発達障がいが

見落とされているケースが多く、先入観を排しな

がらも、その存在を念頭に置いたケース分析が求

められる。 

次に矯正教育に必要とされる基本的スタンスは

としては以下のようなものが挙げられている(要

約)。「特別の配慮を必要とする少年なのかもしれ

ないという視点」、「対応に困っている少年は、そ

の少年自身も実は困っているのではという視点」、

「個々の少年のニーズに即した対応」、「対応は職

員で足並みをそろえる」、「引継ぎの重要性に立ち

返る」これらを挙げた上で、少年院での処遇にお

いて従前より重視されてきた、処遇の根幹とも言

える「処遇の個別化」が発達障がいを抱える少年



への処遇でも同様に大切であることを指摘して

いる。つまり正しく少年や少年の抱える障がいを

理解して、その上で真の意味で少年の利益となる

処遇を個別に追及していくことが大切であると

指摘している。この指摘も我々が社会内において

対応困難ケースに対峙した際にも必要な態度に

通じていると言えよう。 

これらの指摘から言えることは、対応困難ケー

スへの介入における必要な基本的スタンスは社

会内であっても、矯正施設内であっても変わらな

いということであろう。従って、少年院などの矯

正施設で効果が認められる処遇は社会内支援に

おけるヒントとなりうる。 

 

２）特性を的確に把握するための留意事項 

特に非行に関連する事柄としては、発達障がい

特性が非行の原因であるというような短絡的分

析を慎むべきと指摘している。発達障がい特性が

社会不適応を招き、そこから非行につながってい

ることが多いことを指摘した上で、社会不適応に

至った経緯や背景を詳細に調べ、少年の障がい特

性の関連を丁寧に分析することが肝要であると

指摘している。また、発達障がいのいわゆる二次

障害の一種とされる内在化症状(自尊感情の低下

から生ずる抑うつ気分や劣等感、怒り、無気力等)

の存在や程度にも目を向ける重要性も指摘され

ている。このことは同じく二次障害の一種である

外在化症状に非行が含まれること、内在化症状と

外在化症状は単独で出現するよりも両者が混合

して生じることが多いこと等を考えると極めて

妥当な指摘と言えよう。 

他に、関連要因としての虐待への視点の重要性

も指摘されている。発達障がいの存在が虐待を生

む可能性と共に、虐待を受けることで発達障がい

類似の症状を生んでいくという杉山の指摘９）を

紹介している。 

 

３）有効と考えられる処遇について(少年院にお

ける新しい取り組み) 

①SGW(Skill Group Work;スキル・グループ・ワ

ーク) 

 前述した特殊教育課程少年院である神奈川医

療少年院において平成18年度から実施されてい

るグループワーク。医師から発達障がいや発達障

がいの疑いといった診断を受けた少年の中から、

少年が持つ特性や院生活での様子に着目しつつ、

グループ指導になじむかどうかを発達障がい処

遇担当スタッフが検討して選出し、1グループ6

人前後としてグループを編成している。 

 このような編成のグループで対人場面や社会

生活に必要とされる基本的な「スキル」を少人数

のグループによる指導を通じて身につけさせる

ことを一つの目的としているが、その目的を達成

する中で、「障がい」であることを自覚させると

いうより、障がいによる症状が「特性」や「くせ」

として受け止められるよう方向付け、出院後に必

要に応じて社会資源を利用し、周囲から援助を受

けながら安定した社会生活を送ることができる

よう心構えを持たせることをより重要な目的と

して位置付けている。プログラム内で使用される

技法は各グループの各達成目標によって選択さ

れ、使用技法は多岐にわたっている。例を挙げる

とグループディスカッション、ディベート、SST、

アサーショントレーニング、アンガーコントロー

ルトレーニング等である。達成目標はスタッフが

少年に身につけさせる必要性を感じているスキ

ルが重視されるが少年自身が関心を示したこと

についても積極的に取り入れられている。ファシ

リテーターは各少年の特性を踏まえ、少年の注意

が散漫にならぬよう、そして少年が理解しやすい

ように表現方法や教材に工夫をしていく。 

 約3か月をかけて1回あたり40分、全10回(単元)

程度のプログラムを行うが、各単元のテーマ例と

しては「発達障がいを理解する」、「特性について

理解する」、「障がい受容について考える」、「自分

自身がどう他者から見られているかを理解する」、

「自分の考えの癖に気付く」、「自分と違う考えを

受け入れる」、「適切な問題解決を学ぶ」、「社会資

源・制度を理解する」等である。 

②『心の扉』プログラム 

 同じく特殊教育課程少年院である中津少年学

院で行われている感情理解・感情コントロールを



目的としたプログラム。同院にて従前より実施し

ていた自己理解のための交流分析にアンガーマ

ネージメントを組み合わせて開発された。 

 対象としては「情緒の未成熟さから対人場面で

の刺激に柔軟に対応できず、些細なことで粗暴で

攻撃的な態度をとりやすい」タイプの少年を少年

鑑別所の鑑別結果と少年院での生活観察から選

定する。約2か月をかけて1回あたり50分、全8回

(単元)程度のプログラムを行う。技法としては毎

回のワークシートを中心に討論、発表、アイスブ

レーキング、ロールプレイ等を用いている。 

指導内容としては最初にプログラムを少年に円

滑に導入させる意図も込めて、「エゴグラムチェ

ックシート」を少年に作成させ、自身がどういう

タイプの人間なのか知るとともに、どういう部分

を修正していけば良いのかを共に検討していく。

その後、アンガーマネージメント用ワークシート

を用い、怒りの仕組みやコントロールの仕方を学

ばせる。ワークシートについては低位な言葉や表

現を工夫しており、少年自身が考えを導き出し、

それに基づいて討議やロールプレイを行ってい

く。また、「言葉のお守り」と名付けたセルフト

ークを見つけ出させ自身の心の拠り所を再確認

させたり、自身で怒りを鎮めるセルフマネージメ

ントについてトレーニングも行う。 

③認知作業トレーニング (COT； Cognitive 

Occupational Training)１０） 

 本プログラムは宮川医療少年院の法務技官(精

神科医師)宮口幸治が中心となって、宮川医療少

年院、広島大学、大阪保健医療大学、大阪府立大

学で共同開発された独自のプログラムであり、身

体的に不器用な少年に対する治療的アプローチ

を主眼とする。少年自身の気づきを重視し認知機

能へ働きかけることによってボディイメージや

身体機能の向上を図る。つまり、身体機能と認知

機能の向上を組み合わせたトレーニングを行う

ことで、退院後に就労等を含めた社会生活を円滑

に送れるための基礎作りを行う。 

 対象少年の選定についてはオリジナルの「行動

観察によるチェックリスト」を用い、手先だけで

なく身体的に不器用な少年を選定する。身体的な

不器用さとは例えば体全体の動きのぎこちなさ

やコントロールの悪さを含んだものである。選定

された少年には「IQが低い」、「スポーツ経験が少

ない」、「立位や坐位の自画像にてボディイメージ

の悪さが露わになる」といった特徴の少年が多い

傾向にある。実施期間は約3か月をかけて1回あた

り50分、全10回(単元)程度のプログラムを行う。 

 ファシリテーターおよびコ・ファシリテーター

は役割分担を綿密に決め、指導中には少年に「楽

しい」、「面白い」といった正の強化を与える感情

を持たせるために、結果に対する承認を随時与え

ることが必要とされる。またプログラムを通じて

出来れば複数回の作業療法士の参加が推奨され

ている。作業療法士は認知神経リハビリテーショ

ンや感覚統合療法等に精通している者が望まし

い。作業療法士は各少年の目標課題の再設定等を

担当する。 

 プログラム全体の目的や毎回のセッションの

トレーニングの目的を少年に分かりやすく伝え、

そのトレーニングが例えば就労にどう直結する

のかを伝えることでモチベーションの維持・向上

を目指す。各単元の主題としては自己の目標設定

や自己理解を行ったのち、注意機能や言語的記憶

能力、筋力の調節、動作の予測能力等を高めるた

めに様々な認知作業トレーニングを実施する。例

としては模倣動作、棒体操、ブロック積み、毛布

引き、正しい姿位トレーニング、つまようじ積み、

ひも結び等々である。 

 本プリグラムは複数の機関で現在も改良を重

ねている段階であり、実施には本プログラムに精

通した専門家によるスーパーバイズが必須とさ

れている。 

 

Ⅱ．平成26年度研究 

１）DSM-5による診断（重複診断有り） 

☆男子特殊教育課程少年院、86ケース中、  

①ASDあり、ADHDあり： 7ケース（  8.1％）  

②ASDあり、ADHDなし：19ケース （22.1％） 

③ASDなし、ADHDあり： 3ケース（  3.5％） 

➡①②③の計29ケース（33.7％） 



→ASDあり（①＋②）計26ケース（30.2％） 、

→ADHDあり（①＋③）計10ケース（11.6％）  

➡①②③の計29ケース名中、少年鑑別所での診断

と診断結果が異なったもの：4ケース（13.8％）  

➡①②③の計29ケース名中、 

→発達障がい＋知的障がい:8ケース 

→発達障がい＋境界知能域（本研究では 

IQ70～85程度とした）：12ケース  

 →発達障がい＋正常域知能：9ケース 

➡86ケース中、発達障がいが診断されない知的障

害ケース：41ケース（47.7％） 

 

２）発達障がいを診断されたケースにおける被虐

待、被いじめ経験の有無 

☆29ケース中、 

①明らかな被虐待体験や被いじめ体験を有する

→15ケース（51.7％） 

②明らかではないものの、被虐待体験や被いじめ

体験を有すると疑われる→8ケース（27.6％） 

 

Ⅲ．平成27年度研究 

聞き取り及びアンケート回収は対象4施設から

全て行えた。 

☆調査結果 

１）過去2年間の任意の時点におけるASD群および

ADHD群との診断を受けている被収容少年数と総

員に比した割合 

①男子一般少年院  

・ASDあり、ADHDあり： 1ケース（  0.6％）  

・ASDあり、ADHDなし：3ケース （1.7％） 

・ASDなし、ADHDあり： 4ケース（ 2.3％） 

→全計8ケース（4.6％） 

→ASD診断あり計4ケース（2.3％） 

→平成22年調査でのASD診断あり割合1.8％ 

②女子一般少年院 

・ASDあり、ADHDあり： 2ケース（ 5.7％）  

・ASDあり、ADHDなし： 0ケース （‐） 

・ASDなし、ADHDあり： 0ケース（‐） 

→全計2ケース（5.7％） 

→ASD診断あり計2ケース（5.7％） 

→平成22年調査でのASD診断あり割合5.3％ 

③医療措置課程少年院 

・ASDあり、ADHDあり： 2ケース（  5.4％）  

・ASDあり、ADHDなし：6ケース （21.6％） 

・ASDなし、ADHDあり： 0ケース（‐） 

→全計8ケース（21.6％） 

→ASD診断あり計8ケース（21.6％） 

→平成22年調査でのASD診断あり割合22.9％ 

④特殊教育課程(現 支援教育課程)少年院 

・ASDあり、ADHDあり： 7ケース（  8.1％）  

・ASDあり、ADHDなし：19ケース （22.1％） 

・ASDなし、ADHDあり： 3ケース（  3.5％） 

→全計29ケース（33.7％） 

→ASD診断あり計26ケース（30.2％） 

→平成22年調査でのASD診断あり割合35.6％ 

 

２）発達障がいと診断された時点 

・鑑別所入所前：8名(17.0％) 

→平成22年調査14.0％ 

・鑑別所入所中：35名(74.5％) 

 →平成22年調査72.1％ 

・少年院入院後：4名(8.5％) 

 →平成22年調査17.4％ 

 

３）発達障がい少年の少年院収容回数 

・1回  ：39名（83.0％） 

・2回  ：7名 （14.9％） 

・3回以上：1名 （2.1％） 

 →複数回入所の割合は全体平均（16～17％）と

ほぼ同等（平成22年調査ではASD少年の再収容率

は20.1％） 

 

４）精神科医配置状況 

 ・常勤精神科医あり  ：4施設中2施設 

 ・非常勤精神科医のみ ：4施設中2施設 

 ・精神科医なし    ：なし 

  →平成22年調査では8施設中3施設に精神科

医の配置無し 

 

５）発達障がいと診断されてはいないが疑わしい

と判断している少年が居るか？ 

 ・居るが精神科医不在にて診断不能：0施設 



・疑わしい少年は既に診断済：4施設 

→平成22年調査ではASDを疑うも直ちの診断不

能な施設があり 

 

６）発達障がいについて、講習や勉強会などの定

期的な教育が職員に行われているか？ 

・定期的に実施している：1施設 

・定期的ではないが概ね実施されている：3施設 

 

７）発達障がい少年の処遇や社会移行を専門的に

コーディネートする担当職員を配置している

か？ 

・している：   1施設 

・していない：  3施設 

 

８）発達障がいに特化した処遇プログラムの継続

的実施歴がある。 

 ・ある：1施設 

 ・ない：3施設 

 

Ｄ．考察 

いくつかの少年院での新しい取り組みについ

ては十分にエビデンスが揃っていないものも有

るし、そもそも複数の指導が常に並行して実施さ

れている少年院においてはプログラムの効果判

定が困難な場合が多い。しかし、これらの新しい

プログラムを実施している施設においては様々

な方法で効果検証を試みており、実施前後の変化

をとらえる試み(質問紙、チェックリスト、作文、

行動観察等)を行っているが、今回取り上げた3

つの新たなプログラムに関しては少年本人から

も実施担当スタッフからも肯定的なデータが多

く出ており、一定の効果が有る可能性は高いと考

えられる。今回取り上げたプログラムは非行を直

接的に取り扱っているものではなく、そういった

意味では社会内の対応困難ケースへの導入も抵

抗が少ないと言えよう。発達障がいの障がい受容、

さまざまなソーシャルスキルの向上、アンガーコ

ントロール、認知機能の向上等は社会内ケースで

も対応が必要な項目であり、社会内支援への汎化

も十分に考えられる。今後、法務省矯正局にも連

携を働きかけ、矯正施設内での試行と社会内での

試行を行い、効果の差異や実施条件の調整等を行

い、双方の利益、ひいては対象者の利益となるよ

うなプログラムの開発を模索すべきと考える。 

平成26年度研究に関しては、以前から特殊教育

課程（現 支援教育課程）少年院には発達障がい

少年が多く収容されていることは指摘されてい

たがそれを裏付ける結果となった（33.7％）。特

殊教育課程に収容される少年には「H₁課程：知的

障がい者あるいはそれに準ずる者」と「H₂課程：

情緒的未成熟等により非社会的な形の社会的不

適応が著しいため専門的な治療教育を必要とす

る者」の2群の少年が居るが、両群には共に相当

数の発達障がい者、特にASD者が含まれることが

本結果より示唆された。今回の結果にてASDのな

いADHD者が少ない（3.5％）理由としてはピュア

なADHD者は特殊教育課程少年院には送致されず、

他の処遇課程に分類され、一般少年院に収容され

ていることが予想される。 

 少年鑑別所での診断結果との乖離率が13.8％

であったが、この数値の期待値よりの高低の判断

は本研究では難しい。しかし、非行少年の診断を

観護措置の短期間で行う難しさは指摘しておく

べきであろう。少年鑑別所には常勤の精神科医師

が配置されていないところも多く、診断ツールの

統一も行われていない。今後、世界的にエビデン

スの得られているADOSやCARS2等の本人観察用ツ

ールの導入と職員への発達障がいとそのアセス

メントの教育の充実は必須と考えられる。また杉

山も指摘している１２)通り、本研究においても発

達障がいであるのか、被虐待を背景として反応性

愛着障がいであるのか判別困難なケースが多く

存在した。非行少年の場合、保護者に治療情報を

求めることが困難なケースも多くある。 

発達障がい者の惹起する非行や犯罪は周囲の

不適切な対応や支援から起こる二次障がい、それ

に含まれる外在化症状として起こっていること

が以前から指摘がされている１３)が、本研究にお

いて、発達障がいを抱える被収容少年の中で明ら

かな被虐待体験や被いじめ体験を有する少年が

過半数である51.7％、それ以外に、明らかではな



いものの、被虐待体験や被いじめ体験を有すると

疑われる少年が27.6％、つまり約80％の少年が虐

待やいじめを受けていたことは注目に値する。齋

藤は不適切な対応を防げば二次障がいを防ぐこ

とができると指摘している１４)が、本研究結果も

発達障がいを早期に発見し早期に適切な支援を

していく必要性と二次障がいへの対応の必要性

を示唆している。発達障がい者と犯罪被害および

犯罪加害の関係を考えた際に加害を起こすより

も被害を7倍も受けやすいとの報告もある１５)。発

達障がいを抱える非行少年は加害者である側面

と共に被害者としての側面も持っており、加害行

為への対応と共に被害体験への対応も必要なの

である。 

最後に平成27年度研究については、平成22年の

調査に比べて少年院被収容少年の中の発達障が

い少年の割合の増減については議論は出来ない

ものの、引き続き一定数の発達障がい少年が少年

院に収容されていることは確認でき、発達障がい

を多く収容することを目指している少年院（支援

教育課程）以外の少年院にも一定数の発達障がい

少年が収容されていることに変化はない。ASD少

年の比率も平成22年に比して大きな変動はない

と考えられる。 

発達障がいが診断された時期については社会

内や少年鑑別所で診断が行われ、少年院での本格

的な矯正教育段階前に診断がついているケース

が平成22年に比して明らかに増加しており、少年

司法ケースの中に発達障がいケースが存在して

いる可能性への認識が深まっていると考えられ

る。少年院への再収容率も平成22年よりも改善が

見られ、発達障がいを抱えた被収容少年への矯正

教育の取り組みが功を奏してきている可能性を

示唆していると言えよう。少年院への精神科医の

配置状況であるが、平成22年に法務大臣の設置し

た有識者会議が提言した内容の中に少年院およ

び少年鑑別所への精神科医、中でも児童精神科医

の増配置が盛り込まれた。その提言に沿ってかは

不明であるが、平成22年調査では非常勤も含め精

神科医師の確保が出来ていなかった施設が存在

するが、今回の調査ではそのような施設は存在し

なかった。その成果として平成22年調査ではASD

を疑うも診断が確定出来ていなかった施設が存

在したが、今回の調査ではそのような施設は無く

なっていた。しかし、非常勤配置に留まっている

施設も有り、常勤の精神科医の増配置への努力は

今後も続けるべきと考えられる。 

別の今後の課題とすれば、講習や研修が実施は

されているが必ずしも定期的あるいは必須のも

のではないということであり、これは是非とも必

須のものとしていくべきと考える。また、専門の

コーディネーターも兼任でよいので各施設が選

任・確保すべきと考える。そのような体制や人材

を確保して発達障がいに特化した処遇やプログ

ラムが必要な際には速やかに導入できる体制を

整えるべきと考える。  

 

Ｅ．結論 

 青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへ

の標準的な危機介入と治療・支援を検討する上で

参考となる矯正施設、特に少年院において児童・

思春期の被収容少年に対してどのような矯正教

育・矯正医療が行われて、発達障がい少年の収容

実態や少年院間の差について調査した。 

少年院・少年鑑別所などの矯正施設においても

対応困難な発達障がいケースへの支援で必要と

認識されているスタンスは社会内で必要とされ

ているスタンスと共通しており、矯正施設内で実

施されている有効な介入方法は社会内支援に応

用できる可能性が高いことが示唆された。また、

一部の少年院においては発達障がい者や発達障

がい類似の特性を持つ者に対して、社会内では実

施されていない新たな取り組みがいくつか実践

されていることが分かった。それらの新しい試み

の内、学術的なエビデンスも得られているものも

有り、確固としたエビデンスが確立していないま

でも様々な効果判定の試みからは有効である可

能性が示唆されていた。これらの取り組みは非行

や犯罪を直接的に取り扱うものではなく、社会内

の枠組みの中でも十分に実施できるプログラム

であるため、一般社会への汎化が可能である可能

性が示唆された。 



平成26年度研究では少年院に収容される非行

少年の内に一定数の発達障がい者が存在するこ

とが明らかとなった。今後、特殊教育課程（現 支

援教育課程）少年院だけでなく、一般少年院でも

同様の調査を行い、少年院に収容される非行少年

の内での発達障がい者の疫学的調査が必要にな

ってくると考えられる。 

そして一方、平成26年度研究においては少年院

に収容されている発達障がい非行少年に相当数

の被虐待体験や被いじめ体験を有することが示

唆された。支援としては、本来は少年院に入らな

いような予防的支援が理想的であることは言う

までもなく、非行化犯罪化のリスクファクターと

しては発達障がいそのものではなく、不適切な対

応を受けた発達障がいが挙げられている１６)こと

を考えると、発達障がいを抱える子どもを如何に

早期に発見し、虐待やいじめといった不適切な関

わりでなく如何に早期に適切な支援につなげる

か、そのことも重要と考える。非行や犯罪に至ら

ないような適切な支援、非行や犯罪を起こしてし

まった際の刑事司法システムにおける障がい特

性に考慮した適切な理解と支援、矯正施設での矯

正における障がい特性を考慮した適切な理解と

支援、社会復帰した後の社会内支援における障が

い特性を考慮した適切な理解と支援、これらをす

べて成り立たせる社会の実現を目指し、研究を続

ける必要がある。 

 平成27年度研究においては、支援教育課程少年

院だけでなく、一般少年院でも収容される非行少

年の内に一定数の発達障がい者が存在するとい

う事実があることが確認された。少年司法や少年

院などの矯正教育の現場においては、発達障がい

少年の存在可能性への認識が進んでおり、以前に

よりも発達障がい少年の特性をも踏まえたアセ

スメントや処遇が為されつつあり、今回調査の結

果でもそれは明らかになった。そしてそれらの取

り組みは再収容率の低下という客観的な数値と

して効果確認された。 

発達障がいは完治するという性質のものでは

ないため、その支援には適切で一貫性のある支援

を長期間続ける必要がある。非行・犯罪矯正の分

野で言えば、少年院や刑務所といった矯正施設で

の処遇と入所前や社会復帰後の社会内支援は支

援という車の両輪であり、今後、社会内において、

青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの

危機介入と治療・支援に関するガイドラインを作

成する際には矯正施設内での状況把握、ケースに

ついての情報共有を本研究なども参考にしてい

く必要があろう。そして支援の必要性は少年院退

所後も必ず社会内に引き継がれるのであれば、少

年院における施設内支援と社会内支援は両立が

必須であり、情報の共有や支援の一貫性が必要と

なる。そうであるならば少年院と社会内において

共通の視点を持ってケースを検討する必要が有

り、発達障害特性に配慮したリスクアセスメント

ツール@PIP-33‐ASD versionの導入には大きな

意義が有る。今後、@PIP-33‐ASD versionの標準

化と妥当性検証のために少年院におけるフィー

ルドワークを実施していきたい。 

 そして今後は法務省矯正局にも連携を働きか

け、矯正施設内での試行と社会内での試行を行い、

効果の差異や実施条件の調整等を行い、双方の利

益、ひいては対象者の利益となるようなプログラ

ムの開発を模索すべきと考える。 

  

Ｆ．研究発表 

１．著書 

・発達障害医学の進歩27 （診断と治療社 

2015・4）（内山登紀夫 監修）分担執筆 「震災

と非行～発達障害を中心に」 

・臨床医のための小児精神医療入門 （医学書院 

2014・4）（日本精神神経学会小児精神医療委員会 

監修 / 齊藤万比古 小平雅基 編集）分担執

筆 「医療少年院」 

・性犯罪からの離脱 「良き人生モデル」がひら

く可能性（日本評論社 2014・7） 

 （ D・リチャード・ローズ (著), トニー・ウ

ォード (著), 津富 宏 (監修, 翻訳), 山本 麻

奈 (監修, 翻訳) ） 分担翻訳 7章・8章 

２．論文発表 

・桝屋二郎 発達障害と非行,刑政 126巻11号 

Page14－23（2015.12） 



・桝屋 二郎 発達障害へのアプローチ 発達障

害と司法,精神療法 41巻 Page95-102(2015.6) 

・桝屋二郎 非行臨床と発達精神病理学,こころ

の科学 181号,Page49-53（2015.4） 

・桝屋二郎 精神医療から考える障害のある人の

触法支援～発達障害を中心に③～,アスペハート 

39号 Page122-126（2015.3） 

・桝屋二郎 精神障害を抱えた非行少年の矯正～

医療少年院の立場から,青少年問題 第657号 

Page26-31（2015.1） 

・桝屋 二郎 精神障害を抱えた非行少年の矯正

～医療少年院の立場から,青少年問題 第657号 

Page26-31(2015.1) 

・桝屋二郎 精神医療から考える障害のある人の

触法支援～発達障害を中心に②～,アスペハート 

38号 Page112-116（2014.12） 

・桝屋二郎 発達障害の子どもの反社会的展開へ

の介入 ,小児科診療 77巻 12号 ,Page1837-1941

（2014.12） 

・桝屋 二郎 非行とそだち 非行のバイオロジ

ー,そだちの科学23号 Page2-7(2014.10) 

・桝屋二郎 精神医療から考える障害のある人の

触法支援～発達障害を中心に①～,アスペハート 

37号 Page134-138（2014.9） 

・桝屋 二郎 犯罪加害者に対する精神医学的ア

プローチ 発達障害と矯正医療 自閉症スペクト

ラムを中心に,司法精神医学(1881-0330)9巻1号 

Page107-113(2014.03) 

 

３．学会発表 

・桝屋二郎 「少年の問題行動を取り巻く制度・

教育・治療～矯正医療と矯正教育の視点から～」,

第11回日本司法精神医学会総会（シンポジウム）

（名古屋,2015.6） 

・桝屋二郎 「触法に至った障害者の矯正を考え

る～施設内支援と社会内支援～」,第1回日本司

法・共生学会総会（シンポジウム）（東京,2015.1） 

・桝屋二郎 「発達障害を抱えた少年への教育の

実情と課題」,平成26年度日本犯罪心理学会東北

地区研究会（招待講演）（仙台,2015.3） 

・桝屋二郎 「精神障害を抱えた非行少年の矯正

～少年院での現状を中心に～」,第6回少年問題と

精神医療研究会 教育講演（東京,2014.2） 
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青年期・成人期発達障がいの対応困難ケースへの危機介入と治療・支援に関する研究 

分担研究報告書 

 

自閉症スペクトラムの診断・評価のための技法Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorders日本語版（DISCO-J）の開発に関する研究 

 

研究代表者  内山登紀夫 （福島大学大学院人間発達文化研究科） 

研究協力者  宇野 洋太 （名古屋大学医学部附属病院親と子どもの心療科） 

       髙梨 淑子 （よこはま発達クリニック） 

 

研究要旨：発達障害の対応困難事例において，対応困難となる前あるいはなって早期に適切に診断

がなされておらず，十分な支援を受けられていないケースが存在する。本研究の目的は適切に発達

障害とくに自閉症スペクトラム（ASD）を診断できるようにするための技法を開発することである。 

 国際的にコンセンサスの得られている Diagnostic Interview for Social and Communication 

Disorders（DISCO）の日本語版（DISCO-J）を作成した。その上でDISCO-Jの評価者間信頼性，

テスト－再テスト信頼性，基準関連妥当性を検証した。 

 結果，評価者間信頼性，テスト－再テスト信頼性ともに多くの項目で高いκ係数もしくは級内相

関係数を示した。特に診断に関するセクションや項目ではほとんどの項目がκ係数もしくは級内相

関係数が0.75 以上となった。これらからDISCO-Jが高い評価者間信頼性とテスト－再テスト信頼

性を有する ASD の診断のための技法であることがわかった。さらに DSM-IV-TR との粗一致率は

96.1%，κ係数は0.91であり，基準関連妥当性も高いことが示された。したがって，DISCO-Jを臨

床に用いることで，より的確にASDが診断できる可能性が示唆された。さらには，このことは対応

困難事例への予防や介入に貢献できるものと思われる。 

 

Ａ．研究目的 

青年期・成人期発達障害の対応困難ケース，とりわ

け引きこもりや触法行為，緊急入院が必要なほどの

問題行動，自殺関連行動のような深刻な問題を有す

る発達障害事例への社会的関心が高まり，専門的な

支援による予防可能性の検討が喫緊の課題になって

いる。中には既に福祉支援を受けながら犯罪等に至

るケースもみられるが，未診断で専門的支援を受け

ていない状況で犯罪等に至るケースも少なくない。

どのような支援があれば困難な状態を予防できるの

か，犯罪等の防止のためにはどのようなシステムが

必要なのかを検討するとともに，その前段階として，

まずは自閉症スペクトラム（ASD）等を的確に診断

し，専門的支援につなげることが必要である。 

とはいえASD の診断は簡単ではない。ASD は社

会的交流，社会的コミュニケーション，社会的想像

力の三領域に発達的な特徴がみられる神経発達の障

害であり，生来性あるいは生後早期に生じ，生涯続



くものである。遺伝率は 38-90%程度と見積もられ，

発症に遺伝的要因が強く関与していることは明らか

である。しかし一方で一卵性双生児での一致率が

100%ではなく，ASD の発症機構に環境要因の関与

も示唆されている 1。つまり遺伝要因と環境要因が複

雑に関連しあい病態を形成していると考えられてい

て，病態も一様ではない。病態に関して未だ不明な

点も多く，遺伝子や染色体検査，脳の機能や構造学

的，あるいは生理学的検査等では診断することがで

きない。 

そのため，現在ASDの診断は幼児期の発達の様子

や現在の行動観察などから行うことになる。適切に

検討・標準化された診断のための技法が不十分な日

本においては，診断は臨床家の経験に頼らざるを得

えず，Evidence Based Medicineとは程遠いのが現

状である。こうした診断の混乱はASDの本人や家族

にとって臨床上の大きな損失である。 

したがって，本研究の目的は国際的にコンセンサ

スの得られた ASD の診断ツールのひとつである

Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorders（DISCO）整備し，今後

の日本における発達障害臨床および研究に役立てる

ことである。 

 

Ｂ．研究方法 

1. ASDの診断ツールに関して 

ASDを診断するための方法としては，スクリーニ

ング，行動観察法，半構造化面接法がある。スクリー

ニング等でASDが疑われたものに対して，半構造化

面接および行動観察を行い，それらの結果を総合し

て検討し，診断・評価とする。 

スクリーニング法に関しては，主として質問紙を

用いて行い，幼児を対象とした Modified Checklist 

for Autism in Toddlers，それ以外の年代に使用する

Autism-Spectrum Quotient，Social Responsiveness 

Scale，Repetitive Behaviour Scale - Revisedや，半

構造化面接で実施する日本自閉症協会版広汎性発達

障害評価尺度（PARS）などがある。また行動観察法

に関しては，国際的なゴールドスタンダードとなっ

ているものに Autism Diagnostic Observation 

Schedule 2とChildhood Autism Rating Scale 2が

ある 2。 

半構造化面接法では，国際的なゴールドスタンダ

ードとなっているものに Autism Diagnostic 

Interview – Revised3,4 と DISCO5-8 の二つがある。

前者は DSM に沿った ASD の診断をすることが主

目的である。後者はDSMおよびWing & Gouldの

ASD の診断，またASD のみならず他の併存する精

神障害や発達状況の把握・評価ができ，診断および

臨床プランを作成する上で大変有益である。 

 

2. DISCOとその日本語版について 

2-1. DISCOの開発 

 古典的自閉症概念に加え，いわゆるアスペルガー

症候群を加え，さらにどちらの基準を満たさないが，

三つ組の障害をもつ症例も加えて自閉症概念を拡大

し，ウォルフのローナーなども含めたASD概念の確

立の根拠となったのがローナ・ウイングらの行った

英国キャンバウェル地域でのフィールド研究である。

そのときに用いられた Handicaps Behaviour and 

Skills schedule をローナ・ウイングやジュディス・

グールドらが改定し，発展させた半構造化面接法が

DISCO である。ヨーロッパを中心に英語圏でのオ

リジナル版の他，オランダ語版やスウェーデン語版

も作成され，世界的に広く臨床場面や研究場面で用

いられている。DISCO は被験者の ASD の中心と



なる特徴のみならず，幅広い発達や行動の評定を行

う。 

 

2-2. DISCOの構成  

DISCOは8 パート，28 セクション（Fig. 1）か

らなっている。ほとんどのセクションは「現在の発

達段階」，「過去の発達のマイルストーン」，「非定型

的発達の過去と現在における有無」の三次元の項目

で構成されている。「現在の発達段階」の項目は，発

達段階を連続変数の中から選択する。「過去の発達の

マイルストーン」の項目はヴァインランド適応行動

尺度に基づき，特定の発達の出現した月齢もしくは

その遅れの有無や程度を評定する。「現在と過去の非

定型的発達」の項目は，異常なし，軽度な異常あり，

顕著な異常ありの三件法で，現在と過去のピーク時

での様子を評定する。パート7は，ASDの診断とタ

イプに関するパートで，社会的交流，社会的コミュ

ニケーション，社会的イマジネーションおよび限局

された行動パターンに関する項目を，ASDの特徴が

段階的に示された変数から選択する。  

DISCOは，子どもの発達や行動の全体を把握する

ことができると共に，「カナーの早期小児自閉症」，

「ウイングとグールドのASD」，「ギルバーグのアス

ペルガー症候群」，および「DSM-5，DSM-IVや ICD-

10におけるASD」の診断を行うことも可能であり，

それに基づいて支援計画を策定することができる。  

 

2-3. DISCO日本語版 

DISCOは英語圏のほか，オランダ，スウェーデン，

韓国などでも翻訳や標準化され使われている。

DISCO日本語版（DISCO-J）の作成に際しては，原

版であるDISCO-11を，原著者の許可の下，翻訳・

逆翻訳を経て作成された。 

Fig. 1. DISCOの構成：DISCOの各パートとその内容について示した。 

Part 内容  Part 内容 

Part 1 フェイスシート Part 4 反復的な常同行動 

Part 2 乳幼児期（2歳まで）の発達 感覚への応答 

Part 3 スキルの発達 反復的なルーチンと変化抵抗 

セットバック 行動パターン 

粗大運動スキル Part 5 感情 

身辺自立 Part 6 不適切な行動 

家事スキル 不適切な行動，睡眠の問題 

自立 Part 7 ASDの診断とタイプ 

 社会的交流 

社会的コミュニケーション 

 

   

コミュニケーション 

   社会的交流 

 イマジネーション Part 8 精神医学的障害と司法問題 

目と手の協応と空間認知  カタトニア，性的問題 

スキル 

特殊スキル，絵，学習，お金等 

 精神医学的な症状・状態 

 司法的な問題 

 



3. 対象 

本人もしくは養育者より文書にて同意を得られ

た ASD 群 53 例と対照群 24 例である。ASD 群の

月齢は平均 172 ヶ月±105 ヶ月で，男女比は 41：

12であった。対照群の月齢は平均132ヶ月±80ヶ

月で，男女比は 8：16 であった。対照群の内訳は，

定型発達13例，精神科臨床群11例で，うち統合失

調症3例，反抗挑発症2例，知的能力障害，双極 II

型障害，社交不安症，身体症状症，神経性やせ症，

および適応障害各1例である。 

 

4. 手続き 

2 名の児童精神科医師と，1 名の臨床心理士で構

成されたチームを組んだ。既存の診断名などはいず

れにも伏せた状態で1名の児童精神科医師（評価者

1）が被験者の養育者に対して，DISCO-Jに基づい

た聞き取りおよびコーディング，DSM-IV-TR に基

づいた診断を行った。もう1名の児童精神科医師（評

価者 2）はそのインタビューの様子と知能検査の結

果を見て，DISCO-J のコーディングおよびそれに

基づく診断を行った。また臨床心理士が被験者に対

してWechsler 式知能検査あるいは田中ビネーV 検

査を実施し，その結果を評価者 1 および 2 に伝え

た。この間，診断等に関する情報の交換はチーム内

では行わなかった。 

また，さらに評価者1によるインタビューの1ヶ

月後に，同じ養育者に対して，評価者 1 が再度

DISCO-J に基づいた聞き取りおよびコーディング

を行った。 

これらの課程を経て次の3点の検討を行った。 

① 評価者1と2によるDISCO-Jのコーディング

の評価者間信頼性を検討 

② 評価者 1 による初回および 1 ヶ月後のコーデ

ィングのテスト－再テスト信頼性を検討 

③ 評価者1のDSM-IV-TRによる診断と評価者2

のDISCO-Jによる診断との基準関連妥当性の

検討 

 

5. 統計学的解析 

①評価者間信頼性および②テスト－再テスト信頼

性の検討 

異常の有無などのようなカテゴリー変数のもの

は，初回および1ヶ月後の評定者1のスコア間にお

けるKappa係数（κ）を求めた。社会的交流，社会

的コニュミケーション，社会的イマジネーション，

限局された行動パターンといった診断に関する項

目や，発達段階を4段階以上でコードする項目では

初回および1ヶ月後の評価者1のスコア間における

級内相関係数（intraclass correlation coefficient：

ICC）を求めた。ただしパート 8のカタトニアに関

する項目，性的問題に関する項目，精神医学的な症

状・状態に関する項目，司法的な問題に関する項目

の評定は行わなかった。これらは幼児期などではほ

とんどの症例で該当しないためである。 

 

③基準関連妥当性の検討 

DISCO-JおよびDSM-IV-TR，それぞれの診断を

ASD もしくは Non-ASD の 2 件で求めた。二人の

評価者の診断結果の粗一致率とκ係数を求めた。 

 

6. 倫理面への配慮 

本研究は名古屋大学および福島大学の生命倫理



委員会の承認を得て，それに則り実施された。本研

究の意義，目的，方法，被験者が被りうる不利益及

び危険性について被験者に対し説明を行い，文書で

同意を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

①評価者間信頼性 

κもしくは ICCが0.75以上項目は，「2歳までの

発達」のセクションでは全33項目中31項目（93.9%）

であった。また「現在の発達段階」および「過去の

発達のマイルストーン」においては全93項目中79

項目（84.9%），「現在と過去の非定型的発達」にお

いては全 449 項目中 396 項目（88.2%）であった。

全体として，κもしくは ICC が0.75以上であった

項目は，88.0%と高い割合であった。一方，κもし

くは ICC が 0.5 未満の項目は，「2 歳までの発達」

のセクションで 1 項目（3.0%），「現在の発達段階」

および「過去の発達のマイルストーン」では2項目

（2.2%），「現在と過去の非定型的発達」では10項

目（2.2%）と極少数であった（Table 1）。 

セクションごとにみてみると ASD の診断に直接

関連するような「幼児期」，「コミュニケーション（非

言語除く）」，「社会的交流」，「社会的遊びと余暇」，

「イマジネーション」では，ほとんどのセクション

でκもしくはICCが0.75以上となった項目が75%

を超えていた。さらに診断に関するセクションにお

いては全 8 項目とも ICC が 0.75 以上であった

（Table 2）。 

 

②テスト－再テスト信頼性 

κもしくは ICCが0.75以上項目は，「2歳までの

発達」のセクションでは全33項目中26項目（78.8%）

であった。また「現在の発達段階」および「過去の

発達のマイルストーン」においては全93項目中73

項目（78.5%），「現在と過去の非定型的発達」にお

いては全 449 項目中 334 項目（74.4%）であった。

全体として，κもしくは ICC が0.75以上であった

項目は，75.3%と高い割合であった。一方，κもし

くは ICC が 0.5 未満の項目は，「2 歳までの発達」

のセクションではなく，「現在の発達段階」および

Table 1. 項目別の評価者間信頼性 

kappaもしくは ICC 
2歳までの発達 

現在の発達段階／ 

過去のマイルストーン 

現在と過去の 

非定型的発達 

項目数 (%) 項目数 (%) 項目数 (%) 

κ or ICC >= 0.75 31 (93.9) 79 (84.9) 396 (88.2) 

0.75 > κ or ICC >= 0.50 1 (3.0) 12 (12.9) 43 (9.6) 

0.50 < κ or ICC 1 (3.0) 2 (2.2) 10 (2.2) 

合計項目数 33 (100) 93 (100) 449 (100) 

 



「過去の発達のマイルストーン」では7項目（7.5%），

「現在と過去の非定型的発達」では20項目（4.5%）

と極少数であった（Table 3）。 

セクションごとにみてみると ASD の診断に直接

関連するような「幼児期」，「コミュニケーション（非

言語除く）」，「社会的交流」，「社会的遊びと余暇」，

「イマジネーション」では，ほとんどのセクション

でκもしくはICCが0.75以上となった項目が75%

を超えていた。さらに診断に関するセクションにお

いては全 8 項目とも ICC が 0.75 以上であった

（Table 4）。 

 

③基準関連妥当性 

DSM-IV-TRを用いた診断において，ASDと診断さ

れたものは 53 例，Non-ASD と診断されたものは

24 例であった。一方 DISCO-J による診断では 54

Table 2. セクション別の評価者間信頼性 

DISCO セクション 項目数 

κ or ICC >= 

0.75 の 

項目数 

(rate%) 

 

DISCO セクション 項目数 

κ or ICC >= 

0.75 の 

項目数 

(rate%) 

乳幼児期 30 28 (93.3)  イマジネーション 18  17 (94.4) 

スキルの発達    スキル   

粗大運動スキル: 13 11 (84.6)  目と手，空間認知，他 91 72 (79.1) 

身辺自立:    反復的な常同行動:   

トイレットトレーニング 13 13 (100)  運動と発声 24 24 (100)   

食事 16  9 (56.3)  感覚刺激:   

着脱 14 11 (83.3)  近位感覚刺激 30 30 (100)   

清潔 15 12 (80.3)  聴覚刺激 8 8 (100) 

家事スキル 6 4 (66.7)  視覚刺激 10 10 (100) 

自立 10 7 (70.0)  ルーチンと変化抵抗 38 34 (89.5)   

コミュニケーション    行動パターン 16 16 (100)   

理解 12  12 (100)  感情 18 16 (92.9)   

表現 28 23 (82.1)  不適切な行動   

非言語性 22 19 (86.4)  他者に影響する行動 50 47 (94.0)   

社会的交流（大人，同年代） 65  57 (87.7)  睡眠 10 10 (100) 

社会的遊びと余暇活動 15  13 (86.7)  判定 8 8 (100) 

 



例がASD，23例がNon-ASDと診断された。DISCO

でASDと診断されたが，DSM-IV-TRでNon-ASD

と診断されたのは 2 名，DISCO-J で Non-ASD と

診断されたが，DSM-IV-TR で ASD と診断された

のは 1 名であった。両診断における粗一致率は

96.1％，κ係数は0.91であった。 

 

Ｄ．考察 

DISCO-J が高い評価者間信頼性とテスト－再テ

スト信頼性，さらには高い基準関連妥当性を有して

いることがわかり，ASD の診断において有益な診

断のための（半）構造化面接技法となることが示唆

された。DISCO-J による的確な ASD の診断は，

ASD の臨床や研究に貢献できるものと考える。と

りわけ対応困難事例では詳細な情報の収集が必要

であるが，網羅的に情報を把握する上で DISCO-J

を使用することは有益であると考える。 

他方DISCO-J の欠点としては情報を丁寧に多く

得られる反面，長い時間を要することである。今後

はより臨床で実施しやすい形が検討され，発展して

いくことが望まれる。 

 

Ｅ．結論 

 本研究の結果からDISCO-J が高いテスト－再テ

スト信頼性を有する ASD の診断・評価のための技

法であることがわかった。今後もさらに症例を蓄積

し，検証する必要がある。 
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Table 3. 項目別のテスト－再テスト信頼性 

kappaもしくは ICC 
2歳までの発達 

現在の発達段階／ 

過去のマイルストーン 

現在と過去の 

非定型的発達 

項目数 (%) 項目数 (%) 項目数 (%) 

κ or ICC >= 0.75 26 (78.8) 73 (78.5) 334 (74.4) 

0.75 > κ or ICC >= 0.50 7 (21.2) 13 (14.0) 95 (21.2) 

0.50 < κ or ICC 0 (0.0) 7 (7.5) 20 (4.5) 

合計項目数 33 (100) 93 (100) 449 (100) 
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研究要旨 :  
自閉症スペクトラム（Autism Spectrum  Disorders: 以下 ASD）の 2 次スクリーニングツー

ルと診断・評価ツールと欧米で使用されている対人コミュニケーション質問紙（Social 
Communication Questionnaire ：SCQ）、親面接の診断・評価ツールであるアスペルガー症候

群（及び高機能自閉症）診断面接（The Asperger Syndrome (and high-functioning autism) 
Diagnostic Interview :ASDI）、直接観察による診断ツールである Autism Diagnostic 
Observation Schedule（以下 ADOS-G の日本語版の信頼性・妥当性を検討した。さらに、オリ

ジナルの自記式・他記式スクリーニング・評価ツールの開発（U 式）を行った。 
その結果いずれのツールについても日本で使用可能な準備が整った。 

 
Ａ．研究目的  

自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum 

Disorder: ASD）の青年・成人を適切にスクリー

ニングし、診断・評価をするためのツールの作

成を試みた。 

 

Ｂ．方法 

日本で実用化することを目的として、以下の 3

つのアセスメントツールの日本語版の信頼性・

妥当性検証を行った。 

①ASDのスクリーニングのための質問紙である対

人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 質 問 紙 （ Social 

Communication Questionnaire: SCQ）、 

②親面接の診断・評価ツールであるアスペルガ

ー症候群（及び高機能自閉症）診断面接（The 

Asperger Syndrome (and high-functioning 

autism) Diagnostic Interview :ASDI） 

③海外で診断のゴールド・スタンダートとして

世界で広く使われている Autism Diagnostic 

Observation Schedule（以下 ADOS）-Gの信頼性・



 

妥当性・カットオフポイントについて検討を行

った。 

④オリジナルの自記式・他記式スクリーニング・

評価ツールの開発（U式） 

さらに日本の実情にあった青年・成人期の自

閉スペクトラム症（以下 ASD）の簡便な自己評価

（自記式）と他者評価（他記式）のオリジナル

のスクリーニングツールを開発する目的で「行

動特性に関する質問紙」を作成し、青年・成人

期の ASD者と彼らの保護者もしくは配偶者、定

型発達の青年・成人を対象に予備調査を行い、

妥当性と信頼性（内的整合性）の検討を行った。 

 

Ｃ &Ｄ．結果と考察 

① SCQ 日本語版 

ASD 群（n=43）と非 ASD群（n=164）の SCQ合

計得点について、t検定を行ったところ、ASD群

のほうが非 ASD 群よりも有意に SCQ 合計得点が

高かった（p<.001）。ASD 群（n=43）と非 ASD

群（n=164）の SCQ得点について、ROC曲線を描

いたところ、曲線下面積は.792（信頼区間.716

～.868）であった。SCQは ASDと非 ASD 児の判別

において、中等度の精度があると判断された。

各得点について感度、特異度、Youden Index を

求めたところ、Youden Index の値がもっとも大

きくなる得点は7点であった。その場合の感度、

特異度は、それぞれ.465、.933 であった。 

② ASDI日本語版 

ASDIの診断のある成人41名と統合失調症の診

断のある成人 39名に対して、ASDIを施行した。 

その結果、ROC曲線は AUC=.998（95％CI= .993 

-1.000）であり、ASDI が ASD群と統合失調症群

の識別が非常によい検査であると判断できた。

カットオフポイントは 4 に設定するのが適当で

あると考えられた。なお，ASDI の下位領域のう

ち「非言語コミュニケーションの問題」におい

て統合失調症者と共通する評価が得られる傾向

があり、留意が必要である。 

③ADOS-G モジュール４のカットオフポイント

の検討 

ADOS-G-JVの Module4 のカットオフ値は、「意

思伝達領域」が 2点、「相互的対人関係領域」

が 4点、両領域が 7点と考えられた。 

④オリジナルの自記式・他記式スクリーニング・

評価ツール（U式） 

 青年・成人期の ASD者と彼らの保護者もしく

は配偶者、定型発達の青年・成人を対象に予備

調査を行い、妥当性と信頼性（内的整合性）の

検討を行った。 

基準関連妥当性については、ASD者と対照群で

ある定型発達者に Autism Quotient 日本語版

(AQ-J)と Adult ADHD Self Report Scale；ASRS 

-v1.1（ASRS）を実施し、行動特性に関する自記

式質問紙の ASD特性と ADHD特性との相関をそれ

ぞれ検討したところ、両者ともに正の相関が認

められた。内的整合性の検討の結果、他記式質

問紙のα係数は十分な値を示した。自記式質問

紙では当てはまりのよくない項目を削除して検

討したところ、質問紙の ASD領域のα係数は.80

以上を示した。 

 

Ｅ．結論 

SCQ、ADOS-G、ASDI日本語版は日本の臨床現場

で実践する準備が整った。オリジナルのスクリ

ーニングツールである U式については他記式・

自記式とも十分な信頼性が確認された。 

 これらのアセスメントツールが一般の臨床場

面で使用できるようになる。これにより、ASD

成人に対して今日の一般精神科における診断を

より迅速にかつ容易になると考えられる。また、

一定のトレーニングを受けることにより発達障

害の専門家でなくても、短時間の診察の中で、

これらの包括的アセスメントバッテリーを必要

に応じて組み合わせて使用できるため、ASD成人

の行動特性を的確に捉え診断・評価ができるよ

うになることが期待される。 
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研究要旨 
 犯罪又は触法行為を行った発達障害者に対する刑事処分や刑事関連施設における処遇の在り方

を模索することを目的とし，韓国とドイツにおいて，刑務所，少年院，保安処分施設，検察庁に

おいて聞き取り調査を行った。その結果，韓国とドイツの矯正施設では，現在までのところ発達

障害の被収容者に対する特別な診断基準や処遇プログラムは整備されていないことが明らかとな

った。 
 保安処分の導入は問題外としても，保安処分施設から釈放された元被収容者のアフターケアと

して定期的に診療を行う体制が整えられているのは参考になる。さらに，ドイツの社会治療施設

（又は区画）や韓国の精神保健センターでは，自由刑や処分の一過程又は最終段階において，人

格障害者や性犯罪者に社会復帰に向けた社会治療処遇を行い，或いは軽度の精神障害者に対する

集中的処遇を行っていることから，日本においても，発達障害の受刑者を専門に処遇する区画を

設け，管区内の刑事施設に収容されている受刑者のうち，特別な処遇を必要且つ相当する発達障

害受刑者を移送して処遇を行う体制を整備することが望ましい。さらに，仮釈放や満期釈放後の

一定期間，社会において継続的な処遇を行い，福祉や医療等の社会資源に繫げるための法整備が

必要である。 
一方，ドイツや韓国には，比較的軽微な犯罪を行った被疑者に対して社会技能訓練や問題性に

応じた処遇プログラム等を遵守事項として設定し，その履行を条件として起訴を猶予する遵守事

項付起訴猶予ないし条件付起訴猶予の制度があり，比較的軽微な犯罪を行った発達障害者に一定

の処遇や支援を促す仕組みとして活用することが考えられる。 
また，その前提として触法性発達障害の診断基準を策定するとともに，矯正施設や検察庁に発

達障害の診断や処遇に詳しい人材を配置した専門の部署を設け，或いは専門機関との連携を図る

ことが求められる。 

 

 



 

A. 研究目的 
 我が国では，発達障害者が犯罪行為を行った

場合にも刑事責任能力が認められ，有罪となる

のが一般的である。しかし，2012年 7月 30日

の大阪地裁判決でも明らかになったように，刑

事手続における処分決定において発達障害の

評価が適正に行われないことがあることは否

定し難い。さらに，発達障害者が実刑となった

場合，現時点では，刑事施設に発達障害に特化

した処遇プログラムはなく，特別改善指導など

問題特性に応じた処遇が行われるに止まる。そ

もそも，矯正処遇を決定するうえで行われる処

遇調査においても，発達障害に対する検査や診

断の体制が十分整っているとはいえない。 
刑事施設からの仮釈放においても，悔悟の

情や改善更生の意欲といった一般基準が適用

され，発達障害の特性を十分念頭においた評価

や遵守事項の決定がなされることはあまりな

いように思われる。それ以前の問題として，発

達障害特有の傾向から仮釈放の申出そのもの

が行われない可能性もある。そうなれば，満期

釈放となって釈放後に何等の指導や支援も行

われず，その結果，再犯に至ることにもなりか

ねない。 

また，仮釈放となったからといって，現在

の残刑期間主義（仮釈放後の残った刑期の間だ

け保護観察を行う制度）の下では，極めて限ら

れた期間しか保護観察を行い得ない。 

2009 年からは，精神障害や高齢の受刑者で

福祉的支援を要する者を刑事施設収容中から

帰住先の福祉施設を調整する特別調整と地域

生活定着支援が実施されている。しかし，この

制度の対象は主に知的障害者や高齢者である

ことから，知的障害のない発達障害者は見過ご

されがちである。 

 このように，未だ発達障害者に対する理解が

十分でない我が国においては，一般社会のみな

らず，刑事手続においても，発達障害に対する

適切な診断や処分決定が行われているとは言

いがたい。それでは，発達障害者の社会復帰や

更生はままならないというべきである。 
 本研究は，そうした問題意識の下，韓国とド

イツにおける触法性発達障害者の刑事処分や

刑事関連施設での処遇を比較法的見地から調

査し，以て我が国における刑事司法制度の在り

方を検討しようとするものである。  
 
B. 研究方法 
１．調査対象と方法 
 本調査では韓国（平成 25 年度）とドイツ（平

成 27 年度）という，大陸法に属し，刑事制裁

についても刑罰と処分の二元主義を採る二つ

の国を調査対象とし，それぞれの刑罰や保安処

分制度並びに犯罪者処遇に関する一般的な情

報収集を行ったうえで，発達障害者を収容して

いる可能性のある刑務所（韓国・ドイツ），社

会治療施設（ドイツ），矯正医療病院（ドイツ），

保安処分施設（韓国・ドイツ），少年院（韓国），

検察庁（韓国・ドイツ，但し，韓国の検察庁の

調査は，本調査研究とは異なる機会に実施した）

を訪問し，施設見学を行うとともに，処遇担当

の職員や医師等から聞き取り調査を行った。 
 
２．倫理面への配慮 

各施設への訪問に先立ち，主務官庁（法務

省，司法省，検察庁）から許可を得た上で，各

施設の訪問と聞き取り調査を実施した。調査に

際しては，受刑者や収容少年の個人情報には一

切触れない形で質問を行うなど徹底した配慮

を行った。 
 

C. 研究結果 
 調査対象とした韓国とドイツにおける刑罰，

保安処分，犯罪者処遇制度，検察官による起訴

猶予制度については，平成 25 年度と平成 27
年度の報告書に取りまとめた通りであるが，我

が国における触法性発達障害者に対する刑事

処分や処遇を考えるにあたって重要と思われ

る点を以下にまとめる。 
 



 

１ 保安処分制度と釈放後のアフターケア 

 韓国もドイツも二元主義を採り，刑罰のほか

に保安処分制度がある。 
 韓国の治療監護処分は，精神障害者や薬物依

存者を対象とした保安処分であるが，心神喪失

又は心神耗弱が認められた場合に限られる。従

って，対象者の大半は統合失調症等の精神疾患

に罹患している者であり，知的障害者や人格障

害者は少数である。但し，韓国では，2008 年

の法改正により小児性愛や性的倒錯障害のあ

る性犯罪者も治療監護処分の対象に含まれる

こととなった。 
 ドイツの保安処分たる精神病院収容処分も，

同様に，統合失調症及びそれとの重複障害者が

過半数を占めているが，精神病のほか，依存症，

知的障害，人格障害，性的倒錯障害を収容する

施設もある。 
 いずれにせよ，ドイツと韓国の保安処分施設

には発達障害だけを抱える者は殆ど収容され

ておらず，従って，専門の処遇プログラムもな

い。 
 しかし，韓国の治療監護所には，退所者のう

ち希望者に対し退所後５年間（10 年まで延長

可），精神疾患の病状改善及び再犯防止を目的

として無料で外来診療を行う仕組みがあるし，

ドイツの司法精神病院でも，病院のスタッフが

定期的な診療を行い，地域の福祉施設や宗教関

連施設とも協力してアフターケアの充実を図

っている。 
 
２ 発達障害に特化したプログラムの不存在 

 ドイツと韓国の刑事関連施設には，現時点で，

発達障害に特化した診断基準や処遇プログラ

ムは存在しない。韓国の刑務所には性犯罪受刑

者の心理治療のためのセンターが設置され，認

知行動療法等が行われているが，この中に発達

障害者が含まれている可能性はあるものの，そ

れに特化した処遇プログラムではない。保安処

分施設である治療監護所の性犯罪治療リハビ

リセンターや薬物依存リハビリセンターにし

ても同様である。 
 韓国の医療少年院には発達障害のある少年

が多く収容されているが，基本的に個別対応で

ある。 
 ドイツの刑務所においても，ADHD など発

達障害のある受刑者については，作業療法や絵

画療法のほか，必要に応じて心理療法が行われ

ている程度である。 
 
３ 精神障害又は人格障害受刑者に対する特

別な施設又は区画 

しかし，ドイツには刑務所とは別に社会治

療施設又は刑務所の一区画に社会治療区画が

設置されており，重大な性犯罪を行った受刑者

や社会に対する危険性の高い受刑者に対し，社

会治療と呼ばれる処遇を行っている。 
社会治療施設に移送されるのは，刑務所に

おいて刑の執行と処遇を行った後の最終段階

である。ノルトラインヴェストファーレン州で

は，刑務所から移送後，社会治療施設において

３年から５年の間，職業訓練や認知行動療法，

薬物治療，外部通勤などの処遇（社会治療処遇）

を行い，施設から釈放する。近年，保安処分た

る保安監置の目的が隔離から治療へとシフト

されたのに伴い，保安監置施設から社会治療施

設に移送される収容者や，保安監置の執行が予

定されている受刑者に対しても社会治療の対

象とされるようになっている。 
社会治療施設は発達障害者に対する専門の

処遇施設ではないが，ノルトラインヴェストフ

ァーレン州の社会治療施設では収容者の７割

が反社会性人格障害者などの人格障害者であ

ることから，発達障害者が含まれている可能性

はあるし，将来的には，社会治療が必要且つ相

当な発達障害者のための治療施設として位置

づけることも十分に考えられる。 
 韓国でも，2012 年以降，精神疾患を有する

受刑者のうち特別な処遇を要する者を管区内

の各刑務所から集めて１年にわたり認知行動



 

療法などの集団療法を行う精神保健センター

が各矯正管区に設置されるようになっている。 
 
４ 条件付起訴猶予の制度 

韓国とドイツには，起訴猶予に一定の遵守

事項を付したうえで，その履行を義務付ける遵

守事項付起訴猶予ないし条件付起訴猶予の制

度がある。ドイツでは，法律上，社会技能訓練

を遵守事項とすることが認められ，韓国では，

保護観察所による指導（善導と呼ばれる）条件

付の起訴猶予と，2007 年の少年法改正によっ

て法制度化が図られた篤志家（日本の保護司に

相当）による指導条件付の起訴猶予のほか，薬

物依存，DV，校内暴力など様々な犯罪者類型

に対応した処遇プログラムを起訴猶予の条件

とする制度が多用されている。 
  

D. 考察 
１ 釈放／退所後の継続的処遇 

 韓国やドイツの保安処分は，心神喪失又は心

神耗弱の者を主たる対象としているため，重複

障害の場合を除くと，発達障害者が保安処分の

対象となることは殆どないとされる。  
加えて，日本では，かつて保安処分を導入

しようとして刑法改正そのものが頓挫した経

緯があり，保安処分に対する批判や懐疑論が根

強く，実現の可能性はほぼないと言ってよい。

従って， 発達障害者に対する治療や処遇を考

えるうえで両国の保安処分を参考にする意義

は乏しい。 
 しかし，両国の保安処分施設では，退所後に

元被収容者のアフターケアを行う外来診療部

門やアウトリーチの体制がある。これを我が国

の刑事施設から釈放された受刑者又は元受刑

者に応用することができれば，発達障害のみな

らず，他の精神障害や物質異存のある（元）受

刑者の社会復帰や改善更生に資するものと思

われる。 
 もっとも，保護観察に付される仮釈放の場合

はともかく，満期釈放の場合，元受刑者に対す

る処遇や治療を促す法的根拠がなく，更生緊急

保護や特別調整など従来の方法は本人が保護

や福祉的支援を希望する場合に限られる。考え

られる一つの方法としては，平成 28 年から施

行される刑の一部執行猶予を活用することで

あろう。 
 また，仮釈放になった場合でも，残刑期間主

義を採る日本では保護観察の期間が極めて短

く，発達障害者の社会復帰に向けた補導援護を

行うだけの十分な期間を取ることができない。

これに対し，ドイツでは，処遇の必要性に応じ

て仮釈放後の保護観察期間を設定する考試期

間主義を採用しており，こうした制度を日本で

導入するのも一つの方法であろう。 
 任意の働きかけとしては，既に運用さている

特別調整（地域生活定着支援）の制度がある。

但し，これまでのところ，主に知的障害者や高

齢者が中心であり，発達障害者が多く対象とな

っている様子は見られない。刑事施設において

発達障害に対する診断や処遇を適格に行った

うえで，住居や引受人もなく，福祉的支援を必

要とし，且つ希望する発達障害者についても積

極的に特別調整の対象としていく必要がある。 
  
２ 発達障害受刑者に対する専門施設又は区

画の設置 

 ドイツの社会治療施設（又は区画）や韓国の

精神保健センターは発達障害を有する被収容

者に特化した処遇施設ではないものの，前者に

ついては，刑の執行の最終段階，又は保安監置

の執行過程若しくは保安監置の執行前におい

て，人格障害や重大な性犯罪者に対する社会復

帰のための訓練（社会治療）施設として，また

後者については，刑の執行途中において軽度の

精神障害者に対し集中的処遇を行う機関とし

て機能している。 
 日本の少年院では発達障害を抱えた非行少

年の矯正教育に特化した施設があるが，刑事施

設についてはそうした機能を有する施設や区

画は設置されていない。そこで，ドイツや韓国



 

の発想を生かし，日本でも発達障害の受刑者を

専門に処遇する区画を設け，管区内の刑事施設

に収容されている受刑者のうち，特別な処遇を

必要且つ相当するものを移送して処遇を行う

体制を整備することが望ましい。独立した施設

であればなお良いが，今日の日本において新た

な刑事施設を設置することは困難であろう。 
 発達障害者の特別な処遇区画を設ける理由

であるが，刑事施設の場合，人権保障や秩序維

持のうえで他の受刑者との公平性が極めて重

要であり，特別な配慮をする受刑者を一般の受

刑者とは異なる処遇や動作時限とするために

は，別の区画にする必要があるからである。懲

役受刑者には，懲役という刑罰上，刑務作業が

義務付けられているが（処遇としても義務付け

られている），受刑者の問題性を改善するため

の処遇を行うためには，作業を短縮ないし一部

免除する必要があり，そのためには一般の受刑

者と同じ区画や舎房に収容していることは都

合が悪いのである。 
 

３ 条件付起訴猶予の導入 

発達障害のある者が比較的軽微な犯罪を行

った場合，罪責の軽さから起訴猶予となること

がある。しかし，犯罪の背景に発達障害が関係

しているような場合，単に起訴猶予としただけ

では，更生に支障が生じ，再犯に至る危険性が

ある。   
そこで，ドイツや韓国のように，条件付起

訴猶予の制度を導入することで，刑事責任の点

から起訴猶予とせざるを得ない場合でも，一定

の処遇を遵守事項として付したうえで起訴を

猶予することが可能となり，比較的軽微犯罪を

行った発達障害についても，その社会復帰と再

犯防止をより確実なものとすることができる。 
日本では，条件付起訴猶予制度に対し，適

正手続違反や糾問主義への回帰といった批判

がなされたことがある。しかし，ドイツや韓国

のように被疑者の同意を要件とし，必要であれ

ば，ドイツのように裁判所の同意も要件とする

ほか，条件や遵守事項の履行に起訴を不可能と

する確定的効力を認め，さらには条件付起訴猶

予に対する異議申立の手続を法定することで，

これらの批判を回避できるものと思われる。 
 
４ 受刑者や被疑者に対する発達障害等の診

断基準と検査体制の整備 

 発達障害犯罪者に対し適切な処遇を行うた

めには，その前提として，まず的確な診断を行

う必要がある。刑事施設においては入所時の検

査・診断体制を整備することが求められる。 
一方，検察官が発達障害のある被疑者に対

し，適切な起訴・不起訴の判断を行い，起訴猶

予に際して適切な条件ないし遵守事項を付す

るためには，被疑者の障害の内容や程度を適切

に診断・評価する必要がある。しかしながら，

検察庁には発達障害の診断や治療に詳しい人

材がいないことから，近年，検察庁に設置が進

められている社会復帰支援室（名称は検察庁毎

に異なる）を拡充し，専門家を配置することが

一つの方法であろうし，平成 27 年から全国実

施されている更生緊急保護の事前調整を，高齢

者や知的障害だけでなく，自立支援を要する発

達障害者に拡大することも考えられる。いずれ

にしても，矯正施設や検察庁に発達障害の診断

や処遇に詳しい人材を配置し，或いは専門機関

との連携を図ることが重要である。 
 
E. 結論 
 以上の考察を踏まえ，以下の結論を提案した

い。 
 
・仮釈放については，処遇の必要性に応じて仮

釈放後の保護観察期間を設定する考試期間

主義を採用する。 
・発達障害を有する犯罪者に対し，必要且つ相

当な場合，刑の一部執行猶予を適用するこ

とも視野に入れる。 
・発達障害を有する受刑者についても積極的に

特別調整の対象とする。 



 

・発達障害受刑者を専門に処遇する区画を管区

毎の刑事施設に設け，発達障害を抱える受

刑者のうち特別な処遇を必要且つ相当する

者を移送して処遇する体制を整備する。 
・条件付起訴猶予の制度を導入し，比較的軽微

犯罪を行った発達障害の被疑者に対し，一

定の処遇を遵守事項として課す仕組みを設

ける。 
・刑事施設や検察庁に発達障害の診断や処遇に

詳しい人材を配置し，或いは専門機関との

連携を図る。 
 
F. 健康危険情報 
なし 
 
G. 研究発表 
１．論文発表 
・太田達也「累犯障がい者の刑事政策的対応に

向けた新たな取り組みと課題」総合法律支援論

叢３号(2013)47-67。 

 

・太田達也「精神障がい犯罪者の処遇を巡る韓

国の動向」犯罪と非行 178 号（2014）147-165。 

 
・内山登紀夫『発達障害の診断・支援ガイドブ

ック―基本的な考え方から困難事例の対応ま

で―』（仮題）医学書院(2016 刊行予定）（第

８章 堀田晶子＝太田達也＝堀江まゆみ担当

分） 
 
２．学会発表 なし 
 
H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
１．特許取得 なし 
２．実用新案登録 なし 
３．その他 なし 
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諸外国での対応困難ケースへの支援状況の調査・研究（オーストラリア） 

 
     研究分担者  水藤 昌彦 （山口県立大学社会福祉学部）  

 

研究要旨 :  
発達障害があり、非行•犯罪をした人、矯正施設から釈放された人、あるいは病院から退院し

た人に対する、①医療•心理•社会福祉領域における支援サービスの内容、②刑事司法制度にお

ける対応状況について、日本国外の現状を調査し、国内における今後の制度設計のための情報

を収集することを目的として、海外調査を実施した。 
ビクトリア州メルボルンにおいて、福祉機関•司法機関を中心に 7 カ所において専門職計 20

名に対してインタビュー調査を行った。 
 その結果、①クライエントのニーズとリスクレベルを評価し、個別化した対応•支援を実施し

ていること、②個別支援を可能にする、段階的な対応•支援体制が存在すること、③上記①と②

を支える複数の専門職を養成する訓練課程が整備されていること、以上の３点は、今後に日本

におけるさらなる制度整備のために特に参照できると考えられた。 

 
Ａ．研究目的  

 発達障害があり、非行•犯罪をした人、矯正施

設から釈放された人、あるいは病院から退院し

た人に対する、①医療•心理•社会福祉領域にお

ける支援サービスの内容、②刑事司法制度にお

ける対応状況について、日本国外の現状を調査

し、国内における今後の制度設計のための情報

を収集すること。 

 

Ｂ．方法 

 2014 年 3 月にビクトリア州メルボルンを訪問

し、福祉機関•司法機関を中心に 7 カ所において

専門職計20名に対してインタビュー調査を実施

した。 

 メルボルンを調査対象地域に選択した主な理

由は、本研究の目的からみて、①調査対象の候

補となる機関が複数存在していること、②調査

対象の各機関を結びつける法的枠組みが整備さ

れていること、③すでに制度が 25年以上にわた

って運用されており、実務上の対応について一

定の知見が蓄積されていることであった。 

Ｃ．結果および考察 

 ビクトリア州においては、刑事司法手続の段

階による区別はあまり意識されておらず、クラ

イエントのニーズに基づき、障害福祉、医療、

心理が連携して個別化した対応することに焦点

が当てられている。 

 コーディネーターを中核として、クライエン

トのニーズとリスクレベルに応じた社会資源を

組み合わせることで犯罪の促進因子に介入し、

保護因子を増大させるというモデルが採用され

ている。コーディネーションの主要な役割は州

障害福祉サービス部局が直接担っている。社会

内処遇では、保護観察所と協力し、このクライ

エントグループへの支援に特化したケースマネ

ジメント専門チームが編成されている。ハイリ

スクなクライエントに対応する処遇密度の高い

施設サービスは州が直営し、よりリスクレベル

の低いクライエントには民間組織が対応してい



 

る。これにより、クライエントのリスクレベル

に応じた多様なサービスの提供、支援に必要な

知識や技術•臨床経験の蓄積が可能になっている。 

 専門職は、アセスメント、支援計画の立案と

実施、実際の支援技法などについて、ある程度

に共通の認識を持っていた。実際に用いられて

いる心理教育の手法は認知行動療法、弁証的行

動療法などが中心であり、医療職、心理職、ソ

ーシャルワーカーが連携している。メルボルン

大学の提供する系統的な専門教育が、こうした

多機関でのアプローチの基盤のひとつとなって

いる。 

 

Ｄ．結論 

①クライエントのニーズとリスクレベルを評価

し、個別化した対応•支援を実施していること、

②個別支援を可能にする、段階的な対応•支援体

制が存在すること、③上記①と②を支える複数

の専門職を養成する訓練課程が整備されている

こと、以上の３点は、今後に日本におけるさら

なる制度整備のために特に参照できると考えら

れた。 

 

Ｅ．健康危険情報  

該当せず 

 

Ｆ． 研究発表 

 本研究班報告書において調査結果の詳細を報

告した。 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

該当せず 
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英国とカナダにおける触法発達障害者の支援 

 
研究代表者 内山 登紀夫（福島大学大学院人間発達文化研究科） 
研究分担者 堀江 まゆみ（白梅学園大学子ども学部） 
   桝屋 二郎 （福島大学子どものメンタルヘルス支援事業推進室） 

研究協力者 野沢 和弘 （毎日新聞論説委員） 
   高橋 春菜 （ＰａｎｄＡ社会福祉事務所） 
   及川 博文 （ＰａｎｄＡ社会福祉事務所） 

 

研究要旨 :  
英国・カナダにおいて触法発達障害の人にどのような支援がなされているか、現地を訪問し

調査した。本総合報告書では我が国の支援の参考にするためにイギリスとカナダの共通点につ

いて報告する。イギリスでは ASDに特化した保安病棟があることが特徴的であり支援内容も ASD

を強く意識した方法がとられていた。カナダでは保安病棟に在院する ASD の人は少なく、ASD

に特化した対策はとられていなかった。両国とも退院後に地域において治療や支援を行う体制

が整備されており、長期間にわたる支援を行っていることが共通していた。 

 

 
Ａ．研究目的  

英国・カナダにおいて触法発達障害の人にどの

ような支援がなされているか、現地を訪問し調査

した。本総合報告書では、我が国の支援の参考に

するためにイギリスとカナダの共通点について

報告する。 

 

Ｂ．Ｃ．方法と結果 

英国調査では触法 ASD に特化した司法精神科

病棟における支援内容、カナダ調査では司法精神

科病棟における調査を中心に我が国に導入可能

な点について検討する。 

１)カナダの司法精神科病棟における支援 

 英国と類似したシステムが採用されているが、

英国のように「高度保安病院」「中度保安病院」

「低度保安病院」という区分よりも、「保安病棟」

「一般病棟」と呼ぶことが多くなった。高度と中

度の境界が明確ではなく分ける方針を取らなく

なったという背景があった。カナダでは 2か所の

司法精神科病棟を調査したが、特に発達障害に特

化した支援はされていなかった。 

知的障害のある患者に対してはグループの人

数も 3-4人と少数にすることで、グループ内の動

向を把握しやすくするなどの配慮をしている。性

加害処遇プログラムでは、これまでに 10-15人ほ

どの知的障害者にプログラムを実施してきた。 

一般の患者より短時間のプログラムを作成し

患者の長所を活用するように配慮する。 

 性加害プログラムを受ける患者の IQ 値は全体

的に低く、概ね IQ70-80 の間にある者が多いが

IQ70 以下の知的障害を有する患者も 10-15%の割

合で参加している。ASDと診断されている入院患

者は少なく、入院プログラム終了後は地域でも専

門性のある支援機関に紹介する。地域社会に安全



 

に戻る事ができるようになるまでは入院治療が

継続されるが、ASDの場合は入院よりも専門性の

高い居住に住みながら通院処遇を行うことが多

い。 

 

２）英国調査  

 英国では ASDに特化した司法精神科病棟での支

援を調査した。St.Andrew’s ASD 病棟における

治療方針と内容を検討した。 

St Andrew's では、全病棟に対してのケアスタ

ンダードがあり、さらに ASD に特化したケアスタ

ンダード、すなわち、NICE の自閉症ガイドライ

ン、自閉症アクレディテーション（英国自閉症協

会による認定制度、ASDに特化した支援がなされ

ていることなどが認定の基準になる）基準を満た

すことに継続した努力が払われている。さらに自

閉症サービス全体がエビデンスベースであるこ

とが求められる。性加害、放火、サイバー犯罪等

の中でも、インターネット犯罪に関わる ASDの人

の増加がみられる。特にインターネット犯罪につ

いては、触法ＩＴ部門（Forensic IT Department）

を設置し、サイバー犯罪の予防について研究調査

を行っている。アウトカムの測定についても専門

家の間でコンセンサスがない。St.Andrew’s で

は Health of the Nation Outcome Scale(HoNOS) 

（Royal College of Psychiatrists’ Research Unit が開

発した重度精神障害者の社会的機能を測定する

ためのツールを使用している。 

 

３）英国とカナダの支援方針に共通しているのは

多職種によるチームを組織し包括的に患者をア

セスメントし、個別の治療計画をたてることであ

る。我々が調査しえた範囲では英国では ASDに特

化した支援を重視していることが注目された。ま

た地域社会において様々な支援ネットワークが

あり、退院後の継続した支援体制を作ることが重

視されていた。 

 

 

Ｆ．健康危険情報  

 特になし 

 

Ｇ． 研究発表 

特になし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

特になし 

 

文献） 

「Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表」参照 
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